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Ⅰ.総括研究報告書 
 

厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

 

特定⾏為研修修了者の複数配置に関する実態把握及び有効活⽤に影響する要因の調査 
 

研究代表者  酒井 郁子 （千葉大学 教授） 

 

研究要旨 

本研究の目的は、特定行為研修修了者が複数所属している組織における活動・活用の実態を明

らかにし（目的1）、組織が修了者を複数配置し、活用するための影響要因（促進要因・阻害要

因）を明らかにする（目的2）。さらに、明らかになった調査結果から、組織内で修了者を活用す

るための提言及びガイドの作成をする（目的3）ことである。 

2021年度は研究目的3を達成するために、修了者を複数配置している施設の修了者および修了者

の活動を管理する看護管理者、修了者とともに活動する医師の3者を対象にインタビュー調査を実

施し、特定行為研修修了者活用配置モデルVer2を質的に検証し、修了者配置活用の発展段階ごと

の修了者、看護管理者、医師の具体的なアクションを明らかにした。 

特定行為研修修了看護師の複数配置・活用分類は、横軸を配置、縦軸を活用ビジョンとして3象

限に活動を分類したものである。横軸は配置であり、部署固定配置と組織横断型配置で分類し

た。縦軸は、医師と離れて包括的指示による患者マネジメントを行う活動と、医師とともに活動

し手順書のほか具体的指示による医行為も実施するという活用ビジョンを示す。この2軸により

A、B、Cの3つの象限に分類した。A分類では修了看護師は部署に固定配置され医師と離れて自律的

に活動する。B分類は組織横断型配置により、包括的指示により限定された患者集団のマネジメン

トを行う活用配置分類である。C分類では、修了看護師は手順書に基づいた特定行為の実施を行う

ほか、医師とともに活動し、具体的指示により限定された医行為を患者に適時適切に実施する。

部署固定配置の場合も組織横断型配置の場合もある。 

 組織がこのような修了看護師の活躍を支援する組織として発展していく必要がある。その発

展過程は、大きく構想、育成、配置・活用、普及の5段階から構成され、修了看護師導入前に、構

想、育成、配置が含まれた。また修了看護師導入後に活用、普及が含まれ、この５段階すべてを

通じ、組織内外に周知を行う。第一の障壁とは、修了看護師の導入の困難を指し、第二の障壁と

は、修了看護師の複数配置が困難な状態を指す。修了看護師が組織内で十分活用されていないた

め、修了看護師の増員が難しい状態である。 

 以上のモデルをもとに、特定行為修了看護師の複数配置・活用ガイドを作成した。活用ガイ

ドは管理チーム、医師、修了看護師それぞれに求められる行動を、修了看護師の活躍を支援する

組織の発展過程（構想、育成、配置、活用、普及、周知）ごとに分類し説明し、これをもとにそ
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れぞれのアクションリストを作成し付録とした。 

また最終的に特定行為研修修了看護師活用の組織的指標の明確化と提言を行った。 

特定行為研修修了看護師活用の組織的指標は、修了看護師を導入する組織としての目的を明確

にしている、組織の導入目的を達成するための修了看護師の配置・活用ビジョンを策定し組織的

合意を得ている、組織として修了看護師への役割期待を明確にしている。職員の学習環境の整備

を行っている、修了看護師のキャリア開発の仕組みを作っている。修了看護師の役割、活動およ

び特定行為およびその効果、意義に関する周知を定期的に行っているなどの11項目があげられ

た。 

修了看護師の組織的活用に向けての提言は以下の４点である。提言１ 組織として修了看護師

の活動を支援する体制と環境づくりに責任を持つ。提言２ 組織として専門職連携実践を促進す

る。提言３ 修了看護師は組織からの役割期待を自己の活動ビジョンおよびキャリアビジョンに

統合し、自組織における役割開発を行う。提言４ 医師と修了看護師は、協働的パートナーとし

て、互いの役割と責任、専門的知識を理解する。 

 

研究分担者 

・山本則子 

（東京大学 教授) 

・山本武志 

（札幌医科大学 准教授) 

・北川裕利 

（滋賀医科大学 教授) 

・藤谷茂樹 

（地域医療振興協会 地域医療研究所) 

 

研究協力者 

・鈴木 靖子 

（地域医療振興協会 JADECOM-NDC研修センター） 

・中井 智子 

（滋賀医科大学医学部附属病院 看護師特定行

為研修センター） 

・山下祐貴 

（滋賀医科大学） 

・佐伯 昌俊 

（千葉大学 助教） 

・西宮岳 

（千葉大学 特命助教） 

・小松 亮 
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A. 研究目的 

地域包括ケアシステムの推進に寄与し、質

の高い安全な医療を提供するため、2015 年に

特定行為研修制度が施行された。指定研修機

関数は 300 を超え、特定行為研修修了者は

4,832 名（2022 年 3 月現在）にのぼる。 

これまでの特定行為研修修了者（以下、修了

看護師）の多くは組織内において少人数で活

動しているため、今後急速に修了看護師が増

加することで状況が変わり、より成果を得る

ためには活動・活用の方法を大きく見直す必

要性が出てくることが予測される。しかし、こ

れまで複数の修了看護師を活用することに焦

点を当てた研究は行われていない。そこで、効

果的に修了看護師を配置し、修了看護師を活

用した医療サービスの提供、医師-看護師間の

タスクシフト等をさらに推進するため、複数

の修了看護師の活用に関する課題を明確にし、

解決に向けた具体的な提案が必要である。 

本研究の目的は、修了看護師が複数所属し

ている組織における活動・活用の実態を明ら

かにすること（目的 1）、ならびに組織が修了

看護師を複数配置し活用するための影響要因

（促進要因・阻害要因）を明らかにすること

（目的 2）である。これら目的 1、目的 2 に関

する研究結果の統合を通して、組織内で修了

看護師を配置活用するためのモデルを開発し、

現場で活用可能なガイドを作成する（目的 3）。 

 

B. 研究方法 

2020年度、修了看護師の活用・配置に関する

国内の文献を体系的にレビューすることによ

り特定行為研修修了者活用モデルの素案およ

び阻害要因、促進要因の抽出を行った。この理

論的検討結果をもとに、修了看護師の配置・活

用及び専門看護師等の活用に関する全国調査

及びインタビュー調査を行った。これらの研究

結果を統合することで急性期病院における特

定行為研修修了者活用配置モデルVer1を作成

した。 

2021年度は、修了看護師の配置に関連する要

因を把握するため2020年度の全国調査で収集

した看護部長データを用いて、詳細多変量分析

を行った（研究1-1）。 

次いで、同一施設もしくは法人内において修

了看護師の複数配置および活用実績のある組

織AおよびBにおいて複数配置に至った経緯、管

理者の管理実践、修了看護師の特定行為実践、

活用の阻害要因と促進要因に関するインタビ

ュー調査（研究2-1, 2-2)による実態把握と課

題の解明を行った。これら分担研究の研究結果

を理論的に統合し、急性期病院における特定行

為研修修了者活用配置モデルVer2を作成した。 

さらに、特定行為研修修了者活用配置モデル

Ver2を質的に検証するため、修了看護師を複数

配置している施設の修了看護師および修了看

護師の活動を管理する看護管理者、修了看護師

とともに活動する医師の3者を対象にインタビ

ュー調査を実施した（研究3-1)。インタビュー

データを質的に分析し、複数の修了看護師の配

置活用プロセスにおける修了看護師と看護管

理者、医師それぞれの具体的なアクションが明

らかとなった。このアクションリストをもとに、

組織で複数の修了看護師を配置活用するため

のガイドを作成した。 

（千葉大学 博士後期課程） 

・尾上望 

（千葉大学 特任研究員） 
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（倫理的配慮） 

本研究は、千葉大学大学院看護学研究科倫理

審査委員会、滋賀医科大学研究倫理委員会、JA

DECOM倫理審査委員会による審査及び承認を得

たうえで実施している。 

 

C. 研究結果 

研究 1の概要 

全国の 300 床以上の病院の施設管理者と看

護部長を対象としたインターネットを利用し

た質問紙調査を行い、病院内に修了看護師（受

講中を含む）がいることに関連する要因を明

らかにすることを目的とした。調査は 2020 年

度に実施し、2021 年度は看護部長データの追

加解析を行った。対象 1436 病院中、412 名の

看護部長または看護管理者から回答が得られ

た（回収率 28.7％）。修了看護師がいる病院は

252（61.4％）、いない病院は 158（38.3％）で

あった。修了看護師がいない 158 病院におい

て、研修を受講中の看護師がいる病院は 42

（26.6％）だった。二項ロジスティック回帰分

析の結果、各病院に修了看護師(または研修中

の看護師）がいることに関連する要因につい

て、施設特性、看護部長の基本属性、看護部長

の特定行為研修に対する期待・認識が明らか

となった。施設特性としては、病床規模が大き

い、特定行為研修の指定研修機関であること

が挙げられた。看護部長の基本属性としては、

認定看護管理者資格を有していること、また、

看護部長の特定行為研修に対する期待・認識

としては、協働の推進を期待していること、診

療・ケアに良い影響を与えうると認識してい

ること、医師の働き方改革を達成するための

制度と認識していないことが挙げられた。以

上の結果より、修了看護師が増え、特定行為研

修が看護師の普遍的なキャリアパスに位置づ

けられるためには、すでに効果を上げている

事例が広く共有され、看護管理者が特定行為

研修を、看護職、協働する医師や医療チーム、

患者にとって有益な制度であると認識するこ

との重要性が示唆された。 

 

研究 2の概要 

修了看護師を複数配置し活用する実践の調

査を行った。具体的には、指定研修機関 Aとそ

の協力施設（病院）を枠組みとした実態を明ら

かにするために、自記式質問紙調査（第 1次調

査）とインタビュー調査（第 2次調査）を行っ

た（研究 2-1）。その結果、指定研修機関 A と

協力施設（病院）の研修派遣人数は年々増加し

ており、特定行為研修制度の浸透が進んでい

る状況が示唆された。また、研修中の看護師に

は異動が殆どなく、修了看護師の 4 割が研修

修了後に部署異動が生じていた。修了後の部

署異動は、特定行為の実践活動の停滞の要因

となり得るため、組織は活用を見据えたプロ

セスの中でいつ配置換えを行うのかは、重要

な課題と言える。看護管理者は研修派遣前か

ら該当者と活動場所について話し合っておく

ことが望ましい。 

複数の修了看護師を活用している法人の実

践例から影響要因や課題を明確にすることを

目的として、修了看護師および管理者に対し

インタビューを実施した（研究 2-2）。その結

果、修了看護師を複数配置するメリットにつ

いて、「修了看護師同士の相談・連携」や

「役割分担」、医師との「タスクシフト/シェ
ア」、チームとしての「医療安全の向上」「教

育体制の構築」などが挙げられた。他に、
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「在宅診療、訪問看護、へき地医療、地域医

療での活躍」への期待が挙がった。阻害要因

としては、研修受講中の「人手不足」や、他

の看護師を含む医療職者の「理解不足」、受

講する看護師の「経済的負担」、「管理者が受

講してほしい人と本人の希望のミスマッチ」

「個人のライフサイクルが受講可能なタイミ

ングと合わない」など「受講者の問題」であ

った。現場の関係者が修了看護師の活動によ

る効果や成果を感じられることが最大の促進

要因となると考えられ、周知を含めた環境整

備が重要と言える。 
 

研究 3の概要 

研究者らの管理者を対象とした研究によっ

て、修了看護師を組織で複数配置して活用す

るためには、組織に修了看護師の活用を構想

し、構想に応じた修了看護師の育成と修了後

の配置、活用、さらには修了看護師活用の普及

といったプロセスが明らかになった。本研究

では、修了看護師を組織で複数配置している

施設を対象として、修了看護師・看護管理者・

医師の 3 者を対象としてインタビュー調査を

実施した。研究協力者はネットワークサンプ

リングで選定した 51 施設のうち 28 施設の修

了看護師 23 名、看護管理者 20 名、医師 14 名

の計 57名である。 

インタビューはオンラインで実施し、イン

タビューデータから逐語録を作成し、修了看

護師の配置活用の発展過程における修了看護

師・看護管理者・医師の具体的な活動に焦点を

当てて質的分析を行った。 

分析の結果 構想では、修了看護師の導入

目的を管理チーム、医師、修了看護師それぞれ

が明確にし、役割期待と修了看護師の役割自

覚の合意形成を行ったうえで配置・活用ビジ

ョンを策定すること、育成では育成計画を中

長期的に立案し組織的に合意を得ること、配

置では配置の優先順位のルールを決定し組織

的合意を得ることなどの活動が明らかとなっ

た。活動では、修了看護師の支援管理体制を構

築し、手順書のルール作りと実装、医師と修了

看護師の協働的パートナーシップを推進し、

効果の評価視点を明確にすること、普及では

特定行為実践の管理体制を構築すること、医

師と修了看護師がそれぞれの役割を更新する

こと、周知では、管理チーム、医師、修了看護

師のそれぞれが修了看護師の役割、活動、効果、

意義について発信を継続的に行うことがあげ

られた。 

D. 考察 

本研究班では、2020年度に修了看護師の活

用・配置に関する文献レビュー、実態及び影響

要因に関する全国調査、施設管理者と看護管理

者へのインタビュー、複数の修了看護師を配置

している組織の管理者への調査で活用配置モ

デルVer1を作成した。この活用配置モデルは2

つのモデルから構成されており、ひとつは急性

期病院における特定行為研修修了者の活用・配

置分類であり、2つ目は特定行為研修修了者の

組織的配置活用の発展過程と影響要因である。 

2021年度は、指定研修機関とその協力施設

（病院）の施設管理者、看護管理者、研修中の

看護師、修了看護師を対象とした質問紙調査お

よびインタビュー調査の結果をもとに活用配

置モデルVer2を作成した。さらに修了看護師を

複数配置している施設の修了看護師、修了看護

師の活動を管理する看護管理者、修了看護師と

ともに活動する医師の3者を対象としたインタ

ビュー調査を実施し、その結果をもとに活用配
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置モデルVer3を作成した。活用配置モデルVer

3の結果をもとに現場で修了者の配置活用を推

進するために使用できるガイドを開発した。 

 

1. 急性期病院における特定行為研修修了者の

活用配置分類（ 図 1・図 4・図 6 ） 

活用配置モデルVer1では、修了看護師の活

用・配置を特徴づけるものとして、①ユニット

固定配置であるのか、組織横断型配置であるの

かという軸、②施設管理者が有する修了看護師

の活用ビジョンが、手順書による確実な特定行

為実施であるのか、包括的な患者マネジメント

を目指すのかという軸によって構成した。 

活用配置モデルVer2以降では、修了看護師の

活動をより具体的に示すため、横軸を配置方法

として①部署固定配置か組織横断配置の軸を

示し、縦軸を活用ビジョンとして②包括的指示

による患者マネジメントのために医師と離れ

て活動するのか、具体的指示による医行為を行

いながら医師とともに活動するのかといった

軸を示した。 

修了看護師の活用・配置について3つの分類

があると考えられた。 

すなわち、部署固定配置で包括的患者マネジ

メントのために修了看護師が医師と離れて活

動するA分類、組織横断型配置で包括的患者マ

ネジメントのために修了看護師が医師と離れ

て活動するB分類、部署固定配置もしくは組織

横断型配置で、具体的指示による医行為を実施

するため医師とともに活動するC分類である。 

A分類では、修了看護師は特定の部署に固定

配置され、その部署で患者マネジメントを自律

的に実施し、部署の診療ケア管理に貢献する活

動を行う。この活用配置分類では、修了看護師

が手順書をもとに医師と離れて活動すること

から医師は自己の職務に集中できるほか、医師

の業務負担軽減が期待される。配置活用例とし

て、ICUやHCU、ERにおける複数の特定行為を活

用した患者マネジメント、病棟における臨床推

論と特定行為を用いた患者マネジメントがあ

る。 

B分類では、修了看護師は限定された患者集

団の専門的なマネジメントを自立的に実施し、

組織全体の診療ケア管理に貢献する。この場合

も対象とする患者集団に応じて複数配置が必

要となる。また、患者集団の特徴に応じて必要

となる特定行為は異なるため、スペシャリスト

として活動することになる。看護管理者にとっ

ては修了看護師の活動や勤務を管理しやすい

というメリットが考えられる。具体例として、

院内の褥瘡管理や栄養管理、感染管理チームに

所属しながら活動日を設けて組織横断的に活

動したり、外来や侵襲的なケアを要する検査室

での活動である。 

分類AとBは、修了看護師を複数配置すること

が必要であり、修了看護師の育成や手順書発動

のルール化といった複数の修了看護師を活用

するための整備が必要であり、修了看護師の活

動の効果を実感するまでには時間を要する。 

C分類の活用配置は、部署固定配置であって

も、組織横断型配置であっても、具体的指示に

よって医師とともに活動することで医療処置

を患者に適時適切に実施することにより、適切

なタイミングでのケア提供に貢献する。このC

分類も、適切なタイミングのケア提供を実現し

ようとすれば複数配置は必要となる可能性が

高い。この分類では手術室の麻酔管理や手術介

助といった特定の診療科や医師とともに在宅
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療養支援を行うといった活動がある。 

修了看護師の活用と配置が進展しにくい要

因として、修了看護師が所属する組織の修了看

護師活用ビジョンが明確になっていないこと

があると考えられる。どのような医療提供を目

指し、どのように修了看護師に活躍してもらい

たいのかを組織として明確にすることが修了

看護師の活躍を促進する。 

修了看護師の配置を、看護部所属なのか診療

科所属なのかという専門職アイデンティティ

にかかわる問題としてとらえるのではなく、患

者家族のために特定行為を展開するにはどの

配置が最善なのかというとらえ方をすること

で具体的な配置が決まっていくと考える。また、

修了看護師の育成には時間を要することを認

識したうえで、複数の修了看護師を配置するた

めの段階的な活用計画の立案が必要である。 

特定行為は、看護師が実施するものである。

看護業務は患者の状況と文脈に応じたサービ

ス提供を基本とするため、患者への看護の一つ

の要素として特定行為が位置づけられる。修了

看護師は患者の全体的継続的アセスメントを

行い、そのうえで特定行為実践に必要な臨床推

論がなされ、患者に必要な特定行為が成立する。

修了看護師の特定行為の実施プロセスからみ

ると、手順書による確実な特定行為実施は、ス

タートラインであり、最善の診療ケアを提供す

るためには包括的な患者マネジメントが可能

となるような活用ビジョンが必要となる。 

これらの活用ビジョンを描くには、施設管理

者、看護管理者、同僚となる医師、看護師、そ

して修了看護師が、自施設の現状分析からどの

ような医療提供を目指して何を改善するのか

を共有する合意形成を行い、そのうえで修了看

護師の役割規定を明確にすることが望まれる。 

 

2. 特定行為研修修了者の組織的活用配置の発

展過程と影響要因（ 図 2・図 5・図 7 ） 

私たちは研究結果に基づき、活用配置分類と

ともに、活用配置の発展過程を、大きく、修了

看護師導入前と導入後にわけ、その過程を分類

した。修了看護師導入前の過程として、構想、

育成、配置があり、導入後の過程として活用、

最適化があると考え、これを修了看護師の組織

的配置活用の発展過程の基盤とした。 

修了看護師導入前に、活用の構想を管理者が

明確に描き、それに基づいて修了看護師を育成

し、配置することでその組織の状況に応じた診

療ケアの改善の道筋ができる。単に特定行為研

修に送り出すだけでは、修了看護師は活用され

ない、すなわち活躍できない。なぜなら前述し

たように、特定行為がその組織にどのように位

置づけられるのか、さらに踏み込んでいえば、

修了看護師という看護師をどのように患者家

族への医療提供の改善のために活用するのか

という活躍への期待や必要性が管理者に自覚

されていなければ、修了看護師に活躍ビジョン

の明確化を丸投げしてしまうことになり、修了

看護師は役割の不明確さに苦悩することにな

るといえる。 

 修了者の活用配置の発展過程Ver1では、配置

活用のプロセスを修了看護師導入前である構

想・育成・配置、修了看護師導入後である活用・

最適化として示した。しかし、発展過程の「最

適化」は修了看護師の導入をさらに推進してい

く段階であると考えられることからVer2以降

では「普及」へ表現を変更した。修了者の活用

配置過程Ver3を影響要因とともに考察する。 
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修了看護師導入前における構想は、自施設の

使命に基づく修了者の構想を作る段階である。

地域のニーズを見きわめや組織としてどのよ

うな診療ケアを提供していくかを検討し、看護

部や診療科などの関係者間での修了看護師の

活用ビジョンの共有を行う。この段階では、特

定行為研修及び特定行為という制度を正確に

理解しているか、組織の活躍への期待および価

値づけが制度活用として妥当であるか、特定行

為実践の患者への診療ケア上の必要性を自覚

しているか、構想づくりに時間とコストをかけ

る組織としての覚悟があるかが影響要因とし

て考えられる。 

次は育成であり、看護師が特定行為研修を受

講する段階である。特定行為研修の学習継続の

ために受講環境を整備したり、修了後の活用ビ

ジョンを明確にしていく段階である。ここでは、

特定行為研修にはコストがかかるため、計画的

育成と受講環境整備が影響要因となる。育成コ

ストとベネフィットのバランスをとるために

は組織的な経営判断が必要となる。 

 そして配置は、修了看護師を実際に組織内に

配置する段階である。構想に応じた配置、将来

を見据えた段階的な配置方策、病院執行部およ

び配置先の同僚や患者家族の修了看護師の役

割理解が影響要因となる。 

修了看護師を導入後には活用の段階となり、

ここでは修了者は研修で学んだ臨床推論など

の知識を活用し、医師との協働によって手順書

や具体的指示によって特定行為実践を実践す

る。修了看護師が能力発揮できるようなマネジ

メントが必要となるとともに、手順書の活用状

況や修了者の実践能力評価を行い修了看護師

の活動を評価する段階でもある。活用段階での

影響要因としては、勤務体制、活用方策の明確

化（いつだれにどんなふうに特定行為を実施し

その評価をどう行うか）、環境整備（手順書を

どのように電子カルテに組み込むか、記録をど

のように残すかなど）、同僚の修了看護師への

役割理解などがあげられる。 

 修了看護師の活用が進むと、実践事例が蓄積

されるため、そこで導入効果の評価、ケアモデ

ルの明確化による活用の焦点化と役割修正が

なされ、さらなる活用、すなわち普及の段階と

なる。普及の段階では、修了看護師の役割修正

に基づく実践範囲の拡大や特定行為実践のマ

ネジメントを行う。さらには複数の修了看護師

が配置されることの効果を検証して、その役割

を院内だけでなく地域へ拡大することもある

（図3）。 

修了看護師の活用配置の発展過程Ver1では、

修了看護師導入前の配置段階と修了看護師導

入後の活用段階には、修了看護師が組織で最初

の1人である場合にどのように活用するか、ど

のような患者に特定行為を実践するかといっ

た課題があるとして「1人目の壁」と表現して

いた。研究2を統合するなかで、修了看護師の

活用配置において乗り越えるべき障壁は修了

看護師の導入だけでなく、修了看護師が導入さ

れた後も後進の育成や修了者の役割拡大とい

った乗り越えるべき課題があることが明らか

となった。そこで、ver2以降では修了看護師を

初めて導入する施設では修了看護師を配置し

た後に乗り越えるべき障壁があり、これを研究

班では「第1の障壁」として表現した。また、

修了看護師を組織に導入しても効果的に活用

できていない状況や後進の育成に苦慮してい

るという状況が明らかとなったことから、修了
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看護師の複数配置が実現していない施設では、

さらに乗り越えるべき障壁があると考え、「第

2の障壁」と表現した。 

 第1の障壁とは、修了看護師の組織的配置活

用発展のプロセスでいえば、構想、育成、配置

といった医療の質で言うところの構造が不十

分である場合に生じるといえる。自施設の使命

に基づいた修了看護師配置活用の構造づくり、

活用ビジョンの策定、この大きな方向性につい

ての関係者の合意形成が構想にあたる。構想の

次には、学習環境整備、育成計画策定、部署管

理者・医師の役割の明確化、受講者活動ビジョ

ンの明確化などの育成のプロセスとなる。育成

の次に、構想と一致した修了看護師の配置、配

置方法の決定、周知、活用環境の準備などの配

置のプロセスとなる。導入に困難がある場合、

構想、育成、配置のどのプロセスに障壁がある

のか現状を分析し、解決することが必要となる。 

 第2の障壁とは、活用、普及のプロセスのど

こかに障壁があり、部署に複数配置ができるほ

ど増得ない場合を指す。修了者マネジメント、

手順書の実装評価、修了看護師の実践能力の評

価、導入効果評価などの活用、修了看護師の実

践範囲の拡大、特定行為実践マネジメント、複

数配置効果評価、修了看護師キャリアパスの作

成などを行う普及のプロセスを現状分析し、課

題を解決する必要がある。またこの第二の障壁

では、構想、育成、配置ビジョンの更新が行わ

れている必要があり、医療の質で言えば、医療

提供プロセスの充実とともに、構造の最適化が

必要となる。 

第1の障壁、第2の障壁に共通するのは、周知・

説明不足と合意形成における困難であろう。つ

ねに自施設の特定行為研修および修了看護師

の活動の公開、説明を行っていくことで発展過

程の進展が促進される。 

 

３.修了者の組織的配置活用ガイド 

 本研究では修了者の複数配置を推進するた

めに、多様な立場の職種を対象に研究を実施し

た。例えば、病院管理者や看護管理者といった

組織の意思決定に関わるトップマネジメント

を担う管理者、特定行為研修を受講中の研修生

や修了者、修了者を管理する看護管理者、さら

に修了者とともに活動している医師である。そ

して、2年間の研究成果を統合することで、最

終的に修了者の配置活用モデルVer3を作成し

た。 

このモデルは、研修修了者の活用を推進する

ために修了者の活動に関係する様々な立場の

人々が制度を理解し、病院のビジョンを共有し

ながら修了者の活用に参画する必要性を示し

ている。 

 それゆえ、本研究で開発した活用ガイドの使

用方法は、①組織管理チーム、医師、修了看護

師、修了看護師の同僚など多様な立場の方々が

修了看護師の複数配置・活用を目指して何をし

たらよいか一緒に検討し着地点を見出す。②そ

れぞれの立場の方々が、修了看護師の導入・普

及の自己評価を行い次の改善策を検討する、な

どである。 

組織管理チーム（以下管理チーム）は、病院

長、看護部長、事務長などを含む組織の意思決

定にかかわるトップマネジメントを行う立場

の方々と、師長、医長など部署や部門を管理す

るミドルマネジメントを行うの立場の方々か

ら構成される。修了看護師に関わる「医師」に

は、特定行為研修を実施する立場の医師、部署
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で修了看護師を指導する立場の医師、同僚とし

ての医師が含まれるが、医師の専門性や立場に

よる表記上の区別はしていない。 

患者利用者、国民に特定行為研修修了看護師

の活動を説明するために、そして修了看護師を

孤独に活動させないために、組織的に修了看護

師の導入、複数配置活用普及に取り組む際の参

考として本ガイドが機能することを期待する。 

 

4. 特定行為研修修了看護師活用の組織的指標

の明確化と提言 

１）特定行為研修修了看護師活用の組織的指標 

 本研究から得られた修了看護師活用の組織

的指標は以下の通りである。 

①修了看護師を導入する組織としての目的を

明確にし、その目的を文書化し、職員に説明し

組織的合意を得ている。 

②組織の導入目的を達成するための修了看護

師の配置・活用ビジョンを策定し組織的合意を

得ている。 

③中長期的な育成計画および配置計画を作成

し、組織的合意を得ている。 

④組織として修了看護師への役割期待を明確

にし、職務規定書及び地位、報酬を職員に説明

している。 

⑤職員の学習環境の整備を行っており、育成・

指導に関わる管理者および医師の役割を明確

にし、継続的育成のための体制を作っている。 

⑥修了看護師の支援のための管理体制を作っ

ている。 

⑦修了看護師のキャリア開発の仕組みを作っ

ている。 

⑧修了看護師導入効果の評価指標および評価

方法を作り、組織的に合意している。 

⑨修了看護師の活動環境を整備している。 

⑩特定行為実践の管理体制を作り、継続的改善

を行っている。 

⑪修了看護師の役割、活動および特定行為およ

びその効果、意義に関する周知を定期的に行っ

ている。 

 

２）修了看護師の組織的活用に向けての提言 

 2年間の研究成果から示唆されたことは、修

了看護師の配置・活用の推進とは、組織にとっ

ては組織開発のチャレンジであり、修了看護師

および医師にとっては役割の開発もしくは再

定義と専門職連携実践のチャレンジであると

いうことである。本研究班は研究成果をもとに

以下の提言を行う。 

提言１ 組織として修了看護師の活動を支援

する体制と環境づくりに責任を持つ。そのため

に修了看護師の導入目的を明確にし、配置活用

ビジョンを策定合意しそのうえで、役割期待を

職員に説明し、修了看護師が役割を果たすこと

ができる職場環境を作る。そして導入の効果を

継続的に監視し、配置活用ビジョンを見直し、

更新する。これは修了看護師の導入の際にだけ

求められるのではなく、新たな役割を担う職員

を導入するときにも同様である。 

提言２ 組織として専門職連携実践を促進す

る。これまで医療組織に新たな資格を有する看

護師を導入する際は看護組織が中心に役割を

規定し、配置活用ビジョンを策定し活用してき

た。専門看護師や認定看護師の導入は看護組織

の責任で行われ完結できた。しかし特定行為は

医師業務とオーバーラップする診療の補助業

務であり、修了看護師への医師業務のシフト/

シェアの期待も大きく看護組織だけで課題解
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決することはできない。医師（もしくは医師組

織）および特定行為実践に関わる他の専門職と

の専門職連携実践が不可欠である。組織管理者、

部署管理者、患者に直接診療・ケアを提供する

職員それぞれの立場での専門職連携実践が必

要となる。もし職種別にサイロ化された職場環

境であるなら、組織管理者が協働とケアの質を

患者家族中心に改善するために、ともに学びお

互いから学びお互いについて学ぶという専門

職連携教育を取り入れ、組織文化を形成する。 

提言３ 修了看護師は組織からの役割期待を

自己の活動ビジョンおよびキャリアビジョン

に統合し、自組織における役割開発を行う。修

了看護師は患者家族への直接的臨床実践に価

値を置き実践し、かつ直接的臨床実践に大きな

影響を与える間接的な実践活動として説明と

指導、コンサルテーション、専門職連携を積極

的に実施する。また看護師としてキャリア発達

を継続する。 

提言４ 医師と修了看護師は、協働的パートナ

ーとして、互いの役割と責任、専門的知識を理

解する。互いの役割と責任を理解するためには、

教育背景、資格、法律で定められた業務、限界

と規制、互いの職種が保有する倫理、社会的役

割といった職種の理解とともに、これまでの職

業経験、保有する専門知識と実践能力、個人の

価値、今後のキャリアの希望を理解という職業

人としての個人の二つの側面から理解し、その

理解を相手に確認し、常に理解を更新すること

が基本である。 

 

E. 結論 

 研究 1では、2020 年度に実施し、2021 年度

は看護部長データの追加解析を行い、各病院

に修了看護師(または研修中)の看護師がいる

ことに関連する要因を明らかにした。 

研究 2 では、修了看護師を複数配置してい

る 2 つの組織に対して、組織的活用プロセス

におけるインタビューおよび質問紙調査を実

施し、複数配置に至った経緯と配置プロセス、

認識している効果、組織的支援を明らかにし

た。 

 研究 3 では、修了看護師を複数配置してい

る施設の看護管理者、医師、修了看護師を対象

にインタビュー調査を実施し、配置活用プロ

セスにおけるそれぞれの具体的な活動を明ら

かにした。 

2020 年度および 2021 年度の研究成果を統

合し、理論的検討により修了者配置活用モデ

ルを ver3 まで精錬した。そして、本研究の目

的 3 である活用ガイドおよび提言を示した。 

 

F. 健康危機情報 

なし 

G. 研究発表 

なし 

H. 知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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図1 急性期病院における特定行為研修修了者の活用・配置分類Ver1 

 

 

 

図 2  特定行為研修修了者の組織的配置活用の発展過程と影響要因
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図4 急性期病院における特定行為研修修了者の活用・配置分類Ver2 

 

 

図 5  特定行為研修修了者の組織的配置活用の発展過程と影響要因 Ver2
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図6 特定行為研修修了者の活用・配置分類Ver3 

 

 
図 7  組織的配置・活用の過程 Ver3

 

 
 
 

活動例：HCU、ICU、ERで各勤務帯に１⼈以上いるように配置し状況に応じて複
数の特定⾏為を活⽤し、患者マネジメントを⾏う

活動例：病棟で各勤務帯に⼀⼈以上いるように配置し、せん妄ケア、呼吸循環、
栄養、電解質バランスのマネジメントを⾏う。またドレーン管理を⾏う

活動例：病棟看護師全員が共通科⽬を受講することにより部署の臨床推論能⼒を
向上させる

特定⾏為研修修了者の複数配置に関する実態
把握及び有効活⽤に影響する要因の調査
（20IA2008）最終報告書

A B

C

Ver3 特定⾏為研修修了者の活⽤・配置の分類と例

横軸：配置

部署の患者マネジメントを⾃律的に実施し、部署の診療ケア管理に貢献する
メリット 医師の働き⽅改⾰に最も効果的

課題 医師の働き⽅に影響が出るまでに⻑期間かかる

活動例：褥瘡管理、栄養管理、感染管理などのチームに所属し、活動⽇を設ける
などで組織横断的に活動する

活動例：外来に所属し外来通院室、侵襲的検査室などで活動する
活動例：診療科に所属し、周術期管理、院内急変対応などを⾏う

限定された患者集団のマネジメントを⾃律的に実施する
メリット 看護管理者が活⽤しやすい

課題 医師の働き⽅改⾰に影響がでるまで時間がかかる

限定された医療処置を医師の指⽰により患者に適時適切に実施することにより適切なタイミングでのケア提供に貢献する
メリット 特定の診療科およびルーラルではタスクシフトに貢献

課題 医師と看護師の信頼関係がない場合実⽤化できない

活動例：病院からアウトリーチして医師とともに在宅療養
⽀援を⾏う（COVID19,緩和ケアなど）

活動例：⼿術室で⿇酔管理補助、⼿術介助などを⾏う。

• 具体的指⽰による医⾏為実施
• 医師とともに活動

• 包括的指⽰による患者マネジメント
• 医師と離れて活動

部署
固定配置 組織横断型配置

縦
軸#
活
⽤
ビ
ジ
(
ン

特定⾏為研修修了者導⼊前 特定⾏為研修修了者導⼊後

周知

第1の障壁

2022年5⽉21⽇ Ver3

第2の障壁

• 学習環境整備
• 育成計画策定
• 部署管理者・医師の役
割の明確化

• 受講者活動ビジョンの
明確化

育成

• 構想と⼀致した配置
• 配置⽅法決定
• 配置の周知
• 活⽤環境の整備

配置

• ⾃施設の使命に基づい
た構想づくり

• 活⽤ビジョンの策定
• 関係者の合意形成

構想

• 修了者マネジメント
• ⼿順書の実装評価
• 修了者実践能⼒の評価
• 導⼊効果評価

活⽤

• 実践範囲の拡⼤
• 特定⾏為実践マネジメ
ント

• 複数配置効果評価
• 修了者キャリアパス開
発

普及

周知

特定⾏為研修修了者の組織的配置活⽤の発展過程
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資料 1  特定行為研修修了者の組織的配置活用ガイドのプレビュー 
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分担研究報告書 研究 1-1 
厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

 

看護師の特定行為研修を推進する要因 

：全国 300床以上の病院の看護部長を対象とした調査から 

 

研究分担者 山本 武志 (札幌医科大学 准教授) 

研究代表者 酒井 郁子 （千葉大学 教授） 

研究分担者 山本 則子 （東京大学 教授) 

研究協力者 小松 亮  （千葉大学 博士後期課程） 

研究協力者 佐伯 昌俊 （千葉大学 助教） 

 

研究要旨 

2015年10月に創設された「特定行為に係る看護師の研修制度」は、医師･歯科医師が作成した手

順書に基づき、看護師が高度かつ専門的な知識及び技能が必要とする特定行為を実践するための

研修制度である。2021年9月時点での研修修了者数は4,393人で、厚生労働省が掲げる目標値への

到達には及ばない現状がある。本研究では、全国の300床以上の病院の看護部長を対象としたイン

ターネットを利用した質問紙調査を行い、病院内に特定行為研修を修了した（受講中を含む）看

護師がいることに関連する要因を明らかにすることを目的とした。対象1436病院中、412名の看護

部長または看護管理者から回答が得られた（回収率28.7％）。特定行為研修修了者（以下、研修修

了者）がいる病院は252（61.4％）、いない病院は158（38.3％）であった。研修修了者がいない15

8病院において、研修を受講中の看護師がいる病院は42（26.6％）だった。二項ロジスティック回

帰分析の結果、各病院に研修修了者(または研修中)の看護師がいることに関連する要因は、施設

特性として病床規模が大きい、特定行為研修の指定研修機関であることが挙げられた。看護部長

の基本属性としては、認定看護管理者資格を有していること、また、看護部長の特定行為研修に

対する期待・認識として、協働の推進を期待していること、診療・ケアに良い影響を与えうると

認識していること、医師の働き方改革を達成するための制度と認識していないこと、が挙げられ

た。研修修了者が増え、特定行為研修が看護師の普遍的なキャリアパスに位置づけられるために

は、すでに効果を上げている事例が広く共有され、看護管理者が特定行為研修を、看護職、協働

する医師や医療チーム、患者にとって有益な制度であると認識することが重要である。 

 

I. ．緒言 
 医療の高度化・複雑化が進む中で、質の高い

安全な医療を提供するために、患者の状態に

応じて必要な医療サービスを適切なタイミン

グで提供することが求められている。2015 年

10 月に創設された「特定行為に係る看護師の

研修制度」（以下「特定行為研修」または「研

修」とする）は、医師･歯科医師が作成した手

順書に基づき、高度かつ専門的な知識及び技
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能が必要とする特定行為を看護師が実践する

ための研修制度であり、これによって医師･歯

科医師の判断を待たずにタイムリーに必要と

されるケアを提供することが可能になる。 
  厚生労働省は、特定行為研修の修了者（以

下、研修修了者）について 10万人以上の養成

を目指しているが、2019 年以降の研修修了者

は著しく増えてはいるものの、2021 年 9 月時

点での研修修了者数は 4,393 人(厚生労働省, 

2021)となっており、目標とする数値への到達

には遥かに及ばないのが現状である。 
 特定行為研修を広く推進するためには、研

修者修了の配置によりどのような効果があっ

たかを示す必要がある。高度な実践を目的と

する先行する資格制度である認定看護師制度

においては、集中ケア認定看護師，急性・重症

患者看護専門看護師の配置数が多くなると，

人工呼吸器装着患者における入院後 30 日の死

亡率が有意に低下したことが報告されている

(Morita et al., 2017)。また、日本ＮＰ教育大学

院協議会の診療看護師について、診療看護師

の導入が救急搬送者の増加に伴う増収に大き

く寄与したとして、生産性の向上を示唆する

研究成果(福田貴史, 2021)も示されている。 

 制度としての歴史が浅いため、特定行為研

修に関連した研究そのものが少ない。研修修

了者による「患者のケアを強化するために医

師のアセスメントを把握するようになった」

や「医師の役割や専門性についてより深く理

解するようになった」という主観的な評価は

示されている(村上礼子, 2018)。また、患者へ

の治療･ケアに与える影響やチーム医療の効

率性に関連する客観的な効果については、研

修修了者の配置に伴い医師の指示回数が減少

し看護師の残業時間が減少した、また、医師の

勤務時間が減少したというデータがある(厚生

労働省, 2018)。 
 しかし、患者に対する治療・ケアへの直接の

影響は明らかにされていない。また、研修修了

者が増加しない要因や背景を明らかにしよう

とする研究はない。 
 

II. 目的 

2015 年 10 月に創設された「特定行為研修」

は、現在のところ臨床実践に影響を及ぼすほ

どの養成者数に届いておらず、研修制度その

ものが広く知られていない可能性もある。研

修を広く普及させるには、研修の効果を明ら

かにし、また、研修を推進するまたは研修の普

及を阻害する要因を明らかにする必要がある。

そこで本研究では、全国の 300 床以上の病院

の看護部長を対象に、研修修了者の有無すな

わち院内に特定行為研修を受講・修了した看

護師がいるかどうかをアウトカムとして、そ

れに関連する要因を明らかにすることを目的

とする。 

III. 方法 

1. 用語の定義 

特定行為に係る看護師の研修制度：2015 年

10 月に開始した保健師助産師看護師法に位置

付けられた研修制度で、看護師が手順書に基

づいて実施する高度かつ専門的な知識と技能

を必要とする 38 行為が定められている。本研

究では「特定行為研修」もしくは「研修」の略

称を用いる。 

2. 対象と調査方法 

全国の 300 床以上の病院の看護部長（また

は看護部長に相当する看護管理者）を対象と

する、インターネットを利用した記名式の質

問紙調査を行った。2020 年 10 月 1 日時点にお

ける各地域の厚生局の届出受理医療機関名簿

から、300 床以上に該当する全 1436 病院を抽

出した。 
対象者には調査の依頼文書および調査票を

登録した Web ページの URL および QR コー
ドを送付し、各自で入力または読み取りをし

て回答してもらった。 
調 査 には米国 Survey Monkey 社（現
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Momentive社）が提供するオンライアンケート

システム Survey Monkey を利用した。調査は

2021 年 1 月 19 日から 3 月 31 日に実施した。 

3. 調査項目 

 調査項目は施設特性、回答者の基本属性、特

定行為研修修了者の人数とその配置について、

特定行為研修への期待・認識・評価、特定行為

研修を推進･支援する院内の仕組みについて、

専門看護師等の活動状況を設定した。 

施設特性については、施設名称、病床数、特定

行為研修の指定研修機関の指定の有無を回答

してもらった。 

回答者の基本属性は、職位、保有している資

格として認定看護管理者、専門看護師（以下

CNS とする）、認定看護師（以下 CN とする）、

診療看護師、JANPU-NP、特定行為研修修了に

ついて尋ねた。 
 研修修了者の人数とその配置については、

研修修了者および研修中の者の有無と人数、

研修修了者全員の院内における所属・勤務場

所を尋ねた。 
特定行為研修への期待・認識・評価について

は、特定行為研修の効果への期待（13 項目）、

特定行為研修制度の意義に関する認識（4 項目）

について尋ねた。いずれも先行研究等に基づ

いて著者らが作成した独自の項目であり、各

項目は 5段階で回答選択肢を設定した。 

4. 分析方法 

 各項目について度数分布を、また連続変量

の項目については平均値、標準偏差を算出し

た。特定行為研修の効果への期待（13 項目）

と特定行為研修制度の意義に関する認識（4 項

目）については、平均値から標準偏差を加算ま

たは減算した値が測定範囲を超過していない

かどうか、いわゆる天井・床効果を検討した。

また、特定行為研修の効果への期待について

は多因子構造を想定して項目群を作成したた

め、探索的因子分析を行った。始めに、BIC
（ Bayesian Information Criteria ）及び MAP
（Minimum Average Partial）の値から因子数を

決定し（服部環：2003）、次に、決定された因

子数を元に主因子法、プロマックス回転を用

いた因子分析を行った。因子分析の標本妥当

性は KMO （ Kaiser-Meyer-Olkin measure of 
sampling）を算出して検討した。 

特定行為研修の効果への期待は因子毎の合

計得点、専門看護師等の活動に対する認識と

評価は 7 項目の合計得点を算出し、信頼性の

指標として Cronbach のα係数を算出した。 

特定行為研修の修了者の有無に関連する要因

を検討するため、研修修了者（研修中の看護師

を含む）の有無を応答変数とする二項ロジス

ティック回帰分析を行った。変数選択は R4.0.3
の AIC（Akaike's Information Criterion）基準に

よる変数増減法を用いて分析した。各説明変

数のオッズ比、オッズ比の 95％信頼区間、p値

（Wald）を算出した。説明変数は、施設特性と

して、(1)病床数、(2)特定行為研修の指定研修

機関の指定の有無を用いた。病床数について

は、病床数を 300床以上 350床未満、350床以
上 450床未満、450床以上 600床未満、600床
以上の 4 つに区分し、300床以上 350床未満を

reference category にして病床規模の影響を検

討した。回答者の基本属性としては、職位とし

て(3)看護部長であるか否か、回答者が保有し

ている資格として(4)認定看護管理者資格の有

無、(5)CNS・CN・診療看護師・JANPU-NP・特

定行為研修修了の資格の有無を用いた。看護

部長の特定行為研修に対する期待・認識につ

いては、 (6)特定行為研修の効果への期待は因

子分析の結果に基づいて因子毎の合計得点を

用い、(7)特定行為研修制度の意義に関する認

識は各項目について独立した連続変量として

用いた。分析には R 4.0.3 を用いた。 
 

5. 倫理的配慮 

本研究は，千葉大学大学院看護学研究院倫理

審査委員会の承認（R2-29）を受けて実施した．

「調査への協力は任意であり、調査に協力し

ない場合でも不利益を被ることはない」，「調
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査で入手した一切の情報は，本研究の目的以

外には使用しない」，「病院名と回答者の個人

情報は、回答漏れの際の確認と調査協力撤回

等の連絡、インタビュー調査の依頼のみに使

用し、その他の用途で使用しない」、「安全な

方法でデータ管理を行い、データは統計的に

処理し、公表の際は個人や病院名が特定され

ないよう配慮する」等を説明文書に記載し、

Web 調査の最初に「調査に同意する」にチェッ

クをしてもらってから、質問への回答を得た。 

IV. 結果 

1. 回答者・施設の基本属性 

 1436 病院に調査票への回答を依頼し、412 名

の看護部長または看護管理者から回答が得ら

れた。回収率は 28.7％だった。 

回答者の基本属性を表 1 に示した。回答者

の多くは看護部長（82.3％）で、副看護部長が

7.3％であった。副院長は 5 名（1.2％）いたが、

この他に副院長と看護部長を兼務している者

が 39 名いた。回答者の職能に関する資格とし

ては、なしという者が 1/3強いたが、それ以外

のほとんどの回答者は認定看護管理者資格を

有していた（59.5％）。他の専門資格としては

認定看護師が 35 名（8.5％）、特定行為研修を

修了している者は 9 名（2.2％）いた。 

施設の基本特性としては、病床規模で 4 分

類すると、300 床以上 350 床未満が最も多く

（30.8％）、次いで 350 床以上 450 床未満

（27.9％）が多かった。特定行為研修の指定研

修機関としての指定については、1/4 の対象者

が指定研修機関であると回答しており、申請

中（2.4％）、申請予定あり（9.0％）であり、

指定研修機関ではないまたは申請予定なしの

医療機関が最も多くなっていた（63.1％）。 

2. 研修修了者の概況 

特定行為研修の研修修了者がいるという回

答は 252 病院（61.4％）、いないという回答は

158 病院（38.3％）であった（表 2）。研修修

了者の人数は 1 名が最も多く（38.4％）、次い

で 2 名（22.8％）、3 名（10.4％）の順で多か

った。 

研修を受講中の看護師がいると回答した病

院は 192 病院（46.6％）だった。研修受講中の

看護師の人数は 1 名が最も多く（37.4％）、次

いで 2 名（23.7％）、3 名（15.3％）の順で多

かった。 
なお、研修修了者がいない 158 病院におい

て、研修を受講中の看護師がいるという回答

は 42 病院（26.6％）であった。 

3. 特定行為研修への期待と特定行為研

修制度の意義に関する認識 

特定行為研修の効果への期待については、

項目 11「看護師個人の能力開発に有効である」

の 5段階評定の平均値が 4.37 と最も高く、次

いで項目 12「看護師のキャリア開発に活用で

きる」と項目 13「修了者（看護師）による、他

のスタッフへの教育活動の効果が期待できる」

の評価が 4.33 と高くなっていた（表 3）。一方

で、項目 8「病院経営(収支)によい影響を与え

る」の評価が 3.35 と最も低くなっていた。い

ずれの項目においても、天井・床効果は認めら

れなかった。 

次に、これらの 13 項目を用いて探索的因子

分析を行った。因子数の決定については、MAP
では 2 因子が推奨され、BIC の値からは 4 因

子が推奨され両者が不一致であったため、中

間をとり 3 因子として主因子法、プロマック

ス回転を用いた因子分析を行った（表 4）。因

子分析の過程で、3 因子のどれにも帰属しなか

った（因子負荷量が低かった） 項目 8「病院

経営(収支)によい影響を与える」は、分析から

除外して因子分析を進めた。最終的に 3 つの

因子は、因子 1「看護師のスキルアップ」（4
項目）、因子 2「ケアの質向上」（5 項目）、

因子 3「協働の推進」（3 項目）と名付けた。

なお、因子分析の標本妥当性を示す KMO は
0.91 と算出された。 
Cronbach のα係数は、因子 1「看護師のスキル

アップ」が0.91、因子2「ケアの質向上」が0.85、



25 
 

因子 3「協働の推進」が 0.76 と算出された。 

4. 特定行為研修修了者の有無に関連す

る要因の検討 

特定行為研修の修了者の有無に関連する要

因を検討するため、各病院における研修修了

者（研修中の看護師を含む）の有無を応答変数

とする二項ロジスティック回帰分析を行った。

変数増減法によりモデルに採用された変数は、

施設特性として病床数に関する変数群と特定

行為研修の研修指定機関としての指定の有無、

回答者の基本属性として認定看護管理者資格

の有無、特定行為研修の効果への期待として

因子 3「協働の推進」、特定行為研修の意義に

関する認識として、項目 1「自院の診療・ケア

に良い影響を与えうる制度である」と項目 4
「医師の働き方改革を達成するための制度で

ある」の変数であった。 
施設特性における病床数との関係では、回

答が得られた病院に研修修了者がいる確率

（オッズ比）は、300床以上 350床未満を基準

（1.0）とした場合に 350床以上 450床未満に

おいて 1.90、450 床以上 600 床未満で 2.81、
600 床以上では 4.95 となっており、病床規模

の拡大に伴ってオッズ比が増大していた。特

定行為研修の研修機関としての指定について

は、「指定研修機関ではない、または申請予定

なし」を基準とした場合に、「指定研修機関で

ある、申請中または申請予定あり」の場合にオ

ッズ比は 7.61 となっていた。 

回答者の基本属性における「認定看護管理

者資格」の有無については、なしの場合に比較

してありのオッズ比は 1.90 となっていた。 
特定行為研修の効果への期待については、因

子 3「協働の推進」のオッズ比が 1.28 となって

おり、これは、この因子を構成する 3 項目（得

点範囲 3点から 15点）の得点が 1点増化する

毎に研修修了者がいる確率が 1.28 倍増加する

ことを意味する。 
特定行為研修の意義に関する認識は、項目 1
「自院の診療・ケアに良い影響を与えうる制

度である」のオッズ比は 2.21、項目 4「医師の

働き方改革を達成するための制度である」の

オッズ比は 0.82であった。項目 4については、

看護部長のそのような認識が強いほど、研修

修了者がいる確率が低くなることを示してい

る。 

V. 考察 

 病院の特定行為研修の研修修了者の有無に

関連する要因として、第 1 に施設特性として、

病床数および特定行為研修の指定研修機関の

指定との関連が認められ、病床規模が大きく

なるにつれ、また、特定行為研修の指定研修機

関に指定されている病院において、研修修了

者が存在する確率が高くなっていた。ゆえに、

それぞれの病院が自院の機能･役割を認識し

て研修を導入している可能性がある。研修修

了者の配置活用を推進するには、自施設が指

定研修機関になることも 1 つの方法となる可

能性がある。ただし、大規模な法人での研修実

施の決定(奥田悦子, 2021)では、看護管理者の

意思決定とは異なるところで指定研修機関申

請の意思決定が決まっていることもある。 

第 2 に回答者の基本属性として認定看護管

理者資格の有無が関連しており、資格ありの

場合において研修修了者が存在する確率が高

くなっていた。 

第 3 に、調査票に回答した看護管理者の回

答において、特定行為研修の効果への期待と

して因子 3「協働の推進」、特定行為研修の意

義に関する認識として、項目 1「自院の診療・

ケアに良い影響を与えうる制度である」の得

点が高いほうが、研修修了者が存在する確率

が高くなっていた。これらについては、看護部

長が看護師の特定行為を有効活用できる制度

であるとポジティブに捉えることの重要性を

示唆していると考えられる。 

第 4 に、調査票に回答した看護管理者の回

答において、特定行為研修の意義に関する認

識として「医師の働き方改革を達成するため
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の制度である」の得点が低い方が、研修修了者

が存在する確率が高くなっていた。特定行為

研修制度は、医師の働き方改革、タスシフト・

タスクシェアにからめてしばしば議論される

(三上容司, 2021)。1週間あたり 7時間の医師の

労働時間の削減を、特定行為研修を修了した

看護師へのタスク・シフティングにより達成

するという試算(医師の働き方改革に関する検

討会, 2019) もあり、また、実際に研修修了者

の導入が医師の業務負担軽減の一助になって

いる事例(小澤美紀, 2021)も認められる。しか

しながら、特定行為研修制度の目的はチーム

医療の推進にあり、医師の労働時間の削減の

帰結に、患者への効果的なケア提供があるこ

とを看護管理者は十分に意識する必要がある

だろう。また、研修者を導入することの効果に

関する研究の必要性を示唆している。 

最後に、本研究の限界と今後の課題につい

て述べる。第 1 に、本研究は母集団として偏り

が生じないように 300 床以上の全病院を設定

したが、回収率が低いために特定行為研修に

肯定的な態度を示す看護部長・看護管理者が

多く、標本に偏りが生じている可能性がある。

第 2 に、本研究の分析対象は看護部長・看護管

理者の回答であり、考察でも触れたが、特定行

為研修の受講や受講者の採用は、看護部長・看

護管理者の一存だけで決まることではない。

病院長・病院管理者等の意向についても考慮

する必要がある。第 3 に、本研究では特定行為

研修の修了者の有無を基準に関連する要因を

検討したが、研修修了者の実効性のある活動

には、部署・診療科に複数名が配置される必要

がある。修了者の有無に加えて、修了者の人数

の多さや複数配置に関連する要因についても

今後検討する必要がある。第 4 に、本研究は、

主として中規模から大規模病院の急性期医療

における研修修了者の活用を念頭に置いてい

る。しかし、本研修制度は、当初から訪問看護

ステーションや在宅等での研修修了者の活躍

が期待されている(神野正博, 2021)ことから、

小規模病院や訪問看護ステーション等におけ

る調査も必要とされる。 

VI. 結論 

 全国 300 床以上病院における、特定行為研

修の研修修了者がいることに関連する要因と

して、施設特性として (1)病床規模が大きい

こと、(2)特定行為研修の指定研修機関である

ことが挙げられた。看護部長の基本属性とし

て、(3)認定看護管理者資格を有していること、

また、看護部長の特定行為研修に対する期待・

認識として、(4)協働の推進を期待している、

(5)診療・ケアに良い影響を与えうると認識し

ている、(6)医師の働き方改革を達成するため

の制度と認識していない、ことが挙げられた。

研修修了者が増え、特定行為研修が看護師の

普遍的なキャリアパスに位置づけられるため

には、すでに効果を上げている事例が広く共

有され、看護管理者が特定行為研修を、看護職、

協働する医師や医療チーム、患者にとって有

益な制度であると認識することが重要である。 
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表1．回答者（看護部⻑）の基本属性および施設の基本特性(n=412)

n %

回答者 職位
看護部⻑ 372 90.3
副看護部⻑ 30 7.3
副院⻑（看護部⻑を兼務している者は除く) 5 1.2
その他(スタッフ,特定看護⾏為担当等) 5 1.2

職能に関する資格
（複数回答） 認定看護管理者 245 59.5

認定看護師 35 8.5
専⾨看護師 5 1.2
診療看護師（⽇本NP教育⼤学院協議会） 1 0.2
JANPU-NP（⽇本看護系⼤学協議会） 0 0
特定⾏研修修了（診療看護師を除く) 9 2.2
なし 145 35.2

施設 病床数
300床以上350床未満 127 30.8
350床以上450床未満 115 27.9
450床以上600床未満 89 21.6
600床以上 81 19.7

特定⾏為研修の研修機関としての指定
指定研修機関である 105 25.5
申請中 10 2.4
申請予定あり 37 9.0
指定研修機関ではないおよび申請予定なし 260 63.1
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表2．特定⾏為研修の修了状況

項⽬ カテゴリ n %

研修修了者の有無(n=412)
いる 252 61.2
いない 158 38.3
わからない・無回答 2 0.5

修了者がいる施設における修了者の⼈数(n=250)
1名 96 38.4
2名 57 22.8
3名 26 10.4
4名 21 8.4
5名 13 5.2
6-10名 21 8.4
11-20名 10 4.0
21名以上 6 2.4

研修受講中の者の有無(n=412)
いる 192 46.6
いない 218 52.9
わからない・無回答 2 0.5

研修受講中の者の⼈数(n=190)
1名 71 37.4
2名 45 23.7
3名 29 15.3
4名 13 6.8
5名 10 5.3
6-10名 16 8.4
11-20名 5 2.6
21名以上 1 0.5
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表4．特定⾏為研修の効果への期待:13項⽬の因⼦分析の結果

項⽬番号 項⽬
因⼦1：

看護師のスキ
ルアップ

因⼦2：
ケアの質向上

因⼦3：
協働の推進

12 看護師のキャリア開発に活⽤できる 0.91 -0.04 -0.02
11 看護師個⼈の能⼒開発に有効である 0.91 0.03 -0.09
13 修了者（看護師）による、他のスタッフへの教育活動の効果が期待できる 0.58 0.11 0.09
10 看護師の⾃律的職能の発揮が促される 0.41 0.08 0.34
6 病院全体の看護の質が向上する 0.14 0.83 -0.13
7 地域医療全体のレベルアップにつながる 0.04 0.70 -0.13
5 診療・ケアの質の向上が期待される 0.06 0.57 0.25
2 患者・家族の満⾜度が⾼まる -0.10 0.53 0.36
1 患者の急変・重症化の減少・予防が期待される -0.11 0.49 0.34
3 医師と看護師の協働が促進される 0.00 -0.02 0.81
9 医師の業務負担が軽減される 0.03 -0.15 0.67
4 さまざまな多職種間の協働が促進される -0.03 0.22 0.64

* KMO=0.91
* 因⼦分析は因⼦数3，主因⼦法，プロマックス回転により⾏った。因⼦負荷量0.4以上の数値網掛けをした
* 項⽬8「病院経営(収⽀)によい影響を与える」は探索的因⼦分析の際に分析から除外した
* α係数：12項⽬(α=0.91), 因⼦1の4項⽬(α=0.85), 因⼦2の5項⽬(α=0.85), 因⼦3の3項⽬(α=0.76)

因⼦負荷量
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表5．特定⾏為研修の修了者の有無に関連する要因の検討：ロジスティック回帰分析(n=387)

p(Wald)

施設特性
病床数

300床以上350床未満
350床以上450床未満 1.9 (0.99-3.65) 0.054
450床以上600床未満 2.81 (1.37-5.79) 0.005
600床以上 4.95 (1.52-16.15) 0.008

研修機関としての指定
指定研修機関ではない、または申請予定なし
指定研修機関である、申請中または申請予定あり 7.61 (3.33-17.41) <0.001

回答者の基本属性
職能に関する資格

認定看護管理者資格：なし
         ：あり 1.9 (1.1-3.28) 0.02

特定⾏為研修の効果への期待
因⼦3：協働の推進 1.28 (1.1-1.49) 0.002

特定⾏為研修の認識
項⽬1：⾃院の診療・ケアに良い影響を与えうる制度
である

2.21 (1.46-3.35) <0.001

項⽬4：「特定⾏為研修」は、医師の働き⽅改⾰を達
成するための制度である

0.82 (0.65-1.05) 0.12

応答変数：1=研修修了者がいる、または研修中の看護師がいる、0=研修修了者および研修中の看護師がいない
説明変数：AIC基準による変数増減法（R4.0.3を利⽤)により変数選択を⾏った
    ：除外された変数は、特定⾏為研修の効果への期待（因⼦1：看護師のスキルアップ、因⼦2：ケアの質
     の向上）、特定⾏為研修制度の意義に関する認識（項⽬2：全ての看護師が受けることが望まれる研
     修である、項⽬3：専⾨看護師や認定看護師のように､⼀部の看護師が受講すべき研修である)､
     回答者の職位（看護部⻑であるか否か）、回答者の職能に関する資格（専⾨看護師等専⾨資格の有
     無）

説明変数・カテゴリ オッズ⽐
(95％信頼区間)

dummy variable

dummy variable

dummy variable



33 
 

Ⅱ. 分担研究報告書 2-1 
厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

特定⾏為研修修了者の複数配置に関する実態把握及び有効活⽤に影響する要因:修了者を複数配置す
る病院での実践及び複数配置に⾄ったプロセスの分析 

   

分担研究者 北川 裕利（滋賀医科大学麻酔学講座 教授） 

研究協力者 中井 智子（滋賀医科大学 大学病院） 

研究協力者 山下 祐貴（滋賀医科大学 大学病院） 

 

 

  

2017（平成 27）年に特定行為に係る看護師の研修制度（以下、特定行為研修制度）が施行され、約

5 年が経過した。これまで特定行為研修の修了者（以下、修了者）の活用状況を明らかにした研究は、

まだ僅かである。さらに、修了者の配置や複数所属している病院での活動・活用の実態や複数配置に

至ったプロセスに着目した先行研究はない。本研究では、修了者を複数配置し活用する実践の調査を

行った。具体的には、指定研修機関 Aとその協力施設（病院）を枠組みとした実態を明らかにするた

めに、自記式質問紙調査（第１次調査）とインタビュー調査（第 2次調査）を行った。 

質問紙調査は、37施設の施設管理者、看護管理者、特定行為研修修了者、特定行為研修生と同カリ

キュラムを含む大学院生（以下、履修者）に実施した。調査内容は、病院での修了者配置や支援体制、

特定行為実施状況などを問い、19 施設（回収率 51.4％）の修了者 32 名を含む計 106 名から回答が得

られた。結果は、協力施設の平均修了者数は、2.6 人であった。また、修了者の１ヶ月間の特定行為

の実施回数は、9.7±10.68 回で、末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入 4.3±6.65回、創傷に

対する陰圧閉鎖療法 2.8±4.8 回が多かった。 

インタビュー調査は、看護管理者の活用支援や修了者の活動実践の詳細と取り組みを経時的プロセ

スで振り返ってもらった。インタビューは、対面式、あるいはオンライン対面式による半構造化面接

法で行い、看護師長 1名と修了者 4名の計 5名に実施した。分析の結果、修了者の研修前から修了後

の特定行為実践に至る経験を示す 17サブカテゴリー、8 カテゴリーが抽出された。修了者は、研修か

ら修了後の実践のプロセスで、自分の領域での特定行為を取り入れた看護の良さや意義を個々に見出

していた。次に協働する後進の育成へと視点が向けられていた。修了者には特定行為のスキルや判断

の修練だけでなく、高い調整能力や看護管理能力も同時に求められていると考えられる。 
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本研究班では、指定研修機関 A とその協力

施設（病院）を枠組みとした実態を明らかにす

るために、Ⅰ. 自記式質問紙調査（第１次調査）

とⅡ. インタビュー調査（第２次調査）を行っ

た。 

Ⅰ．質問紙調査 
 Ａ．研究目的 
  わが国は、2025 年問題により高まる医

療ニーズに応えるために、「地域における医

療及び介護の総合的な確保を推進するための

関係法律の整備等に関する法律（平成 26 年

度）」を改正し、「特定行為に係る看護師の研

修制度」（以下、特定行為研修制度）が創設

された。これは、医師の又は歯科医師の判断

を待たずに、手順書により一定の医行為（特

定行為）を行う看護師の養成を目的としてい

る。これにより、質の高いケアを行う看護師

の計画的な養成やチーム医療の推進により、

人口構造変化や社会のニーズに耐えうる医療

提供体制を確保していくものである。この特

定行為に係る看護師の研修を修了した者（以

下、修了者）は、2,887 人（2020 年 10 月現

在）となった。 
2017（平成 15）年、永井らは、全国の修

了者の活動状況を調査し、特定行為毎にみた

過去 1ヵ月間の 1回以上実施した割合は、実

施の高い特定行為でも約 5割程度であった。

現在、制度施行後、5 年が経過し、修了者を

複数配置する病院も見受けられる。これまで

修了者の活用状況を明らかにした研究は、ま

だ僅かである。さらに、修了者の配置や複数

所属している病院での活動・活用の実態や複

数配置に至ったプロセスに着目した先行研究

はない。修了者を活用した安全で質の高い医

療の提供と医療体制を推進するために実態を

把握する必要がある。 
  以上の背景から、特定行為研修に派遣す

る施設（病院）および修了者、履修者の実践

や複数配置に至ったプロセスを明らかにする

ため、以下を目的とした。 
１．病院全体の配置や活用実践の状況を明

らかにする。 
２．履修者、修了者の活用実践とそのプロ

セスを明らかにする。 
３．看護管理者の実践と組織の対応のプロ

セスを明らかにする。 
  
Ｂ．研究方法 
探索的研究デザイン 
１.調査対象 
 特定行為研修の指定研修機関 A とその協

力施設 60 施設のうち、施設が病院である 36
施設と指定研修機関 A の計 37 施設とする。

また、これに所属する施設長 37 名、看護部

長あるいは特定行為研修修了者を管理する副

看護部長 37 名、修了者が所属する看護師

長、特定行為研修の修了証を有する修了者、

及び、履修者（研修生・大学院生）とした。 
２.調査項目 
・基本属性/性別、職位、資格、実務経験年

数、配置部署、修了後の部署異動の有無、施

設特性/ 病床数、看護職員数、資格保有者の

人数、受講のきっかけ、研修に対する負担、

研修履修者の派遣状況、修了者の活用状況

（人数、配置、1ヵ月間（2020 年 12 月）の

特定行為の実施・相談実績）、複数配置の状

況（人数、複数配置に至ったきっかけ）、複

数配置の促進・阻害因子、活用する風土、活

動基盤整備上の課題、活用ツール、活用を推

進する委員会や開発プロジェクト等の設置状

況 
・特定行為に関する業務基準（マニュア

ル）、特定行為の推進に関する委員会やワー

キングの設置に関する規程等の項目 
３.調査方法 
調査は、郵送式記名自己記述式質問紙法に

よる横断的調査とした。調査項目は、修了

者、看護管理者、指定研修機関研修の実務担

当者にヒアリングを行い、妥当性を確保し



35 
 

た。 
 調査のリクルートは、指定研修機関 A と

協力施設の 37 施設の施設長および看護部長

宛に調査依頼書と質問紙を郵送し、看護部の

対象者への配布を依頼した。 
４．データ収集、回収方法 
回答者が直接、研究者に返信できるように

返信用封筒に同封して任意性を担保し、返信

をもって研究参加の同意とした。 
５．調査期間 
2021 年 1 月～2021 年 3 月  
６.分析方法 
量的データは、統計解析プログラム SPSS 

Statistics 27.0 for Windows ®で単純集計を

行った。独自に作成した質問項目の回答は、

1. かなりそう思う、2.まあそう思う、3.どち

らともいえない、4.あまりそう思わない、5.
全くそう思わない、の 5段階尺度で評価し

た。施設特性として、A）修了者の活用方針

を検討する委員会（会議体等）、B）施設内で

修了者を複数配置の有無で修了者の特定行為

実践・相談の回数、特定行為実践の活動の評

価や独自の質問項目の回答に差があるか

Mann-Whitney U検定を行った。有意水準は

5％未満とした。 
７．倫理的配慮 
本研究は滋賀医科大学研究倫理委員会の承

認を受けて（RRB20-027）、実施した。調査

対象者には説明文書を送付し、調査目的、方

法、調査協力は自由意思であることを説明し

た。今回、質問紙は記名式とするが、第 2次
調査の協力意向の確認などに限定して使用す

ること、個人や施設が特定されないよう取り

まとめたデータとして取り扱うことも説明し

た。返信は個別投函とし、質問紙票の返信を

もって同意を得たとすることを明記した。 
  
Ｃ．研究結果 
19 施設（回収率 51.4％）の施設長 17 人、

看護部長 16 人、看護師長 24 人、修了者 32

人、履修者 17 人、計 106 人の回答を得た。

回答者は、男性 35 人（33％）、女性 71 名

（67％）であった。修了者 32 人のうち、非

公的資格認定を有するものは、認定看護師 11
人、診療看護師 1 名、専門看護師 0 人の計

12 人（37.5％）であった。また、有効回答

16 施設の特性を示す（表 1）。特定行為研修

の指定研修機関は、4 機関であった。同部署

で修了者は複数名いる施設が少なく、施設内

に複数名いる場合も複数配置と定義し、7 施

設が該当した。修了者 32 名のうち、所属す

る施設で複数配置となっている者は 24 人

（75％）であった。また、修了者の看護師実

務経験年数 19.3±7.24 年、研修修了後 17.1
±18.87ヵ月が経過していた。 
                            
１．病院全体の配置や活用実践の状況を明

らかにする。 
１）特定行為研修の受講動機 
 特定行為研修履修者（研修中）及び修了

者（n=49）の受講動機は、患者のケアを向上

（改善）したい 38 人（77.6％）が最も多

く、自身のキャリアアップ 30 人（61.2%）、

また、約半数の 23 人（46.9％）に上司の勧

めがあったと回答していた（図１）。 
 
２）研修派遣数と修了者割合 
施設の研修派遣人数は、特定行為研修制度

施行後の 2016（平成 28）年度は、0.2±0.4
人（Mean±SD：以下、同様）から 2020
（令和 2）年度は、1.3±1.24 人であった。常

勤看護師 100 人あたりの修了者数は 1.0±
0.73 人、医師（常勤）100 人あたりに対して

は、5.7±6.05 人、また、病床数 100床あた

りの修了者数は 0.8±0.66 人であった。 
 
3）修了者の配置部署 
 施設長の回答で修了者の集中配置が必要

と考えている部署は、多い順に ICU10 人

（58.8％）、手術部 9 人（59.2％）、救急 7 人
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（41.2％）、HCU、訪問看護ともに 6 人

（35.3％）であった。回答したの修了者の配

置部署は、ICU5 人（15.6％）、看護管理室 4
人（12.5％）が多く、医療療養型病床・地域

包括ケア病床 3 人（9.4％）,手術部 3 人

（9.4％），多部署に散在していた（表 2）。 
 
4）修了者の取得した特定行為区分 
修了者が取得した平均特定行為区分数は

5.9±5.23 区分、特定行為数は 11.5±9.78 で

あった。取得が多かったのは、栄養及び水分

管理に係る薬剤投与関連 22 人（68.8％）、呼

吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 15 人

（46.9％）、呼吸器（人工呼吸療法に係るも

の）関連 14 人（43.8％）、呼吸器（気道確保

に係るもの）関連及び動脈血液ガス分析関連

は、13 人（40.6％）であった（図２）。 
 
２．履修者、修了者の活用実践とそのプロ

セスを明らかにする。 
１）修了者の特定行為実施及び相談回数 
修了者 32 名のうち、外れ値を除外した 29

名で 1ヵ月間（2020 年 12 月）の 1 人あたり

の特定行為の平均実施回数は、9.7±10.68回
であった。最も多かった特定行為は、末梢留

置型中心静脈注射用カテーテルの挿入 4.3±
6.65回、次に創傷に対する陰圧閉鎖療法 2.8
±4.8回、中心静脈カテーテルの抜去 2.3±
4.92回、直接動脈穿刺法による採血 2.2±
3.11、侵襲的用圧換気の設定の変更 1.6±
2.06 であった。また、修了者患者、家族、看

護師などに相談を行った 1 人あたりの平均回

数は 3.2±5.79回で、多かったのは、褥瘡又

は慢性創傷の治療における血流のない壊死組

織の除去 1.4±3.03回、胃ろうカテーテル若

しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの

交換 1.3±3.13回、直接動脈穿刺法による採

血 0.9±3.33回で慢性の特定行為が多かった

（図 3）。 
 

２）修了者、研修履修者の部署異動 
修了者の 13 人（41％）が研修修了後に部

署異動となっていた。研修履修者には、部署

異動は、1 人（5.9％）でほぼなかった（表

3）。 
 
３．看護管理者の実践と組織の対応のプロ

セスを明らかにする。 
１）修了者活用に関するツール（業務マニ

ュアル、規程等）の保有状況 
 16 施設で修了者の活用を支援に関するマ

ニュアルや規程等、マニュアルや規程に分類

されていない取り決め内容について収集し、

その内容を分類した。保有の多かったもの

は、手順書 10 施設（62.5％）、施設が定義し

ている修了看護師の定義 7 施設（43.8％）、

特定行為実施の手順・フロー図、特定行為の

活用に関する委員会・ワーキング等規程、修

了者の教育・育成（プログラム）、業務マニ

ュアル、記録・電子カルテ運用が同 6 施設

（37.5％）であった（図 4）。 
 
2）修了者の複数配置への促進要因 
 71 人（看護部長 7 人、看護師長 23 人、

修了者 28 人、研修履修者 13 人）の回答があ

った。複数回答で多かったのは、患者のケア

が改善したから 19 人（26.8％）、急変や病状

悪化に防止に繋がるから、患者満足度や信頼

が高くなったから同 15 人（21.1％）、よりチ

ーム医療が推進されるから 13 人（18.3％）、

診療報酬で算定されたから、特定行為活用の

成果があった同 11 人（15.5％）、特定行為研

修の履修を志願するスタッフが複数いた 9 人

（12.7％）であった（図 5）。 
 
3）修了者の複数配置への阻害要因 
74 人（看護部長 12 人、看護師長 24 人、

修了者 25 人、研修履修者 13 人）の回答があ

った。複数回答で多かったのは、研修派遣の

負担が大きい 30 人（40.5％）、修了者の活用
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方法がわかりにくい 27 人（36.5％）、 
活用のメリットがわかりにくい 19 人

（25.7％）、組織の育成や活用に対する方針

が不明瞭 14 人（18.9％）、研修受講を希望す

る看護師がいない、研修制度・活用モデルの

認知不足が同 13 人（17.6％）、インセンティ

ブがない 10 人（13.5％）であった（図 6）。 
 
4）施設の修了者の活用方針を検討する会

議体の設置 
看護部長（n=16）の回答で、10 施設

（62.5％）に修了者の活用方針を検討する委

員会（会議体等）があった。特定行為に関す

る会議・委員会 9 施設（56.3％）、病院執行

部会議 5 施設（31.3％）、看護部門会議 4 施

設（25％）であった（複数回答）。 
 
修了者の活用方針を検討する委員会（会議

体等） 
修了者の活用方針を検討する委員会（会議

体等）（以下、委員会）の有無により、施設

内の修了者数、特定行為実施回数などに差が

あるか、Mann-Whitney U検定を行った。委

員会ありで有意な差を認めたのは、ツール

（業務マニュアルや規程）や取り決めの数(U
＝578.5, p=0.02)であった。また、有意差は

ないものの 10％未満で差のある傾向にあった

のは、1ヶ月間の特定行為の実施回数（U＝
46, p=0.071）、修了者の特定行為実践は（内

容・質）十分か（U＝418, p=0.087）、修了者

が特定行為研修前に目指した特定行為を活か

した看護ケアが，実現できている（U＝421, 
p=0.092）、病院や看護部は，修了者（研修履

修者）の活用計画が実現できるように支援し

ている（U＝641,  p=0.066）であった（表

４,A）。これらの質問項目の回答において委

員会の有無別での中央値は、委員会ありで

は、3．どちらともいえない、委員会なしで

は、2．まあそう思うとない方が特定行為実

践や組織の支援に対して肯定的な回答をして

いた。つまり、委員会ありで、特定行為の実

施回数は多い傾向であるが、修了者の満足度

は、委員会がない修了者より低い傾向にあっ

た。また、委員会の設置によっても 100床当

たりの施設内修了者数や医師の働き方改革に

協力していきたいの回答に有意な差はなかっ

た（U＝20.5，p=0.302、U＝744.5，
p=0.547）。 
施設内での修了者の複数配置 
施設内の修了者の複数配置の有無で同項目

について Mann-Whitney U検定を行った。

有意な差を認めた項目は、委員会と同様に、

ツール（業務マニュアルや規程）や取り決め

の数(U＝627, p=0.044)であった。また、病院

や看護部は，修了者（研修履修者）の活用計

画が実現できるように支援している（U＝
585.5, p=0.013）、修了者の特定行為実践は

（内容・質）十分か（U＝392.5, p=0.042）、
修了者の特定行為実践は（時間・回数）十分

か（U＝397, p=0.048）においても有意差を

認めた（表４.B）。しかし、1ヶ月間の特定行

為の実施回数は、差のある傾向にもなく（U
＝89.5, p=0.91）、A) 修了者の活用方針を検

討する委員会（会議体等）の結果と異なっ

た。また、院内の修了者の複数配置の委員会

の有無別での質問項目の回答の中央値は、複

数配置ありでは、3．どちらともいえない、

複数配置なしでは、2．まあそう思う、であ

った。 
 
Ｄ．考察 
１．病院全体の配置や活用実践の状況 
指定研修機関 A の協力施設（病院）の修了

者数は、2.6 人で、年間の研修派遣人数は、

2016（平成 28）年度は、0.2 人から 2020
（令和 2）年度は、1.3 人と徐々に増え、特

定行為研修制度の浸透が進みつつある。全国

の修了者数は、2,887 人（2020 年 10 月現

在）で、政策目標である 10万人以上には、

及ばないものの特定行為研修や活用に対する
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管理者の意識は確実に変化してきている。し

かし、施設の修了者数は常勤看護師 1.0 人

/100 人あたり、また、病床数 0.8 人/100床あ
たりで、今後、全領域で高まる医療ニーズを

支え得る至適育成数には至っていない。ま

た、施設内で修了者が複数いる施設もまだ

48.8％と現場の修了者育成はまだ始まったば

かりである。修了者は、多様な領域で異なる

規模の施設で幅広く活動していることから、

これらの修了者の人員配置指標は、適切な配

置の評価指標の１つとなり得る。また、回答

した修了者は、看護実務経験年数 20 年前後

のベテラン看護師で 37.5％が認定資格を有す

ることは、臨床現場での看護管理者層、ある

いは現任教育者を担う世代である。これは、

看護管理者にとって研修派遣の欠員の代替確

保が難しく、若手の一般看護師にとっては、

垣根の高い研修として認識され、研修派遣が

伸び悩む要因かもしれない。それは複数配置

の第一の阻害要因として 41％が研修派遣の負

担が大きいとした理由の１つであると考えら

れる。 
修了者の活用基盤の構築は組織との調整も

多く難しいことから、一定期間は、ケアモデ

ルの醸造と後進育成のため指導者や体制整備

にあたる人材の研修派遣は不可欠であるが、

今後、組織や指定研修機関は、若手の看護師

が受講しやすい仕組みも並行して整備するこ

とが制度推進に不可欠である。あわせて特定

行為研修の受講動機に研修履修者・修了者の

約半数が上司の勧めがあったことを挙げ、上

司の関わりや声かけなどのナッジが研修受講

促進に有効であることが示された。 
施設長は、急性期領域、特に中央部門への

修了者配置に重点を置いていたが、修了者の

回答から実際の看護部の修了者配置は、集中

治療部や看護部管理室、地域包括ケア病床、

手術部等、急性期・慢性期まで幅広く配置し

ている傾向にあった。しかし、施設内で統一

した活用、配置目標のもと配置されているか

は、今回の調査では、言及できなかった。 
 
２．履修者、修了者の活用実践とそのプロ

セス 
回答した修了者は看護師実務経験年数 19.3

年、修了者となって 1.4 年程度であり、実績

から特定行為研修はベテラン看護師のリカレ

ント教育の１つとして位置づけられている。

また、研修履修者には異動が殆どなく、修了

者の 4割が研修修了後に部署異動が生じてい

る。看護職の部署異動後は、まず新部署での

業務遂行を求められる。白戸らの部署異動の

経験と首尾一貫感覚および職業ストレスの関

連性の調査によれば、部署異動の経験は、人

間関係や業務上の考え方の違いなどの環境の

変化に戸惑い，業務内容の変化から今までの

ような役割が発揮できないストレスを感じて

いると指摘している。このことから修了後の

部署異動は、特定行為の実践活動の停滞の要

因となり得、組織は活用を見据えたプロセス

の中でいつ配置換えを行うのかは、重要な課

題と言える。看護管理者は研修派遣前から該

当者と活動場所について話し合っておくこと

が望ましい。 
実践について、修了者が取得した特定行為

区分で最も多かったのは、栄養及び水分管理

に係る薬剤投与関連 22 人（66.8％）であっ

たが、実際の 1ヶ月間の平均実施回数は、1
人あたり 0.1回と少なく、どのような活用の

場面（機会）があるのか確認し、ニーズの評

価や共有をしていく必要がある。また、栄養

に係るカテーテル管理（末梢留置型中心静脈

注射用カテーテル管理）関連の修了者は 3 人

と少なかったが、1 人あたりの実施回数は

4.3回と最も多く、臨床のニーズがあること

が予測できた。また、栄養に係るカテーテル

管理（中心静脈カテーテル管理）関連の 1 人

あたりの実施回数は 2.3回、直接動脈穿刺法

による採血は 2.2回で比較的に血管カテーテ

ル関連にケアニーズがあるようと推測でき
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た。また、相談の回数で比較的多かった特定

行為区分は、直接動脈穿刺法による採血が

0.9回をはじめ、人工呼吸器からの離脱 0.7
回であったことは、ウィーニングのタイミン

グに必要となる特定行為であり、ウィーニン

グの判断の際に相談のニーズがあり、修了者

が対応していることが予測できた。 
 
３．看護管理者の実践と組織の対応のプロ

セス 
協力施設では、修了者活用に関するツール

（業務マニュアル、規程等）や教育プログラ

ム、推進する委員会（会議体）の設置が徐々

に施設で整備が進んでいる段階にある。しか

し、修了者の活動の要となる手順書（包括的

指示）が運用に至らない施設もあり、法的根

拠の前提となることから早急な整備と看護管

理者、指導者、会議体からのサポートが必要

である。 
修了者の複数配置への促進要因は、患者の

ケアの改善や急変や病状悪化に防止になど患

者アウトカムに直結するものが上位に挙が

り、中でも修了者活用の患者アウトカムの結

果を公表していくことが複数配置の促進に繋

がるであろう。反対に複数配置の阻害要因と

して修了者の活用方法がわかりにくいことが

上位に挙がり、施設内の修了者はまだ 2.6 人

程度であることから、活用モデルによる周知

には、時間を要することが予測される。 
また、特定行為に関する委員会（会議体

等）の設置、あるいは、修了者の院内複数配

置の有無で有意な差があった、ツール（業務

マニュアルや規程）や取り決めの数について

は、委員会の設置により規程や運用ルールの

整備が進むこと、また複数配置により専門領

域や配属部署が異なる修了者を施設内で活用

する場合に、標準化した運用ルールが必要と

なり作成が進むことが考えられる。また、委

員会の設置により、修了者の特定行為の実施

回数が多い傾向にあった一方、自己の実践や

組織の支援に対する評価が高くなかったこと

は、ルールや規程ができることにより、組織

や委員会からの指示待ちや手続きが増えるこ

とが考えられる。また、委員会ありでは実施

回数を多くできるように働き方が整備され

て、修了者自身は受け身姿勢となりがちであ

るが、委員会のない施設においては修了者自

身が主体的に特定行為実践を獲得しなければ

ならず。その過程で満足度が高まった可能性

がある。それは、修了者が特定行為研修前に

目指した特定行為を活かした看護ケアが実現

できているにおいて、委員会なしの方が修了

者は肯定的な回答をした傾向にあり、本人が

望む実践を直に実現しやすいのかもしれな

い。言い換えれば、委員会ありの修了者の実

施回数は多く、満足度が低いという相反する

傾向は、活用促進と規制監督の機能を有する

委員会機能が十分に働いている結果とも推察

できる。しかし、委員会などの設置目的や役

割や機能の実態までは、今回調査しておら

ず、活動との因果関係の明確化や形骸化する

ことなく効果的な修了者支援を行うために

は、今後さらに委員会設置についての実態調

査や活用と規制の程良いバランスの見極めが

必要である。 
修了者や指導者からの複数配置への要望は

声高にあり、修了者の「1 人目の壁」への支

援となり得るが、今回の量的調査では、複数

配置によりツールや取り決めが進む以外のメ

リットは示せなかった。具体的には、院内の

修了者の複数配置ありに比べ、複数配置でな

い方が特定行為実践や組織の支援に対して肯

定的な回答があった。これは委員会ありの結

果と同様である。修了者に必要な支援は体制

だけでなく、活動について修了者が決められ

る裁量や自律性への支援を求める結果とも捉

えられる。また、院内で複数配置であっても

修了者の数は 2.6 人程度と配置の試行段階に

あり、修了者同士の連携はまだ希薄で複数配

置のメリットはまだ十分な発揮に至っていな
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いことが考えられた。また、修了者の施設内

複数配置において 1ヶ月間の特定行為の実施

回数に有意な差がなかったのは、修了者の複

数配置への促進要因（図 5）にある特定行為

研修の受講を志願するスタッフがいた 9 人

（12.7％）という組織の活用・配置計画とは

別に、本人の志願などにより偶然に複数配置

になった可能性がある。 
昨今、医療現場の重要課題としての医師の

働き方改革があり、対策に修了者活用計画は

必須であると捉えられている。しかし、医師

の働き方改革に協力していきたいの項目に委

員会、複数配置においても有意な差がないこ

とは、看護師は、特定行為実践をこれまでの

看護の一部として捉え、本来の患者のケア向

上の視点で捉えている結果であると推察す

る。 
組織の管理者が修了者の活躍を支援するた

めに、修了者の配置・活用の発展過程を構

想、育成、配置、活用、再配置の５つのステ

ップで示した酒井の「特定行為研修修了者の

組織的配置活用の発展過程と影響要因モデ

ル」がある。この有意差のある項目、有意な

傾向にある項目に、5 つのステップラベルで

分類すると、活用に多く当てはまり、委員会

（会議体等）は、活用に影響を与えることが

推測できた。1ヶ月間の特定行為の実施回数

では有意な傾向にあり、サンプルを増やして

の再評価が必要である。以上から、修了者活

用の推進には、特定行為を推進する委員会

（会議体等）の設置を推奨する。 
Bryant-Lukosius らにより、患者重視のプ

ロセスで高度実践看護の開発、実施、評価を

導くためのツールとして

PEPPA(Participatory, Evidence-based, 
Patient-focused Process for Advanced 
practice nursing)フレームワークが開発され

ている。これは、9 つのステップから成りた

ち、ステップ１：患者集団の定義と現在のケ

アモデルの記述、ステップ 2：ステークスホ

ルダーの特定と支援の参加、ステップ 3：新
しいケアモデルの必要性を判断する、ステッ

プ 4：優先課題と目標の特定、ステップ 5：
新しいケアモデルと APN（Advanced 
Practice Nurses、以下 APN）の役割を定義

する、ステップ 6：実施戦略の計画、ステッ

プ 7：APN役割実施計画の開始、ステップ

8：APN の役割と新しいケアモデルの評価、

ステップ 9：APN の役割とケアモデルの長期

的なモニタリング、で構成されている。特定

行為研修は、APN の養成とは異なるが、今

回の調査では、特定行為を推進する委員会

（会議体等）が 6割の施設で設置されている

こと、マニュアルや規程を整備している施設

が増えていること、修了者が特定行為を実践

し、その実績を把握していことから、協力施

設の準備は、ステップ２～7 を試行しながら

も比較的早期の段階にある協力施設が多いと

推測する。修了者や看護管理者がこれらのス

テップを意図的に取り組めるような支援や情

報提供は、今後の指定研修機関の役割となる

であろう。 
 
本研究の限界 
本研究の限界は，3点ある。後向きアンケ

ート調査の結果の解析であること，回答者

は、活動が比較的軌道に乗っている者が回答

している可能性、また、研究対象となる協力

施設及びその修了者はまだ少なく、結果を一

般化することに至らず、サンプル数を増やし

た今後の調査での検証が必要である。 
 
Ｅ．結論 
本調査により、以下のことが明らかになっ

た。 
・A指定研修機関の協力施設の施設内の平

均修了者数は、2.6 人であった。 
・修了者の１ヶ月間の特定行為の実施回数

は、9.7±10.68回で、末梢留置型中心静脈注

射用カテーテルの挿入 4.3±6.65回、創傷に
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対する陰圧閉鎖療法 2.8±4.8回が多かった。 
・修了者の 1ヶ月間の特定行為の相談回数

は、3.2±5.79回で、褥瘡又は慢性創傷の治

療における血流のない壊死組織の除去 1.4±
3.03回、胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカ

テーテル又は胃ろうボタンの交換 1.3±3.13
回で慢性の特定行為が多かった。 
・修了者の活用方針を検討する委員会（会

議体等）の設置、あるいは修了者の院内複数

配置の有無で、ツール（業務マニュアルや規

程）や取り決めの数において有意な差があっ

た（Mann-Whitney U検定）。 
・修了者の活用方針を検討する委員会（会

議体等）の設置の有無で、1ヶ月間の特定行

為の実施回数に差のある傾向にあった。 
・院内の複数配置の有無で、ツール（業務

マニュアルや規程）や取り決めの数、修了者

の特定行為実践（時間・回数）、（時間）は十

分か、病院や看護部は，修了者（研修履修

者）の活用計画が実現できるように支援して

いるに有意な差があった（Mann-Whitney U
検定）。 
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Ⅱ．インタビュー調査 

 

Ａ．研究目的 

質問紙調査の結果から、修了者が研修受講

前から修了後の特定行為実践や複数配置に至

るプロセスを通して気づきと経験について知

見を得るため、インタビュー調査を行った。修

了者の特定行為実践や複数配置に至るプロセ

スでの気づきと経験を明らかにする。 

 

Ｂ．研究方法 

１.調査対象 

質問紙調査に対する回答で、インタビュー

調査に対する協力の意向を示し、研究者から

の連絡に承諾が得られた修了者及び看護管理

者で、さらに施設長に協力の許諾がある者と

した。 

特定行為修了者を単数配置している病院か

ら修了者及び看護管理者を各 3 名、複数配置

している病院から修了者及び看護管理者を各

3 名選択する。 

 

２.調査項目 

研修受講前から現在までの実践をプロセス

として捉え、インタビューを進める。 

・看護管理者：研修派遣と部署配置の状況、研

修派遣から修了者の活用までの

実践、活動基盤整備への取り組

みとプロセス、修了者の有効活

用、活用の評価、複数配置に至る

プロセス、活用と複数配置を促

進因子・阻害因子と課題、活動に

必要な支援 

・修了者：研修派遣から現在までの実践への取

り組みとプロセス、活動状況、活

用と複数配置の促進因子・阻害

因子と課題、必要な支援、活用の

成果、フィードバック 

３.調査方法 

インタビューガイドを作成し、半構造化面

接法による質的記述的研究とした。インタビ

ューは個別に対面式、あるいはオンライン

（ZOOM meeting®）を用いた対面式で 60 分〜

90 分程度で実施した。 

４．データ収集、回収方法 

インタビューは、調査協力者の承諾を得て、

IC レコーダーかオンライン（ZOOM meeting®）

のレコーディング機能で録音し、逐語録を作

成した。 

５.調査期間 

2021 年 3 月～2021 年 4 月  

６.分析方法 

質的記述的デザインを用いた。 

インタビューの音声データは直ちに逐語録

に起こした後、意味のあるまとまりに整理し

てコード化した。コードの共通点や異なる点

を比較しながら分類した。さらに内容が共通

するコードを集め、カテゴリー化した。研究者

間で分析のプロセスや結果を検証した。テー

マが一致するまで繰り返した。分析の結果の

真実性を担保するため，看護教育者に分析の

プロセスと結果を確認してもらった。 

７．倫理的配慮 

本研究は滋賀医科大学研究倫理委員会の承

認を受けて（RRB20-029）、実施した。施設長に

調査・研究フィールド長の承諾書に署名いた

だいた後に、調査対象者には説明文書を用い

て、調査目的、方法、調査協力の任意性、個人

や施設が特定されないようデータの匿名性を

担保することを説明した。その上で、研究協力

の諾否を確認し、研究同意書への署名を得て

実施した。 

  

Ｃ．研究結果 

 修了者を複数配置する病院の看護師長1名、

修了者 4 名から同意が得られ、インタビュー

を行った。 

 目的から逐語録を再考し、修了者４名と修

了者でもある看護師長１名の計 5 名で分析を

おこなった。 
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１．研究参加者の概要 

参加者 5 名は 3 施設に勤務する修了者で

あり、表７に示す。1名が看護師長で、認

定看護師は 2 名であった。 

２．カテゴリーの記述 

修了者の特定行為実践や複数配置に至る

プロセスでの気づきと経験を表 8に示す。

17 サブカテゴリー、8 カテゴリーを抽出

した。サブカテゴリー、8 カテゴリー【 】、

修了者の語りを斜体で示す。 

 

1）【研修受講動機】 

研修を履修するきっかけに良きロールモデ

ルが存在し、特定行為実践を直に見ることで

看護の中で活用できるものであると感じ、共

感していた。「あ、ミニドクターじゃないんや、

この人がやってることは看護だって感じたん

で、私らも、そういう深くちゃんと全身管理が

できるオペナースになりたいなと思って、何

か自分を変えたいと思って、受けました。（D）」、

「モデルがあって、いいなと思ったから行っ

たんですけど（D）」 

2）【取り巻く環境の確認】 

 施設で特定行為を行う準備段階から、実施

に対して肯定的な意見ばかりでないことに気

付く。よってステークスホルダーを確認し、支

援体制の参考にしていた。また、先駆者の修了

者がいる施設は、既存の支援体制など取り巻

く環境の確認を行っていた。「実習の体制とか

協力してくださる各診療科の先生の理解も、4

期生やから、ある程度あったなって思います

（D）」 

3）【活動基盤の整備】 

研修から修了後の活用に向けて、自分の行

いたい特定行為が現場の活用ニーズと合って

いるか確認し、プランや体制作りを進めてい

た。そのプロセスにおいて＜実装のコツを掴

む＞でいた。「部署からちょっと出て、そこで

やってたら、絶対タイムラグもあるし、速やか

に対応っていうところは、なかなかできひん

かったりとかする。自部署に 1人居るとか、そ

ういった形が取れれば一番いいのかなとか思

ったりもします（E）」 

4）【特定行為実践の反応を掴む】 

 特定行為を実践が進むにつれて、自分なり

に＜看護師が特定行為を行うこと意義＞を見

出しており、患者のベストタイミングに合わ

せて特定行為ができること、医師がするより

看護師が行う方が良いタイミングで実施でき

る経験をしていた。「（気管カニューレの交換）

耳鼻科が来る時間にしかできないんですよ。

そうなると、耳鼻科の先生方の時間の都合で

換える形になるので、落ち着いてる時間には、

普通やったら処置はミルク前にするんですけ

れども、そういったことを選べない。（E）」- 

5）【心苦しさと葛藤】 

 特定行為の実践は、一般の看護業務を果た

してから行うものというインフォーマルな捉

え方が従来から自分や他者にある。研修や修

了後のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞに時間をもらうことに心苦し

さを感じていた。「ずっと1人で肩身が狭くて、

で、私が 1 日活動日を頂いたりとかすること

で、ナースサイドの人員が 1 人ちょっと減っ

ちゃうわけで、そうなった場合に、やっぱり良

く思わないスタッフとか、みんなの負担が増

えるわけなんで（A）」 

6）【承認】 

特定行為を任せてもらうためには、まず一

般の看護業務で看護師や医師から信頼がある

ことが大前提となることを実感していた。「自

分にとって安心材料になるような、メリット

があるようなことをしてくれる人じゃなかっ

たら、誰がやってほしい、そんなもん（C）」、

「普通の仕事もちゃんとこなして安全にでき

んかったら、当然、特定行為なんか任せてもら

えへんし、むっちゃ頑張った（D）」 

7）【後進育成】 

 特定行為実践のメリットや意義を実感する

経験を経て、次の修了者を育成する必要性や

自分が育成する役割を担っていることを実感
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していた。「今までは他ももっと取るほうがえ

えかな、だから僕みたいなものを育てるって

いうところをメインに考えなあかんかなと思

ったんですけど、そうじゃなくて、今一番ニー

ズがある行為を取ってもらって、それを生か

してもらうようなのが、要るんやなって気付

いた部分が大きいんで。そこら辺をちょっと

出していってる（E）」 

8）【修了者の複数配置】 

 特定行為を実践する過程で、修了者がまだ

少なく勤務によってはケアが継続できず、＜

修了者が複数いることのメリット＞や人的余

裕がなく育成が進まず、＜複数配置の阻害因

子＞として感じていた。「複数配置のメリット

は、相談ができるっていうことがまず 1つ（F）」、

「(阻害要因)人的に少ない、その配置で本当

にできるか考えられてない（C）」 

Ｄ．考察 

 修了者は、研修から修了後の実践のプロセ

スで、自分の領域での特定行為を取り入れた

看護の良さや意義を個々に見出していた。次

に協働する後進の育成へと視点が向けられて

いた。実際に修了者は難易度の高い特定行為

のスキルや判断の修練だけでなく、抽出した

カテゴリーやサブカテゴリーからは、高い調

整能力や看護管理能力も同時に求められてい

る結果であり、組織、看護管理者、指導医の三

位一体の十分な具体的支援、支援する風土が

必要と考える。 

Ｅ．結論 

 修了者が研修前から修了後の特定行為実践

のプロセスでの気づきや経験について知見を

得るため、5名の修了者にインタビュー調査を

行った。結果、17サブカテゴリー、8 カテゴリ

ーを抽出した。 
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（平成 26 年法律第 83 号） 
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_ho

usei.nsf/html/housei/18620140625083.htm 
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000

/000575391.pdf  
永井良三：看護師の特定行為研修の修了者

の活動状況に関する研究- 厚生労働科学特別

研究事業-，2017, 
https://www.mhlw.go.jp/file/06-



45 
 

Seisakujouhou-17 10800000-
Iseikyoku/0000156157.pdf  
日本看護協会：令和 2 年版 看護白書，特

定認定看護師活用のためのマネジメント，ｐ

68-207，日本看護協会出版会，2020． 
Bryant-Lukosius, DiCenso ; A framework 

for the introduction and evaluation of 
advanced practice nursing roles. Journal of 
Advanced Nursing, 2004. 28(5): p. 530-540.  
樋口佳耶， 林千冬：特定行為研修を修了

した看護師が認識する看護実践の変化，日本

看護科学会誌，40 ，645-653，2020. 
村上礼子：へき地医療拠点病院に対する看
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って? メディカ出版, オペナーシング 2020; 
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Ｆ．健康危険情報 
なし 
Ｇ．研究発表 
   〔学会発表〕（計３件） 
➀第 34 回日本手術看護学会年次大会トピ

ックス 
術中麻酔管理特定行為研修制度開始により

手術室看護師に期待すること、北川 裕利、

（2020.11）、日本手術看護学会誌、16（1）、
2020 
②第 34回日本手術看護学会年次大会シン

ポジウムⅠ、特定行為研修制度の中における

周術期医療の未来 麻酔領域における特定看

護師の役割、山下祐貴、北川裕利、今宿康

彦、岩下成人（2020.11）日本手術看護学会

誌、16（1）、p37、2020. 
➂第 24回日本看護管理学会学術集会シン

ポジウム、看護師特定行為研修修了者の活

用、中井智子、抄録集 p315、（2020.8） 
  
〔その他〕（計３件） 
➀千葉大学病院）看護師の特定行為に関す

る WEBシンポジウム、「特定行為研修の実

際、修了後の看護師の活動」北川裕利、吉田

和寛 
②厚生労働省 令和２年度看護師の特定行

為に係る指導育成事業特定行為研修指導者講

習会（実施団体：滋賀医科大学）の実施

（2021.2、同.3、計２回）   
➂第５回滋賀医大特定行為フォーラム開

催、(2020.12)  申込み 426 名 
 
2022 年度 
  〔学会発表〕（計 1件） 
・第 24回日本看護管理学会学術集会、一

般演題、中井智子、山下祐貴、北川裕利、金

城真一ら（2021.8） 
 
［投稿］ 
・山下祐貴、滋賀医科大学大学院における

周麻酔期看護実践実習 気管挿管・抜管を含

めた麻酔管理実習を中心に、手術看護エキス

パート、15（5），ｐ66-71，（2022.1） 
・周術期チームのダイバーシティ、指定研

修機関としての研修への取り組みと周術期看

護師の人材育成、 
中井智子、林まどか、山下祐貴、北川裕

利、手術医学、ｐ5-13、43(1)、（2022.2） 
・研修派遣前から始まる特定行為研修修了

者の育成と活用、中井智子、ナースマネージ

ャー、ｐ12-18、23(12)、日総研、（2022.2） 
 
［その他］（計 3件） 
・厚生労働省 令和３年度看護師の特定行
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為に係る指導育成事業特定行為研修指導者講

習会（実施団体：滋賀医科大学）の実施

（2022.2、同.3、計２回） 参加者計 73 人 
・第 6回滋賀医大特定行為フォーラム開

催、(2022.3) 参加者 543 名 
・第 6回滋賀医科大学特定行為フォーラム 

調査結果と複数配置に向けた取り組み、中井

智子、山下祐貴 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況  
 1. 特許取得 
 なし 
 2. 実用新案登録 
 なし 

 3.その他 
 なし 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況  
 1. 特許取得 
 なし 
 2. 実用新案登録 
 なし 
 3.その他 
 なし 
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Ⅱ. インタビュー調査の図表 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
表 3：研修中及び修了後の部署異動の有無 （⼈） 
 

あり なし 不明 

修了者

（n=32） 

13（41％） 19（59％） 0 

研修履修者

(n=17) 

1（5.9％） 15(88.2％） 1（5.9％） 

 
 

表１：施設特性                         
n=16 
法人団体      医療法人 8（50%） 
社会医療法人 2（12.5%）  
独立行政法人 2（12.5%） 
国立大学法人 1（6.3%） 
公立 3（18.8%）  
特定行為研修指定研修機関   
あり 4（25％） なし 12（75％）  
複数配置（施設内） 
あり 7 （43.8％）なし 9（56.2％） 
   Mean±SD 
病床数  339.8±141.47 
修了者数  2.6±2.68 
看護師数（常

勤） 
 276.6±152.0 

看護師数（非常

勤） 
医師数（常勤） 

 28.5±17.53 
 67.1±59.10 
 86.0±125.69 

表 2：修了者の配置部署 （人）                                         n=32 

ICU（5），看護部長室（4），医療療養型病床・地域包括ケア病床（3）手術部（3），外科（2）， 

救急外来・病棟（2），HCU（1），NICU（1），コロナ CCU 病棟（1）神経内科・脳神経外（1）， 

回復期リハビリ病棟（1），重症心身（1），内視鏡室（1），患者総合支援センター（1），感染対策室（1）， 

皮膚科・耳鼻科病棟（1）. 院内ローテション（1），訪問看護ステーション（1）特定行為研修センター（1） 

表 4 特定行為に関する委員会（会議体等）、及び修了者の複数配置の有無でみた実践の比較 
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A）修了者の活用方針を検討する 

委員会（会議体等） 
B）施設内で修了者を複数配置 

活
用
モ
デ
ル 

  

ｎ 

  

  

Median 

U 統計

量 
ｐ  

Median 

U 統計

量 
ｐ  

  

  

  あり なし あり なし 

施設数 
10 

62.5％ 

6 

37.5％ 

7 

43.8% 

9 

56.1% 

構造 病床数 16 333.5 320 23.5 P＝0.48   419 313 15 P＝0.08   

活用 100 床当たりの施設内修了者数  16 0.715 0.415 20.5 p＝0.302   ― ― ― ―   

活用 
ツール（業務マニュアルや規程）や取り決めの

数（個） 
89 3.5 2 578.5 p=0.02 * 4 2 627 p=0.044 * 

活用 1 ヶ月間の特定行為の実施回数（回） 31 10 2 46 p=0.071   9 5.5 89.5 p=0.91   

活用 修了者の特定行為実践は（内容・質）十分か 70 3 2 418 p=0.087   3 2 392.5 p=0.042 * 

活用 
修了者が特定行為研修前に目指した特定行為を

活かした看護ケアが，実現できている 
70 3 2 421 p=0.092   3 2 444.5 p=0.165   

最適

化 

病院や看護部は，修了者（研修履修者）の活用

計画が実現できるように支援している 
89 3 2 641 p=0.066   3 2 585.5 p=0.013 * 

構想 
組織（病院・看護部）の特定行為に関する目標

設定がある 
32 1 1 62.5 p=0.211   1 2 92.5 p=0.867   

構想 
特定行為，修了者の活用の組織（病院・看護

部）のビジョンは明確である 
73 3 3 420 p=0.315   3 3 476.5 p=0.631   

構想 
組織は，研修履修者にどのような特定行為実践

を行ってほしいか説明できた 
89 2.5 3 816.5 p=0.849   3 2 673 p=0.095   

構造 医師の働き方改革に協力していきたい 88 2 2 744.5 p=0.547   2 2 803 p=0.842   

活用 修了者の特定行為実践は（時間・回数）十分か 70 3 3 498.5 p=0.495   3 2.5 397 p=0.048 * 

活用 1 ヶ月間の特定行為の実施回数 相談（回） 32 0 2 85.5 p=0.914   0 3 63.5 p=0.095   

活用 
組織（病院・看護部）は，修了者の活用に積極

的である 
73 2 3 443.5 p=0.484   3 2 442 p=0.344   

評価 院内に修了者が２人以上いる複数配置メリット 52 2 2.5 141.5 p=0.326   2 2 25 p=0.941   

最適

化 

目指す特定行為実践と修了者活用は，組織（病

院）と一致している 
87 2 3 744 p=0.762   3 2 705.5 p=0.399   

＊ｐ＜.05 **ｐ＜.01 Mann-Whitney U test 

※質問項⽬の回答：1. かなりそう思う、2.まあそう思う、3.どちらともいえない、4.あまりそう思わない、5.全くそう思わない 
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図１：研修履修者及び修了者の特定⾏為研修の受講動機 
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図 2：修了者の取得した特定⾏為区分 
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 図 3：修了者 1 ⼈あたりの実施した特定⾏為の実施及び相談の回数（2021.12：1 ヵ⽉間） 
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図 4：施設が保有する修了者や特定⾏為活⽤に関するツール、規程等と内容項⽬ 
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図 5：修了者の複数配置への促進要因 
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修了者の活動モデルを見て刺激を受けた

スタッフの支援

特定行為の手順書、マニュアル、委員会などの基盤整備が進んだ…

勤務形態が合っている

医師の働き方改革の機運

活用したい部署・診療科の要望

病院の将来ビジョン実現のために育成・活用する機運

インセンティブ

上司の積極的な勧め

病院長の積極的な勧め

医師、診療科の活用が促進した

特定行為研修受講を志願するスタッフが複数いた

看護師の負担が軽減した

医師の負担が軽減した

特定行為活用の成果があった

診療報酬で算定された

医療安全により貢献できる

よりチーム医療が推進されるから

患者満足度や信頼が高くなったから

急変や病状悪化に防止に繋がるから

患者のケアが改善したから

n=71

人

［複数回答］
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図 6：修了者の複数配置への阻害要因 
 
 
Ⅱ. インタビュー調査の図表 
 
表 7．対象者 

 A B C D E 
性別 ⼥ 男 ⼥ ⼥ 男 
年齢 30 歳代 30歳代 50 歳代 30 歳代 30 歳代 
領域 ⼿術看護 在宅看護 創傷管理 ⼿術看護 集中治療 
インタビュー
時間 

73 分 90 分 74 分 67 分 72 分 
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表 8．修了者の特定⾏為実践や複数配置に⾄るプロセスでの気づきと経験 
カテゴリー サブカテゴリー コード 

1.研修受講動機 上司の勧めとナッジ 上司から特定⾏為研修履修を勧められる  
良きロールモデルの存
在 

特定⾏為は、看護の中で活かせることを理解する 
私がやりたい看護と⼀致している           
⾃⾝が⽬指す修了者のロールモデルを模索する 

2.取り巻く環境の
確認 

ステークスホルダーの
探求 

看護師の特定⾏為の実施には、賛成派と反対派が
あることを認識する 
⾝近な看護管理者をキーマンとして捉える 

 先駆者の修了者の存在 活動⽀援する体制（部⾨）や相談先が明確である 

.活動基盤の整備 活⽤ニーズの掘り起こ
し  

⾃分から積極的にニーズを探す 
看護師個⼈のニーズと組織の活⽤ニーズの⼀致が
重要である  

修了者の活動計画 

 
周知活動 

孤独であっても試⾏錯誤でやるしかない 

活動⽇とフィールドを決めて施計画を⽴案する 
医局会・部署ミーティングで活動計画のプレゼン
テーションを⾏い、協⼒を得る 

 実装のコツを掴む 特定⾏為を拡⼤して活⽤シーンを描くことができ
る 
所属部署の看護業務上で使える特定⾏為を活⽤す
る 

4.特定⾏為実践の 
反応を掴む 

看護が特定⾏為を⾏う
意義 

より患者⽬線で必要なケアが提供できる 
患者のベストタイミングを⾒計らい、特定⾏為が
実施できる 
医師より看護師が特定⾏為を⾏った⽅が良いケー
ズがある 

 ケアの変化 特定⾏為を実施しない(何も介⼊せずに済んだ)こ
との結果に意味があることを認識する 
患者のゴール⽬標を重視した介⼊を⾏う 
点：「医⾏為をする」から線：プロセスへ視点が
変化する 

5.⼼苦しさと葛藤 看護師の仕事のやり⽅ 
職場のスタッフへの遠
慮 

⾃他ともに通常の看護業務を果たしてからの特定
⾏為と認識している 
実習や実践活動⽇は⼀般看護業務から外れ、周囲
に業務負担をかけていると引け⽬を感じる 

6.承認 信頼の獲得 特定⾏為を任せてもらえるよう仕事で信頼を得る
よう努める 
周囲に負担をかける存在から助ける存在に転換す
る 

7.後進育成 特定⾏為の技と価
値の伝授 
 
チーム医療での特定⾏
為の意義の伝授 

後進を育てることは修了者の役割と認識している 

看護師に特定⾏為でできる範囲を説明し、関⼼が
深まるよう働きかける 
意図的にスッタフをケアに巻き込む 
同じ医療チームで⼒を合わせて成功事例の経験を
踏ませる 

8.修了者の複数配
置 

修了者が複数いること
のﾒﾘｯﾄ 

修了者の複数でコンサルテーションができること
を強みと捉える 
勤務で⾃分がいないときに補完できる 

 複数配置の阻害
因⼦ 

好ましくない修了者モデルの影響を受ける。 
研修派遣に⼈的余裕がない 
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Ⅱ. 分担研究報告書 研究 2-2 

 

厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

 

特定⾏為研修修了者の複数配置に関する実態把握及び有効活⽤に影響する要因に関する研究 
 

研究分担者 藤谷 茂樹（公益社団法人地域医療振興協会 NP・NDC研修センター長） 

研究協力者 鈴木 靖子（公益社団法人地域医療振興協会 NP・NDC研修センター） 

 

 研究要旨 

 特定行為研修修了者を複数配置することが診療報酬で評価されることになったが、修了者を上

手く活用できている組織とそうでない組織があり、複数配置に至らない現状がある。先行研究で

修了者の活用については、周知活動や体制づくり、活用ビジョンの必要性が示されているが、複

数の修了者を活用することに焦点を当てた研究は行われていない。実践例から影響要因や課題を

明確にすることを目的として、複数人の育成・配置をしている A 法人において、修了者や管理者

に対しインタビューを実施した。修了者の活用効果は高く、更なる効果や修了者の負担軽減のた

めにも複数配置は必要であり、24時間配置することにも意義があることが語られた。周知と課題

への対策を組織全体で取り組むことが推進の大きな力となる。また活動モデルの提示も成功のヒ

ントとなる。今回の研究結果を基に、活動モデルの提示を含め、複数の修了者を活用するための

ガイドを作成、提言したい。 

 

A. 研究目的 
法人全体としても一施設としても複数人の

育成・配置をしている A 法人において、特定

行為研修修了者（以下、修了者）を複数配置

し活用している実践例から、影響要因（促進

要因・阻害要因）や課題を明確にする。 
 
B. 研究方法 
1．研究デザイン 半構造化面接法及び内容

分析を用いた質的研究 
2．研究協力者の選定基準 
 A 法人の指定研究機関で研修を受けている

研修生、法人内施設および複数の修了者が配

置されている法人外施設の同研修プログラム

を修了した修了者、修了者および研修生の所

属施設の施設管理者および看護管理者で、本

研究への協力に同意を得られたもの 
3．データ収集方法 
 対象となる施設管理者 17 名、看護管理者

19 名、研修生 5 名および修了者 30 名に研究

目的・方法を説明し、依頼、同意を得られた

施設の対象者に、インタビューガイドを用い

て対面もしくはリモートで 1 対 1 のインタビ

ューを実施した。 
 インタビューの録音データから逐語録を作

成し、これをデータとした。 
4．インタビュー内容 

5）分析方法 
 逐語録を熟読し、意味内容を損なわないよ

うにコードを作成した。このコード（→以下
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結果の見出しをここに列挙し、）ごとに分類

し、この分類の内容を意味が同じものをまと

めカテゴリーを作成し、その件数を数え、カ

テゴリーごとに件数の割合を算出した。 
 
（倫理的配慮） 
 研究対象者へ、研究の背景、目的と意義、

方法、協力に関する利益と不利益、同意の撤

回、情報の取り扱いについて説明し、研究同

意書に署名してもらった。 
 法人内の倫理審査委員会で承認を得た。

（承認番号 20200817-01） 
 
C. 結果 
 インタビュー結果から抽出したキーワード

を以下 21 のカテゴリーに分類した。 
 
1．特定行為研修修了者の呼称の違いに対す

る見解（表 1） 
特定行為研修修了者については決められた

ものはなく、様々な呼称がある。一般的には

特定行為研修の区分を１つでも修了した看護

師のことを特定看護師と呼んでいるが、一般

社団法人日本NP協議会では日本国内の大学

大学院修士課程 NP養成コース修了者を対象

に資格認定をおこない、その資格取得者を診

療看護師（以下 NP）と呼んでいる。また、

A 法人では、法人内の指定研修機関で全区分

修了した者を「全区分修了者」としている。

NP と全区分修了者の違いについては、NP
と全区分修了者の違いについては、看護管理

者・修了者・研修生では「業務内容」「教

育・制度」が、施設管理者は「教育・制度」

「違いなし」が上位であった。「活動場所」

については、研修生において違うという認識

の割合が高かった。 
NP については「大学院」「研究に強い」な

ど教育背景の違いとともに、「医師に近い」

など業務内容の違いが挙げられた。活動は

「全区分修了者と同じ」とする一方で「NP

の方が全区分修了者より立場が上に見られて

いる」との意見もあった。全区分修了者につ

いては、教育の違いとして「施設で研修を受

講する」こと、業務内容としては「活動やで

きることはNP と同じ」とともに「看護師と

して診療の補助を行う」との回答があった。

全区分修了者のみ「地域支援」「へき地医

療」など、活動場所について回答が複数あっ

た。区分のみ修了している特定看護師につい

ては、認定看護師制度の再構築により認定看

護師の修了割合が高いことから、教育が「認

定看護師が基盤」、業務内容は「認定看護師

の専門分野に特化している、業務範囲が限定

的」との回答があった。NP および全区分修

了者では「臨床推論」の重要性を訴える声が

多く、「全人的に患者を診る」ことが特定の

区分のみを修了している特定看護師との違い

であるとの回答があった。 
 
2. 全区分修了者の育成目的（表 2） 
 全区分修了者の育成目的については、施設

管理者・看護管理者ともに「患者対応」と

「看護師のキャリア」が上位となった。看護

管理者では特に「患者対応」が半数を占めて

いた。施設管理者では「医療安全の向上」が

多く挙げられた。 
 患者対応の内容は「タイムリーな患者対応

ができる、異常の早期発見、重症化の予防」

などであった。教育効果として、研修を受講

したことによる「スキル」や「モチベーショ

ン」の向上が挙げられた。また「往診」「在

宅」「へき地医療」での活躍を望む声も複数

回答あった。 
 
3. 研修受講を阻む要因（表 3） 
研修を阻む要因については、施設管理者・

看護管理者ともに「人手不足」が上位となっ

た。また、施設管理者・看護管理者ともに

「希望者がいない」との回答が多くみられ

た。両者を比較すると、看護管理者では「適



58 
 

切な人材がいない」、施設管理者では「家庭

の事情」との回答が多かった。 
 人手不足になるのは「追加の人員確保が困

難」であるとのことであった。「活用方法」

「他の看護師との線引きが難しい」といった

管理の問題、「他部署への人材流出」といっ

た配属の問題も挙げられている。家庭の事情

として、本人の受講希望の有無に関わらず

「家を長期間空けられない」ことや「ライフ

ステージ」とする回答もあった。 
 
4. 看護管理者が認識しているキーパーソンと

キーパーソンへの期待（表 4-1, 4-2） 
 キーパーソンの存在は、「看護師」と「医

師」がほぼ同数となった。また、「組織」に

はスタッフや組織体制などが含まれている。

キーパーソンへの期待については、「理解・

受講支援」が約 4割という結果であり、医師

の理解と看護師の理解の両方が期待されてい

る。 
 医師に対しては「看護師（の指導者）では

教えられないこと」の指導内容に言及する回

答や、「医師との連携構築」の要望が見受け

られた。看護師に対しては、研修の「全体調

整」や「見守り」といった受講体制の整備を

望む回答があった。 
 
5. 必要とする支援（表 5） 
 必要とする支援については、施設管理者で

は「経済的支援」と「学習環境の整備」が上

位となり、看護管理者でも「学習環境の整

備」が最も多く挙げられた。「心身のサポー

ト」は看護管理者では上位であるが、施設管

理者においては中間となっている。 
 学習環境の整備とは、「時間」と「場所」

の確保を指す回答であった。施設管理者のな

かには「近隣で研修できる施設を増やした

い」と述べるケースもあった。情報収集とし

て、本人の「受講希望」や「意向」、「適性」

のある人材を把握することを挙げたのは、い

ずれも看護管理者であった。理解や受講を促

進するために「新人へのアピール」をしてい

ると回答する看護管理者もいた。 
 
6. 志望動機（表 6） 
 全区分修了者を志望した動機については、

修了者・研修生ともに「患者対応」または

「看護師のキャリア」が上位となった。「患

者対応」では、患者の一番近くにいながら対

応できないジレンマが動機に繋がっているこ

とが多かった。 
タスクシフト/シェアに関しては「医師の」

負担軽減だけでなく、「看護師の」負担軽減

を挙げる回答もあった。教育の一環として

「施設の要望」で受講したケースもあった。

キーワードとして「在宅」「往診」「地域」

「プライマリーケア」が挙げられた。 
 
7. 理解者・支援者（表 7-1, 7-2） 
 理解者または支援者として挙げられたの

は、修了者では施設全体や関係機関を示す

「組織」、研修生では「医師」が最も多かっ

た。支援の内容については、修了者・研修生

ともに学習時間の確保や活動への理解などの

「理解・受講支援」が最多となった。 
 一方で「理解者がいない」「深くは理解さ

れていない」「共有できない思いがある」と

の回答もあった。職種や個人によって「それ

ぞれの見方」がある、「上司や管理者が変わ

ると理解が変わる」との意見も見られた。 
 
8. やりがい（表 8） 
 修了者に聞いたやりがいは、約 8割が「患

者対応」と回答した。具体的には「患者やス

タッフからの感謝の言葉や相談の増加」を意

味する回答が多数あった。患者対応の際に

「臨床推論が活きた」という趣旨の回答も複

数見られた。また、医師ではなく生活に寄り

そえる「看護師として」の強みを挙げる回答

も複数あった。 
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9. 不満（表 9） 
 修了者に聞いた不満で最も多かったのは

「業務内容」、次が「給与・待遇」であっ

た。業務内容としては「患者の情報をもらえ

ない」と不足がある一方で、反対に「全区分

修了者の活動範囲にないことを求められる」

と過剰になるケースもあった。「周知が進ま

ない」「人によって理解の程度が違う」との

意見もあった。給与や待遇については、「夜

勤や時間外勤務が減ったことによる手当の減

少」を訴える声が多く、「手当が減って責任

が重くなった」との回答もあった。 
 
10. 全区分修了者同士の連携（表 10） 
 複数配置されている全区分修了者同士で連

携がとれているか、という質問に対しては、

およそ 67%が「連携できている」と答えた。 
院内に 1 人しかいない場合でも、「院外の

全区分修了者との交流がある」ケースがあっ

た。連携できていても「役割分担している」

からこそ「自分の業務の代わりはできない」

との回答もあった。 
 
11. 施設内以外の仲間の必要性（表 11） 
 全区分修了者の仲間の必要性に対して「不

要」と回答したものはいなかった。どのよう

なことで仲間が必要と感じるかは、修了者は

業務に関する「活動のフォローアップ」が中

心となり、研修生は「心身のサポート」と

「活動のフォローアップ」に分かれた。 
 活動のフォローアップの内容としては「多

重課題への対応」「休暇時の補完」が挙げら

れた。 
 
12. 全区分修了者の複数配置により可能にな

ること（表 12） 
 全区分修了者の複数配置によって可能にな

ることについては、修了者の約 34.1%が「患

者対応」と回答したのに対し、研修生は「看

護師のキャリア」「タスクシフト/タスクシェ
ア」「医療安全の向上」「理解の促進」が同率

となった。 
 患者対応では「在宅」「高齢者施設」「へき

地」「地域」などがキーワードに挙がった。 
 
13. 全区分修了者活用によるメリット（表

13） 
 全区分修了者活用によるメリットについて

は、施設管理者・看護管理者ともに「医療安

全の向上」「患者対応」「タスクシフト/シェ
ア」が上位となった。 
 患者対応として挙がったのは「へき地」

「在宅」「訪問」などであった。タスクシフ

ト/シェアについては、「医師不足の改善」の

ほか、「医師が医師にしかできない業務に従

事できる」とする意見もあった。施設管理

者・看護管理者の両者において「臨床推論」

を学ぶ意義に触れた回答が見られた。 
 
14. 全区分修了者活用によるデメリット（表

14） 
 全区分修了者活用によるデメリットについ

ては、施設管理者・看護管理者ともに「管理

や配属」「人手不足」との回答が多かった。

デメリットが「なし」との回答は、施設管理

者では約 14%、看護管理者では約 26%であっ

た。看護管理者の場合は、そもそも「希望

者」や「適切な人材」がいないとする回答も

あった。 
 人手不足については、「人員が欠ける」「夜

勤や人員配置基準に組み込めない」との回答

が見られた。勤怠管理の問題として「時間外

勤務の増加」を心配する声もあった。診療報

酬については「反映がない、少ない」との意

見も複数見られた。また、全区分修了者と一

般看護師の間に格差が生まれることも懸念材

料として挙げられた。 
 
15. 全区分修了者の複数配置によるメリット
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（表 15） 
 全区分修了者を複数配置するメリットにつ

いて、施設管理者で最も多い回答は「全区分

修了者同士の相談・連携」、次いで「タスク

シフト/シェア」となった。看護管理者も最多

は同じく「全区分修了者同士の相談・連携」

だが、次いで「医療安全の向上」が多かっ

た。修了者と研修生では「患者対応」が最も

多く、次いで「全区分修了者同士の相談・連

携」が多かった。 
 タスクシフト/シェアについては「医師の負

担軽減」「医師にしかできない業務に従事で

きる」と医師に対するメリットだけでなく、

「全区分修了者にしかできない業務に従事で

きる」「他全区分修了者の負担軽減」や「休

暇時の補完」など看護師（修了者）のメリッ

トも含まれた。加えて「教育体制の構築」に

つながるとの意見や、全区分修了者同士での

「役割分担」も挙げられている。理解の促進

として、取得者が増えれば「認知度が広が

る」との回答もあった。患者対応や配置場所

のキーワードとして「訪問」「在宅」「地域」

「山間部」などが挙げられた。 
 
16. 全区分修了者の複数配置によるデメリッ

ト（表 16） 
 全区分修了者の複数配置によるデメリット

については、施設管理者と看護管理者では

「全区分修了者同士の対立や不調和」が最も

多く、修了者や研修生においても 2 番目の高

さであった。修了者の最多は「人手不足」、

研修生の最多は「管理や配属」であった。デ

メリット「なし」の割合は、施設管理者・看

護管理者・修了者は各々18%を超えていた。 
 比較対象がいることで「比べられる」「お

願いできる人に依頼が偏る」といった心配を

する声は、看護管理者にも修了者にもある。

研修生は、管理や配属に関して「看護部なの

か診療部なのか」「希望する診療科に配属さ

れないかも」といった不安を訴えているケー

スが多い。施設管理者に多い経済的負担とし

ては「人件費がかかる」ことが挙げられた。

反面、看護管理者や本人は「夜勤分の給与が

減る」「業務の負担が増える」ことに危機感

を抱いている回答が目立った。 
 
17. 全区分修了者の働き方の変化（表 17） 
 全区分修了者の働き方の変化については、

「業務内容」が変わったと捉えている回答が

最も多かった。 
 配属先は「看護部に所属」する場合と「看

護部以外に所属」する場合があった。配属先

が看護部以外に所属するケースでは「最初の

頃は医師に付いて研修したが今は独立して活

動するようになった」「横断的に活動するよ

うになった」などの前向きな回答がそれぞれ

複数あった反面、「職場が変わって理解者が

減った」とするマイナスな変化もあった。ま

た、意識として「自分で考えて行動しなけれ

ばいけない」という趣旨の回答も見られた。 
 
18. 全区分修了者にとって重要なこと（表

18-1, 18-2） 
 全区分修了者にとって重要なことについ

て、施設管理者は「理解促進」が半数以上を

占めた。看護管理者も「理解促進」「意識」

の順となった。修了者は「意識」が半数以上

を占め、次に「理解促進」が多かった。研修

生も「意識」が半数以上を占め、次いで「患

者対応」の順となった。 
 施設管理者では「医師や他職種の理解と協

力」「看護師の理解と協力」のほか「患者や

家族の理解」が重要との回答があった。ほか

に「在宅や地方に必要」「臨床推論が重要」

との意見もあった。看護管理者では「幹部や

職員の理解」「患者の理解」「活動しやすい環

境」の重要性が挙げられた。一方で「看護

観」「謙虚さ（特権意識を持ってほしくな

い）」など、看護師としての自覚を促す回答

も多く見られた。修了者でも「看護師の理
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解」のほか「看護の心」、同様に看護師とし

ての自覚を自身に課している様子が見られ

た。研修生も「看護師であることを忘れな

い」「患者の生活など全体を見る」という看

護師の視点を重視した回答が多かった。 
 
19. 全区分修了者の生涯教育（表 19） 
 全区分修了者の生涯教育については、修了

者・研修生ともに「環境（現場での指導、フ

ォローアップ研修の実施、セミナーや交流会

の開催）」よりも「個人（自己研鑽、フォロ

ーアップ研修への参加、セミナーや交流会へ

の参加）」を重要とする回答が多かった。 
 希望する内容としては「エコー（超音

波）」「臨床推論」などの医学的知識から、法

律や経営など「地域」や「訪問」で必要なも

のを学びたいとする意見もあった。反面

「（参加できる）交流会や勉強会がない」こ

とを嘆く声もあった。 
 
20. 全区分修了者の必要人数（表 20） 
 全区分修了者の必要人数について回答で最

も多かったのは「各病棟に 1 名」であった。

「その他」については具体的な人数はないが

「24時間配置」とのことだった。 
 複数名は不要という回答はなかった。ただ

し「患者層を考えれば 1 名でいいが、仲間は

必要だと思う」との意見はあった。 
 
21. 全区分修了者の今後について（表 21-1, 
21-2） 
 今後の全区分修了者について考えているこ

とについては、以下の表のとおり。「阻害要

因」とは受講や活動を阻害するもの、「期待

される活動」とは特定行為研修修了者に期待

される業務や能力、「整えるべき環境」とは

受講や活動を促進するために取り組もうとし

ていることを指す。 
 今後の全区分修了者については、施設管理

者では、ほぼ活動への期待と阻害要因に分か

れた。看護管理者は、半数以上が阻害要因を

感じており、環境の改善の必要性を感じてい

ることが示唆された。修了者も、活動への期

待や環境に比べて、阻害要因をやや強めに感

じている。研修生は 78%近くが阻害要因を感

じていた。研修生の阻害要因の一位は「資格

の曖昧さ」であり、本制度は資格ではなく研

修制度であることから、社会的地位が確立さ

れていない、資格として担保されない初学者

であるが故の自信のなさの表れであると考え

る。 
また「７．理解者・支援者」の結果と合わ

せて考えても、ひとつ目の表で理解者は「組

織」と回答した割合が、修了者 62%に対し研

修生は 27%であり、ふたつ目の表の支援内容

で「連絡・調整」や「相談・心身のサポー

ト」は修了者が 15～18%なのに対し、研修生

は 0%である。「１１．施設内外の仲間の必要

性」で修了者の 70%が「活動のフォロー」と

回答しているが、研修生は「心身のサポー

ト」が 50%であることから、「組織全体で受

講をサポートする環境が整っていない」こと

が阻害要因のひとつとして考えられる。 
 
なお、回答者の感想として、これまでの活

動に対して次のような評価があった。 
・医師に代わり体調変化への対応やカルテの

記載、看護師への指示をしてもらって役立っ

ている。 
・医師と連携し患者さんのためになる仕事を

行ってきている。 
・患者・家族からは高評価。 
・特定行為研修修了者が増えていくと患者の

ためになると思う。 
・制度ができてくれてよかった。 
・資格取得だけを目的としている人もいる。 
 
D. 考察 
全区分修了者の複数配置については、医療

の質の向上のほか、看護師の働き方やタスク
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シフト/タスクシェアの面からも希望が多い。

今後全区分修了者の複数配属を推進していく

ために、影響要因（促進要因と阻害要因）に

ついて考察する。 
全区分修了者の育成目的や研修生の志望動

機などは、全区分修了者活用の方向性を定め

る上で重要な促進要因である。育成目的につ

いては、施設管理者、看護管理者ともに全区分

修了者がタイムリーに患者に対応できるとい

う特性を通して、他職種との連携やタスクシ

フト/シェアを行い、長期的には看護師のキャ

リアや医療安全の向上、医療経済効果を達成

する考えで一致している。施設管理者が看護

管理者よりもタスクシフト/シェア、医療安全

の向上の割合が高いのは、2024 年の働き方改

革関連法の施行へ向けた医師の時間外労働規

制への全区分修了者に対する期待の表れであ

ると考える。研修生、修了者の全区分修了者志

望動機については、「患者対応」「看護師のキャ

リアデザイン」の割合が高く、全区分修了者養

成目的の看護管理者と同様の傾向にある。こ

のことより、全区分修了者の研修生、修了者の

志望動機が看護管理者の影響を強く受けてい

ることが示唆される。そのため、看護管理者が

支援として「理解の促進」「学習環境の整備」

「経済的支援」だけではなく「心身のサポート」

まで言及していることについては、特に修了

者の望む「相談・心身のサポート」と一致して

おり、促進因子と捉えることができる。しかし、

やりがいがある反面、活動に対する不満もあ

る。患者対応に対しては「患者に適切な処置が

できた」「患者からの感謝の言葉が嬉しかった」

というように感謝の言葉などが精神的な充実

感や、やりがいにつながり促進因子となって

いる。しかし、全区分修了者として業務内容の

変化に伴い、勤務時間や配属先・人間関係が変

わるなど働き方の変化が、「夜勤が減って給与

が減った」「看護部から離れて看護要員に換算

されなくなった」などの不満につながり阻害

因子となっている。 

全区分修了者の活用によるメリットは、全

区分修了者がよりタイムリーに患者対応がで

きることにより、患者満足度や QOL が向上

し、同時に医師の負担を軽減することであ

る。これにより看護師のモチベーションがさ

らに向上し、全区分修了者自身のスキルアッ

プや他の看護師の教育への相乗効果も期待で

きる。資格への理解が深まれば取得者も増

え、タスクシフト/タスクシェアも促進され

る。連携が図れるようになれば、さらなる医

療の質向上が期待でき、施設に経済効果をも

たらす。また施設管理者、看護管理者からの

「在宅診療、訪問看護、へき地医療、地域医

療での活躍」への期待がある一方、全区分修

了者自身も医療や看護という変化の激しい世

界において、常にアップデートしていこうと

いう姿勢や「訪問看護に出たい」「地域医療

に貢献したい」など活動目標に合わせて学習

する姿勢が明確化される傾向にあることは促

進因子となる。これは、医師不足や医師の働

き方改革が叫ばれ、高齢化や過疎化による医

療の偏在化が進むこれからの社会において、

看護師の重要性を示したものと言える。また

医学的知識を持ち臨床推論を活用することで

「医師と看護師の両方の視点を持てる」こ

と、患者の生活を含めたケアができるという

「看護師ならではの強み」も全区分修了者の

メリットとなる。管理者側には、看護師とし

ての矜持を失う心配もあるが、修了者、研修

生ともに「謙虚さを忘れない」との回答が多

く見られ、大きな阻害要因ではないと考えら

れる。 
全区分修了者複数配置によるメリットにつ

いては、通常のメリットに加え、全区分修了

者同士が協力や役割分担をすることによって

「多重課題への対応」などのメリットが増え

る。認知度が上がることで看護師のキャリア

アップに関する知識や意識が広まり、教育的

効果も期待されている。 
それに対して全区分修了者活用によるデメ
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リット（阻害要因）は、「人手不足」が最も

大きい。研修中の人手不足以外に、修了後に

配属先が変わることによって看護要員が減少

する。また、適切な人材や希望者がいないこ

とは、個人のライフサイクルにも大きく影響

される。看護師になって数年は「経験不足」

で研修受講の対象にならず、数年経つと結婚

や出産の時期と重なり「ライフステージ」か

ら本人が手を挙げられなくなり、子育てが終

わったころには「年齢」が課題となる。それ

に対しては、受講や活動をしやすい状況をつ

くる「環境の整備」と、個々の研修生や修了

者への声かけや指導など「人的サポート」の

2 つが重要である。時系列で分ければ、「受講

の開始まで」に理解の促進や情報収集を、

「研修中」は学習環境の整備や人員の確保

を、「修了後」には配属先の配慮や活動のフ

ォローが望まれている。 
活用デメリットの結果には、制度上のジレ

ンマが見受けられる。例えば在宅における注

射は、医師が実施する行為には手技料が加算

されるが、看護師の場合は薬剤料のみの算定

となる等、看護部所属であると診療報酬への

反映に繋がりにくいことが考えられ、診療部

所属であると看護要員に組み込めない、すな

わち入院基本料のための 7 対 1、10 対 1 の人

員確保が難しくなる。ただでさえ看護職員が

不足している地方や僻地では、看護部所属で

あることにより入院基本料にしばられ、結果

として思うような活動ができなくなる可能性

があるというのが現状と思われる。経済効果

が少なければ、本人に十分な待遇ができずに

経済負担や残業を強いることになる可能性も

ある。そうなれば、適切な人材でも受講を希

望しなくなることも考えられる。資金がなけ

れば新たな看護要員を雇用することを難しく

し、人手不足の解決には繋がらない。複数配

置の場合は、全区分修了者同士で能力差や軋

轢が生まれることを懸念する声が多かった。

診療報酬など収益が増えずに受講者だけが増

えれば、人件費という施設の経済的負担とい

うデメリットはさらに大きくなると言える。  
今後、受講しやすい環境が整い、診療報酬へ

の十分な加算が行われ、特定行為研修修了者

が増えれば「医療の質」が向上すると考えら

れる。 
 
E. 結論 
 特定行為研修修了者を複数配置することへ

の阻害要因として多く挙がったのは「人手不

足」「理解不足」「経済的負担」「受講者の問

題」であった。具体的に、人手不足には「受

講中の人員補充がない」「終了後は看護人員

から外れる」など、理解不足とは「医師や他

職種が特定行為研修について理解していな

い」「他の看護師の協力が得られない」「患者

や家族に周知されていない」など、経済的負

担には「受講料の施設負担」「受講料の個人

負担」「勤務形態の変化による給与の減少」

「診療報酬の加算が少ない」など、受講者の

問題とは「管理者が受講してほしい人と本人

の希望のミスマッチ」「個人のライフサイク

ルが受講可能なタイミングと合わない」など

である。 
 促進要因としては、修了者本人のやりがい

が大きい。「患者に適切な処置ができた」「患

者からの感謝の言葉が嬉しかった」との声も

多く聞かれた。また、修了者としての業務や

能力への期待も挙げられる。「タイムリーな

患者対応」が可能になる、「医師との橋渡

し」という役割が担える、など現在の活躍も

報告された。修了者としての活動が可能とな

り、修了者本人の職務満足および納得を得る

ことは、大きな促進要因となる。そのための

周知を含めた環境整備が重要と言える。「在

宅診療、訪問看護、へき地医療、地域医療で

の活躍」を期待する声も多く挙がった。これ

は、医師不足や医師の働き方改革が叫ばれ、

高齢化や過疎化が進むこれからの社会におい

て、看護師の重要性を示したものと言えよ



64 
 

う。医学的知識を持ち臨床推論を活用するこ

とで「医師と看護師の両方の視点を持てる」

こと、患者の生活を含めたケアができるとい

う「看護師ならではの強み」も特定行為研修

修了者ならではの長所である。現場における

関係者が、修了者の活動による効果や成果を

感じられることが最大の促進要因となる。 
 今後は、これらの結果を基に修了者の複数

配置と活用のモデルを作成し、多くの施設に

参考にしてもらいたい。 
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表 1 特定行為研修修了者の呼称の違いに対する見解 
（施設管理者：22件、看護管理者：35件、修了者：38件、研修生：14件） 

  業務内容 教育・制度 責任・立場 活動場所 
本人の 

意識 
違いなし 不明 

施設管理者 19.0% 42.9% 0.0% 0.0% 4.8% 23.8% 9.5% 

看護管理者 48.6% 37.1% 2.9% 5.7% 0.0% 5.7% 0.0% 

修了者 31.6% 52.6% 0.0% 5.3% 0.0% 10.5% 0.0% 

研修生 35.7% 35.7% 0.0% 21.4% 0.0% 7.1% 0.0% 

 
表 2 全区分修了者の育成目的 
（施設管理者：25件、看護管理者：29件） 

  患者対応 
看 護 師 の

キャリア 

タスクシフ

ト/シェア 

他職種と

の連携 

医療安全

の向上 
経済効果 

理解の 

促進 

施設管理者 32.0% 24.0% 20.0% 4.0% 16.0% 4.0% 0.0% 

看護管理者 48.3% 24.1% 10.3% 3.4% 6.9% 3.4% 3.4% 

 
表 3 研修受講を阻む要因 
（施設管理者：37件、看護管理者：44件） 

  

理解・

認知不

足 

人手 

不足 

管理や

配属 

経済的

負担 

適切な

人材が

いない 

希望者

がいな

い 

家庭の

事情 

必要性

がない 
なし 

施設管理者 10.8% 24.3% 5.4% 10.8% 10.8% 16.2% 16.2% 0.0% 5.4% 

看護管理者 4.5% 27.3% 6.8% 11.4% 20.5% 15.9% 6.8% 2.3% 4.5% 

 
表 4-1 看護管理者が認識しているキーパーソンとキーパーソンへの期待 
（看護管理者：36件） 

相手 医師 看護師 組織 

看護管理者 44.4% 50.0% 5.6% 

 
表 4-2 
（看護管理者：36件） 

内容 
理解 

・受講支援 
指導 連絡・調整 

相談・心身の 

サポート 
その他 

看護管理者 38.9% 16.7% 22.2% 19.4% 2.8% 

 
表 5 必要とする支援 
（施設管理者：42件、看護管理者：57件） 

  
理解 

促進 

情報 

収集 

指導者

の確保 

学習 

環境の 

整備 

経済的

支援 

人員の 

増強 

配属先

の配慮 

心身の

サポー

ト 

活動の 

フォロ

ー 

その他 

施設管理者 11.9% 0.0% 0.0% 21.4% 35.7% 9.5% 4.8% 7.1% 4.8% 4.8% 

看護管理者 14.0% 7.0% 1.8% 26.3% 19.3% 0.0% 3.5% 19.3% 7.0% 1.8% 
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表 6 志望動機 
（修了者：34件、研修生：9件） 

  患者対応 
看護師のキャリ

ア 

タスクシフト/シェ

ア 
他職種との連携 その他 

修了者 50.0% 32.4% 2.9% 8.8% 5.9% 

研修生 22.2% 66.7% 11.1% 0.0% 0.0% 

 
表 7-1 理解者・支援者 
（修了者：45件、研修生：12件） 

職種 医師 看護師 組織 いない 

修了者 15.6% 15.6% 62.2% 6.7% 

研修生 36.4% 27.3% 27.3% 9.1% 

 
表 7-2 
（修了者：45件、研修生：12件） 

内容 理解・受講支援 指導 連絡・調整 
相談・心身の 

サポート 

理解されて 

いない 

修了者 46.7% 11.1% 15.6% 17.8% 8.9% 

研修生 83.3% 8.3% 0.0% 0.0% 8.3% 

 
表 8 やりがい 
（修了者：41件） 

  患者対応 看護師のキャリア 
タスクシフト/シェ

ア 
他職種との連携 

修了者 78.0% 9.8% 4.9% 7.3% 

 
表 9 不満 
（修了者：40件） 

  業務内容 業務量 指導 
相談・心身

のサポート 
給与・待遇 特になし 

修了者 47.5% 2.5% 12.5% 5.0% 20.0% 12.5% 

 
表 10 全区分修了者同士の連携 
（修了者：30件） 

  
連携 

できている 

連携 

できていない 

どちらとも 

いえない 
１人しかいない 

修了者 66.7% 13.3% 10.0% 10.0% 
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表 11 施設内以外の仲間の必要性 
（修了者：33件、研修生：9件） 

  心身のサポート 活動のフォロー 不要 

修了者 27.3% 72.7% 0.0% 

研修生 55.6% 44.4% 0.0% 

 
表 12 全区分修了者の複数配置により可能になること 
（修了者：41件、研修生：10件） 

  
患者対

応 

看護師

のキャ

リア 

タスク

シフト/

シェア 

他職種

との 

連携 

他部署

との 

連携 

医療安

全の向

上 

経済 

効果 

全区分

修了者

同士の

相談・

連携 

理解の

促進 
その他 

修了者 34.1% 12.2% 12.2% 2.4% 2.4% 19.5% 2.4% 9.8% 2.4% 2.4% 

研修生 10.0% 20.0% 20.0% 10.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 

 
表 13 全区分修了者活用によるメリット 
（施設管理者：34件、看護管理者：48件） 

  患者対応 
看護師の

キャリア 

タスクシフ

ト/シェア 

他職種と

の連携 

他部署と

の連携 

医療安全

の向上 
経済効果 

施設管理者 20.6% 11.8% 26.5% 5.9% 0.0% 26.5% 8.8% 

看護管理者 22.9% 16.7% 20.8% 6.3% 4.2% 27.1% 2.1% 

 
表 14 全区分修了者活用によるデメリット 
（施設管理者：21件、看護管理者：31件） 

  

理解・

認知不

足 

人手 

不足 

管理や

配属 

経済的

負担 

診療報

酬・評

価 

適切な

人材が

いない 

希望者

がいな

い 

全区分

修了者

と他看

護師と

の軋轢 

なし 

施設管理者 0.0% 19.0% 33.3% 4.8% 23.8% 0.0% 0.0% 4.8% 14.3% 

看護管理者 6.5% 22.6% 25.8% 6.5% 0.0% 3.2% 3.2% 9.7% 22.6% 

 
表 15 全区分修了者の複数配置によるメリット 
（施設管理者：20件、看護管理者：36件、修了者：40件、研修生：8件） 

  
患者 

対応 

看護師

のキャ

リア 

タスクシ

フト/シ

ェア 

他職種

との 

連携 

他部署

との 

連携 

医療安

全の向

上 

経済効

果 

全区分

修了者 

同士の

相談・

連携 

理解の

促進 

施設管理者 10.0% 10.0% 15.0% 0.0% 5.0% 10.0% 5.0% 45.0% 0.0% 

看護管理者 13.9% 13.9% 2.8% 11.1% 5.6% 19.4% 0.0% 33.3% 0.0% 

修了者 22.5% 17.5% 12.5% 5.0% 2.5% 12.5% 2.5% 17.5% 7.5% 

研修生 37.5% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 12.5% 
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表 16  全区分修了者の複数配置によるデメリット 
（施設管理者：16件、看護管理者：27件、修了者：33件、研修生：9件） 

  

理解・

認知不

足 

人手 

不足 

管理や

配属 

経済的

負担 

診療報

酬・評

価 

医療の

質低下 

希望者

が 

いない 

全区分

修了者

同士で

の軋轢 

全区分

修了者

と他看

護師と

の軋轢 

なし 

施設管理者 0.0% 18.8% 12.5% 18.8% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 6.3% 18.8% 

看護管理者 3.7% 14.8% 14.8% 3.7% 7.4% 3.7% 3.7% 22.2% 7.4% 18.5% 

修了者 3.0% 24.2% 12.1% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.2% 18.2% 18.2% 

研修生 0.0% 22.2% 44.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 

 
表 17 全区分修了者の働き方の変化 
（修了者：34件） 

  業務内容 勤務時間 配属先 人間関係 本人の意識 変わりない 

修了者 50.0% 5.9% 20.6% 2.9% 14.7% 5.9% 

 
表 18-1 全区分修了者にとって重要なこと 
（施設管理者：23件、看護管理者：31件、修了者：31件、研修生：10件） 

1) 理解促進 情報収集 患者対応 
他職種と

の連携 

医療安全

の向上 

管理や 

配属 

資格や研

修の整備 

経済的 

支援 

施設管理者 52.2% 4.3% 4.3% 0.0% 0.0% 4.3% 8.7% 4.3% 

看護管理者 45.2% 0.0% 3.2% 0.0% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 

修了者 19.4% 0.0% 6.5% 9.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

研修生 10.0% 0.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

表 18-2 

2) 
心身の 

サポート 

活動の 

フォロー 

看護師の

キャリア 

全区分修

了者同士

の相談・連

携 

本人の 

意識 

施設管理者 4.3% 4.3% 8.7% 0.0% 4.3% 

看護管理者 6.5% 12.9% 0.0% 3.2% 25.8% 

修了者 0.0% 0.0% 6.5% 0.0% 58.1% 

研修生 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 

 
表 19 全区分修了者の生涯教育 
（修了者：33件、研修生：6件） 

  環境 個人 

修了者 30.3% 69.7% 

研修生 33.3% 66.7% 
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表 20 全区分修了者の必要人数 
（看護管理者：13件） 

  
各病棟に 

1 名 

各部署に 

1 名 

各診療科

に 1 名 

各勤務帯

に 1 名 

各分野に

複数名 

施設全体

で複数名 
その他 

看護管理者 38.5% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 23.1% 7.7% 

 
 
表 21-1 全区分修了者の今後について 
全区分修了者の活動に関する今後解決すべき課題 
（施設管理者：20件、看護管理者：32件、修了者：38件、研修生：9件） 
  施設管理者 看護管理者 修了者 研修生 

阻害要因 45.0% 53.1% 39.5% 77.8% 

活動について 50.0% 12.5% 31.6% 0.0% 

環境について 0.0% 28.1% 23.7% 11.1% 

感想 5.0% 6.3% 5.3% 11.1% 
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表 21-2  全区分修了者の活動に関する今後解決すべき課題 

概要 カテゴリー 施設管理者 看護管理者 修了者 研修生 

阻害要因 

資格の曖昧さ 5.0% 3.1% 7.9% 44.4% 

診療報酬・加算 5.0% 12.5% 0.0% 0.0% 

経済的負担 0.0% 6.3% 7.9% 0.0% 

配属・管理 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 

カリキュラムの質 5.0% 0.0% 2.6% 0.0% 

年齢 5.0% 0.0% 0.0% 11.1% 

受講者の人選 0.0% 6.3% 0.0% 0.0% 

希望者がいない 0.0% 3.1% 2.6% 0.0% 

活用システム、育成体制の確立 0.0% 3.1% 2.6% 0.0% 

働き方 0.0% 0.0% 2.6% 11.1% 

理解促進 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 

業務の負担 0.0% 0.0% 2.6% 0.0% 

適切な人材がいない 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

卒後教育 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

他の看護師との軋轢 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

指導医の研修が必要 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

看護師としての心構え 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

時間外労働 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% 

カリキュラムの量 0.0% 0.0% 2.6% 0.0% 

孤独 0.0% 0.0% 2.6% 0.0% 

活動の場 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 

その他 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% 

期待される 

活動 

在宅・地域・へき地での医療 40.0% 9.4% 18.4% 0.0% 

臨床推論の理解 0.0% 3.1% 2.6% 0.0% 

活用システム、育成体制の確立 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 

看護の質向上 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

急性期・慢性期での活躍 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

その他 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 

整えるべき 

環境 

活用システム、育成体制の確立 0.0% 15.6% 15.8% 0.0% 

理解促進 0.0% 6.3% 5.3% 11.1% 

その他 0.0% 6.3% 2.6% 0.0% 

感想   5.0% 6.3% 5.3% 11.1% 
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Ⅱ.分担研究報告書 研究 3 
厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

 

特定⾏為研修修了者の配置・活⽤モデルの開発 
 

研究代表者 酒井 郁子 （千葉大学 教授） 

研究協力者 佐伯 昌俊 （千葉大学 助教） 

研究協力者 西宮 岳  （千葉大学 特命助教） 

 

A. 研究目的 
2022 年 3 月現在、特定行為研修修了者（以

下、修了者）の数は 4,832 名に上り（厚生労働

省, 2022）、今後も増加が見込まれている。永

研究要旨 

研究者らの管理者を対象とした研究によって、特定行為研修修了者（以下、修了者）を組織で複

数配置して活用するためには、組織に修了者の活用を構想し、構想に応じた修了者の育成と修了後

の配置、活用、さらには修了者活用の普及といったプロセスが明らかになった。このプロセスにお

いて、修了者や修了者の活動を管理する看護管理者、修了者と協働する医師は具体的にどのような

活動を行っているか明らかになっていない。本研究では、修了者を組織で複数配置している施設を

対象として、修了者・看護管理者・医師の3者を対象としてインタビュー調査を実施した。研究協力

者はネットワークサンプリングで選定した51施設のうち28施設の修了者23名、看護管理者20名、医

師14名の計57名であった。 

インタビューはオンラインで実施し、インタビューデータから逐語録を作成し、修了者の配置活

用の発展過程における修了者・看護管理者・医師の具体的な活動に焦点を当てて質的分析を行った。 

分析の結果、看護管理者は組織の使命に照らした修了者の配置活用ビジョンを策定し、修了者育

成のため学習環境や勤務調整といった環境整備を行っていた。医師は特定行為研修制度を理解し、

修了者の知識やスキルに応じて役割や責任の範囲を明確化していた。また修了者の指導に携り共に

活動することで、看護実践を理解するとともに修了者の活動の患者への効果および医師の負担の軽

減を実感し、他の医師にも修了者の活動を説明していた。修了者は自らの実践能力向上と組織のビ

ジョンが一致することで研修を受講していた。修了後は医師との信頼関係を構築しながら、特定行

為実践のために業務内容を整備・拡大していた。また、特定行為実践のみならず看護師や多職種へ

の教育にも携わっていた。 

本研究で看護管理者、医師、修了者それぞれの活動を明らかにすることで、組織で複数修了者を

活用するには、修了者だけの活動では十分ではなく、看護管理者と医師が参画し、修了者の活動を

構想する段階から継続的に支援する必要性が示された。複数の修了者が計画的に研修を受講でき、

修了後に最大限能力発揮することが求められる。 
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井ら（2016）は全国の指定研修機関の修了者

を対象とした調査を実施し、修了者の活用効

果として、医師と看護師のコミュニケーショ

ンや相互理解の促進、医師及び看護師の負担

軽減、看護師の看護実践力向上、患者の苦痛･

負担の軽減、症状コントロールの改善等があ

ることを明らかにした。また樋口ら（2020）の
質的研究では、修了者が診断プロセスについ

て学ぶことで、これまでできなかった医師へ

の提案ができるようになったことが語られた。

これらより組織で修了者を活用することで患

者へのより良いケア提供につながることが期

待される。一方で、全国の指定研修機関の研修

責任者を対象とした調査では（永井ら, 2017）、
修了者の活用に関する課題として［研修制度

及び修了者活動の周知］、［修了者の勤務配置・

活動時間等の修了者が組織内で機能していく

ための具体的な組織内体制づくり］が明らか

となっており、組織のビジョンに基づく活動

体制を整備する必要性が指摘されている。 
前述の研究 1 と研究 2 の統合によって、修

了者の配置・活用モデルの原案を作成した。こ

のモデル原案は 2 つのモデルから構成されて

おり、1.急性期病院における特定行為研修修了

者の配置・活用分類、2.特定行為研修修了者の

組織的配置活用の発展過程と影響要因である。

また組織的配置活用の発展過程には構想、育

成、配置、活用、最適化の段階が含まれていた。

一方、これらは施設長および看護部長を対象

とした研究から抽出されたモデルであり、修

了者の勤務を管理する看護管理者、特定行為

研修に携わっている医師、修了者本人の視点

が含まれていないという課題を残していた。 
本研究の目的は、修了者を配置している施

設の看護管理者、修了者、医師を対象にインタ

ビューを実施し、データの統合によって修了

者の配置・活用モデルを完成させることであ

る。 
 
B. 研究方法 

 本研究は、半構造化面接法および内容分析

を用いた質的研究である。 
 
1. データ収集方法 
1) 研究協力者の選定基準 
 修了者を複数配置している急性期病院をネ

ットワークサンプリングにより選定し、各施

設で看護管理者、修了者、医師の 3 者を 1 セ
ットとし、計 30セット 90 名を対象とした。 
看護管理者：インタビュー依頼時に修了者の

管理をしている看護管理者（修了者

が看護部以外に所属している場合は、

修了者と一緒に働く頻度の高い看護

管理者）で研究協力の同意がある 
医師：特定行為研修修了者に手順書にもとづ

き包括指示を出している医師で研究

協力の同意がある 
修了者：自施設で特定行為を実施している看

護師で研究協力の同意がある 
 
2) データ収集方法 
ネットワークサンプリングによって選定さ

れた施設の病院長および看護部長に研究協力

依頼部署を送付した。研究協力への同意を得

た施設で修了者が所属する部署の看護管理者、

修了者に指示を出している医師、修了者の 3者

にインタビューへの協力を依頼した。 
研究協力者の依頼文書内に QR コードを設

定し、研究協力への同意と個人属性、インタビ

ュー日時の希望日を入力してもらい、インタ

ビュー日時を調整した。 
 

3) インタビュー実施手順 
インタビューはオンラインにより、所要時

間は 30 分～60 分とした。インタビューは、イ

ンタビューガイドに沿って実施した。 
インタビュー終了後、研究協力者のメール

アドレス宛に謝礼（Amazonギフト券）を送付

し受領確認を行った。 
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4) 逐語録の作成方法 
インタビューの録画データから音声データ

のみを取り出し、録画データは削除する。音声

データを逐語録に起こしデータとする。 
 
4. 分析方法 
1) データセットの作成 
同一組織の看護管理者、医師、修了者を一つ

の逐語録セットとして、データセット 1 を作

成した。次に看護管理者のデータセット 2、医

師のデータセット 3、修了者のデータセット 4
と 4種類のデータセットを作成した。 

 
2) 各データを部署・診療科での活用配置パタ

ーンに分類 
事前確認事項と逐語録から研究協力者のデ

ータを以下の活用配置パターン A・B・C に分

類する。 
A 部署固定で特定行為と看護計画を統合し提

供するパターン 
B患者集団を特定し特定行為を行うパターン 
C 特定の医療処置をアルゴリズムに沿って患

者に適時適切に実施するパターン 
 
3) 各職種のデータセットからコードを作成し

カテゴリーを生成 
逐語録の内容を構想、育成、配置、活用、普

及、周知の内容に分類した。次に看護管理者・

医師・修了者それぞれのデータから活動にフ

ォーカスして意味を損なわないようにコード

を作成したうえで、類似するコードを集約し

カテゴリーを生成した。 
 
5) 修了者の配置活用ガイドの作成 
生成したカテゴリーサブカテゴリーから看

護管理者、医師、修了者の各発展段階（構想、

育成、配置、活用、普及、周知）の行動に着目

し、それぞれの行動をアクションリストとし

て一覧にまとめ、修了者の配置活用の導入期

である「第一の障壁」、修了者のさらなる配置

活用の普及時期である「第二の障壁」ごとに看

護管理者、修了者、医師の具体的な活動をリス

ト化した。 
 

（倫理面への配慮） 
研究への参加・不参加は研究協力者の自由

意思であり、不参加や中止による不利益が生

じないこと、研究協力者の自由意思を尊重す

ることを依頼文書に記載した。 
 インタビューは、業務に支障がない日時に

行えることを依頼文書に記載し、回答したく

ない質問には回答しなくてもよいこと、回答

した内容は業務の評価にはつながらないこと

を説明した。 
 
C. 結果 
１．研究協力者の属性 

研究への参加を依頼した 51 施設のうち 28
施設から研究協力への同意が得られた。イン

タビューへの研究協力者は看護管理者 20 名、

医師 14 名、修了者 23 名の計 57 名であった。 
看護管理者の所属部署の修了者数を表 1-1、

管理者としての経験年数を表 1-2 に示す。 
医師の経験年数、修了者の指導経験、携わっ

ている修了者育成・指導の種類、一緒に働く修

了者の所属先を表 1-3 に示す。 
修了者の保有資格を表 1-4、修了した特定行

為区分数を表 1-5、修了した特定行為区分を表

1-6 に示す。 
 

2．修了者の配置活用発展プロセス別の看護管

理者・医師・修了者の活動 

2.1 構想（表2-1） 

看護管理者では「制度理解」「導入目的の明

確化」「活用ビジョンの策定」「活用ビジョンの

合意」「配置ビジョンの策定」「育成ビジョンの

策定」「受講者選定基準の明確化」「役割期待の

説明」「役割モデルの提示」「活動ニーズ把握」

「実践範囲の合意」「組織的な活動準備」の 12
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カテゴリーが抽出された。看護管理者は上司

や組織の幹部の制度理解のため自ら説明して

いた。また、修了者を効果的に活用するために

ニーズ把握を行っていた。 
医師では、「制度理解」「導入目的の明確化」

「活用ビジョンの合意」「配置ビジョンの合意」

「制度導入の受け入れ」「役割期待の明確化」

「実施条件の合意」「実践範囲の明確化」「実践

範囲の合意」「育成ビジョン形成」「受講者選定

基準の明確化」の 11カテゴリーが抽出された。

医師は、制度理解のために指導者講習会に参

加したり他施設での修了者の活用に関する情

報収集を行うとともに、研修修了後の活動を

見据えて研修受講者の基準や修了後の配置方

法を検討していた。 
修了者では、「役割活動モデルからの受講動

機の自覚」「組織内活動ビジョンの明確化」「組

織の活用ビジョンの合意」「受講目的の明確化」

「組織の育成ビジョンと受講目的の一致」「配

置ビジョンの合意」「受講者選定基準への合意」

の 7 カテゴリーが抽出された。修了者は研修

受講前であり、自己の実践や今後のキャリア

を見据えて受講目的を明確化していた。 
 
2.2 育成（表2-2） 

看護管理者では「学習環境整備」「E-
learning の受講環境」「学修継続が可能な勤務

体制づくり」「研修受講継続できる環境」「育成

中の看護管理者の役割の明確化」「指導医師の

役割の明確化」「医師の協力体制の確立」「本人

の学習意欲の維持支援」「本人の活動ビジョン

の明確化支援」のカテゴリーが抽出された。看

護管理者は、研修受講中の看護師が学修継続

するために学習環境や勤務調整を行うととも

に、医師からの協力を得られるように制度や

修了者の活用について説明を行っていた。 
医師では「学習環境整備」「学習者の理解」

「学習機会の提供」「研修指導医師の確保」「修

了者と医師が協働で指導」「医療安全に配慮し

た指導」「学修継続を可能にする支援」「研修後

の活動を見据えた指導」「研修管理」のカテゴ

リーが抽出された。医師は研修受講中の看護

師の学びを支援するために、カンファレンス

や回診への参加機会を提供していた。 
修了者では「他施設の情報収集」「自施設で

の情報収集」「自施設からの支援獲得」「組織内

活動ビジョンの明確化」「学修継続のための情

報収集」「E-learning の受講環境整備」「研修

受講継続のための環境整備」「研修受講料の支

援の獲得」「特定行為研修での学びの振り返り

と蓄積」「手順書の試用と改善」のカテゴリー

が抽出された。修了者は研修受講中であり、研

修での学びを蓄積し、組織内でどのように活

用するかといったビジョンを検討してた。 
 
2.3 配置（表3-3） 

看護管理者では「配置の目的の明確化」「修

了者管理の一環として配置」「配置の優先順位

ルール決定」「修了者の希望を尊重して配置」

の 4 カテゴリーが抽出された。看護管理者は

組織のビジョンに応じて修了者の配置の優先

順位を決定し、修了者の配置に携わっていた。 
医師では「配属決定の責任者の明確化」「配

属決定の準備」「配置決定方法」の 4カテゴリ
ーが抽出された。医師は、修了者の配置方法の

決定に携わり、配置後のインターンシップに

よって修了者活用の課題を見出していた。 
修了者では「配置ビジョンと自部署の配置

の見通し」「配置の目的理解」「部署からの役割

期待の理解」「配置希望の表明」の 4カテゴリ
ーが抽出された。修了者は、組織のビジョンに

応じた部署に配置されるだけでなく、自らも

効果的に能力発揮するために配置希望を出し

ていた。 
 
2.4 活用（表2-4） 

看護管理者では「修了者のマネジメント」

「手順書活用方法開発」「修了者へのキャリア
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支援」「修了者のキャリア支援」「役割開発」の

5カテゴリーが抽出された。看護管理者は、修

了者の活動を支援するためにシフトや業務の

調整を行っていた。 
医師では「修了者の理解」「看護実践の理解」

「修了者の理解に基づいた支援」「修了者の実

践能力の評価」「修了者との信頼関係構築」「医

師の責任の明確化」「修了者の責任の明確化」

「修了者の役割の明確化」「修了者業務環境調

整」「手順書発動のルール化」「医師の指示のル

ール化」「継続的な指導機会の確保」「特定行為

実践の OJT」「修了者と医師の連携」「修了者

の役割拡大」「修了者導入の効果」のカテゴリ

ーが抽出された。医師は修了者との役割や責

任の明確化のため、修了者の知識やスキルを

確認し、特定行為実践に関する指示のルール

化を行っていた。また医師は修了者との活動

を通して看護実践への理解を深めていた。 
修了者では「自発的な役割開発」「役割の明

確化」「修了者の役割拡大」「活動範囲の明確化」

「特定行為実践の対象となる患者把握」「患者

家族への病状説明」「患者家族への病状説明ル

ール作成」「住民への講義」「特定行為実践のた

めの業務調整」「特定行為実施の可否判断」「包

括指示実施の可否判断」「診断指示エラー防止」

「直接指示による診療の補助」「手順書に沿っ

た特定行為実践」「特定行為の実施の記録」「包

括指示による実践」「医師への提案」「研修医へ

の指導」「自律的な実践」「特定行為実施に関す

る医師からのサポート獲得」「医師間のコーデ

イネーション」「医師へのコンサルテーション」

「医師との協働」「看護師への治療意図の説明」

「看護師への病状説明」「看護師からのコンサ

ルテーション」「看護師への OJT」「看護師へ

の教育」「看護師への研修会開催」「院内研修企

画」「院内研修講師」「研修生への教育」「看護

学生への講義」「看護師との協働」「修了者間の

連携」「多職種連携」「医師業務の代行」のカテ

ゴリーが抽出された。 
修了者として活動するため、特定行為の対

象となる患者を自らピックアップしていた。

また、医師や同僚看護師との業務調整によっ

て特定行為を実践していた。また、同僚看護師

に患者の病態を説明することで教育的な役割

を担っていた。 
2.5 普及（表2-5） 

看護管理者では「師長の役割の追加」「修了

者の活動環境の整備」「修了者のマネジメント」

「特定行為実践のマネジメント」「活動ビジョ

ンの更新」「実践範囲の拡大」のカテゴリーが

抽出された。看護管理者は、修了者がより活用

しやすい環境を整えるため手順書の運用を電

子カルテに組み込んでいた。また、将来の修了

者の配置を見据えて、組織の活用ビジョンを

更新していた。 
医師では「修了者の理解」「看護実践の理解」

「修了者の理解に基づいた支援」「修了者の実

践能力の評価」「修了者との信頼関係構築」「医

師の責任の明確化」「修了者の責任の明確化」

「修了者の役割の明確化」「修了者業務環境調

整」「手順書発動のルール化」「医師の指示のル

ール化」「継続的な指導機会の確保」「特定行為

実践の OJT」「修了者と医師の連携」「修了者

の役割拡大」「修了者導入の効果」のカテゴリ

ーが抽出された。医師は修了者と働くことで

修了者の業務範囲を再検討し、拡大していた。

また修了者が効果的かつ安全に特定行為実践

できるような手順書改訂を行っていた。 
修了者では「活動環境の改善」「修了者とし

ての成長実感」「活動範囲の拡大」「修了者の役

割拡大」「手順書の改定」「修了者同士の情報交

換」「修了者と医師の連携」「修了者による修了

者への教育」「修了者による修了者マネジメン

ト」「医師と看護師の連携支援」「多職種連携へ

の貢献」「他の職種への教育・指導」「医師と看

護師の協働拡大」「医師との協働拡大」「活用ビ

ジョンの再構築」「修了者間の連携強化」「多職

種連携の推進」「リソースナースとの連携推進」

「他職種への教育・指導」のカテゴリーが抽出
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された。修了者は、自らの活動によって成長を

実感し、修了者としての役割や活動範囲を拡

大していた。また医師との協働も推進してお

り、手順書改訂に携わったり、医師不在時の業

務をシェアしていた。 
 
2.6 周知（表2-6） 

 看護管理者では「患者家族への説明」「執行

部会議での説明」「病院全体に活動内容説明」

「看護管理者への説明」「師長から医師への説

明」「看護管理者から多職種間への説明」「看護

管理者から同僚への説明」「修了者活動発表」

「入院パンフレット掲載」「ポスター掲示」「ユ

ニフォーム作成」「院内ニュースレター掲載」

のカテゴリーが抽出された。看護管理者は、組

織執行部や病院全体、他の看護管理者への説

明を行ったり、修了者に説明の機会を提供し

たりしていた。 
 医師では「医師から患者家族に説明」「指導

者講習会参加」「医師から医師に説明」「研修指

導経験による周知」「 医師と修了者の協働実

践による周知」「医師への活動評価アンケート」

「学会発表」「病院長から全職員への周知」「職

員への周知」「ポスター掲示」「修了者からの活

動発信」「修了者の活動発信」「講演会で周知」

「県内ネットワークの構築」のカテゴリーが

抽出された。医師は、患者家族に修了者の存在

を説明することで患者家族に理解を得るとと

もに、修了者が活動しやすい環境を整えてい

た。また、同僚の医師にも修了者の活動を説明

することで修了者の活動範囲が拡大していた。 
修了者では、「修了者から患者に説明」「修了

者から患者家族に説明」「修了者から医師に活

動説明」「修了者本人から部署看護師に説明」

「修了者から医師と看護師への説明」「配属部

署の医師と看護師への説明」「看護師に個別の

説明」「新入職員への活動周知」「新人看護師へ

の説明」「修了者の活動に関する文書配布」「入

院パンフレット掲載」「病院ホームページでの

掲載」「修了者の活動を看護師に配信」「ポスタ

ー掲示」「ユニフォーム着用」「バッジ着用」「修

了証を病棟に掲示」のカテゴリーが抽出され

た。修了者は患者家族に説明し、特定行為実践

の理解を得ていた。また、修了者としての役割

拡大のために医師や看護師対し自らの役割を

説明していた。 
このほか院内のポスター掲示や入院パンフ

レットでの説明、修了者のユニフォームやバ

ッジの着用によって院内のあらゆる人に周知

していた。 
 
D. 考察 
本調査では、複数の研修修了者の配置活用

を推進するために修了看護師を複数配置して

いる施設の看護管理者、医師、修了看護師を対

象にインタビュー調査を実施することで、修

了者の配置活用のための看護管理者、医師、修

了者それぞれの具体的な活動を明らかにした。 
1. 研究協力者の属性 

 研究協力した看護管理者の 20 名のうち、

自部署の修了者数を尋ねたところ 1 名と回答

した者が 7 名いたことから、施設での複数配

置は進んでいるものの各部署には 1 名配置で

活用している状況であった。一方で、部署で 2
名以上の修了者の活動を管理している者もい

た。 
研究協力した医師 14 名のうち、医師として

の経験年数は 25～29 年の 5 名が最も多かっ

た。また修了者の育成には実習指導に携わる

者が 8 名で実地指導は 14 名全員であった。研

究協力した医師とともに働く修了者は診療科

所属が 4 名、看護部所属が 10 名であり看護部

所属が多かった。 
研究協力した修了者の 23 名のうち、認定看

護師 8 名、専門看護師０名であり、複数修了

者を活用している組織では認定看護師の修了

者が多かった。修了者の修了区分については

10 名が 21 区分を修了しており、そのほかは 2
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区分から17区分にかけて受講区分数は分散し

ていた。修了区分について、最も多かったのは

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連の持続

点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整・脱

水症状に対する輸液による補正で17名あった。

次いで受講者が多かったのは、呼吸器（人工呼

吸療法に係るもの）関連、呼吸器（長期呼吸療

法に係るもの）関連、動脈血液ガス分析関連で

16 名であり、研究協力者は主に急性期機能の

病棟で行われる特定行為区分を修了していた。 
 

2．修了者の配置活用発展プロセス別の管理者・

医師・修了者の活動 

修了者の配置活用プロセスの構想段階では、

看護管理者は自分自身が特定行為研修制度を

理解したうえで、上司や医師の特定行為研修

制度への理解を得ていた。また修了者を導入

するための目的を明確化し、どのように修了

者を育成し、配置活用するかといったビジョ

ンを策定して多職種のステークホルダーとの

合意形成を行っていた。医師においても、この

段階は制度理解のために指導者講習会に参加

したり、他施設の修了者の活動を聴取するな

どの活動を行っていた。また、管理者と医師は

自施設における特定行為研修受講生を選定す

るための基準を明確化していた。特定行為研

修を受講予定の看護師は、自施設で先輩修了

看護師や診療看護師といった身近な役割活動

モデルの存在によって研修受講に関心を持ち

始めていた。また、自身の看護実践能力の向上

を組織内での修了後の活動ビジョンを持つこ

とが研修受講の動機となっており、研究受講

の目的と組織のビジョンが一致していた。 
 修了者を育成する段階は特定行為研修受講

期間である。この時期に看護管理者は研修受

講生の学習環境整備として学習室の確保を行

うとともに、E-learning 実施のための時間確

保、シフト調整によって学習を継続できる勤

務体制を作っていた。医師は研修生に対し診

療科カンファレンスや回診への参加の機会を

提供することで研修受講生に学習の機会を提

供していた。また医師は修了者のバックグラ

ウンドに応じた指導を行っていた。研修受講

生は、勤務や業務の調整といった支援を受け

ながら研修を受講しており、研究受講料につ

いても病院の奨学金制度などを利用していた。

研修期間中は、他施設の看護師や医師と交流

する機会でもあることから、他施設での実践

を学ぶ機会にもなっていた。 
 修了者の配置段階では、看護管理者は修了

者配置の目的を明確化し、どの部署から修了

者を配置していくかといった優先順位を決め

ていた。研修受講中に修了者が特定行為実践

のニーズを見出し、異動希望を出す場合もあ

ることから修了者本人の希望も確認していた

修了者の配置先の決定においては、医師が不

足している診療科や病棟、特定行為実践のニ

ーズ、修了者の研修受講前の所属部署などが

考慮されていた。修了者の配置段階では、研修

受講直後であることから、多くの病院でイン

ターン期間を設けており、修了者の実践にお

ける課題抽出を行っていた。修了者は配置さ

れた部署で活動を開始しており、その配置さ

れた目的を理解していた。 
 修了者の活用の段階では、看護管理者は終

了者のマネジメントとして、シフトや業務調

整を行うほか、活動日の設定を行っていた。こ

の段階では医師と修了者の活動が多様に抽出

された。医師は、修了者のスキルを理解すると

ともに看護実践への理解を示していた。また、

この段階では医師は修了者の協働的パートナ

ーシップ構築のため、信頼関係の構築ととも

に修了者の役割や互いの責任の明確化、業務

範囲の調整、手順書発動のルール化を行って

いた。さらに修了者を活用することの効果を

感じ始めるのもこの段階であり、修了者がい

ることで安心感や患者に合わせた処置ができ

るようになっていた。修了者においては、配置

された部署での修了者としての業務内容を構
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築し、実践を重ねることで業務範囲を拡大す

るといった役割開発を行っていた。また修了

者は医師の回診や看護師からのもう送りから

情報収集しながら特定行為の対象となる患者

をピックアップしており、医師の具体的指示

もしくは包括的指示である手順書によって特

定行為を実践していた。さらに、修了者は特定

行為実践だけでなく看護師や後輩修了者の教

育にも携わるようになっていた。 
 修了者の活用を普及する段階では、看護管

理者は修了者の活動環境を整備するために号

無内容や手順書のカルテシステム運用などを

行っていた。また特定行為の実践状況を把握

しながら、修了者の業務や権限の拡大を図っ

ていた。医師は修了者とともに活動すること

を通して修了者の実践能力を評価していた。

また修了者の実践範囲を再検討し、手順書の

内容や運用方法の改定を行っていた。この段

階では、修了者は自己のアセスメント力をは

じめとした実践能力の成長を実感していた。

また修了者としての活動範囲を拡大し、手順

書の改定によってより効果的に活動できる環

境を自ら整えていた。さらに修了者の配置に

よって医師と看護師間の連携のみならず、リ

ハビリテーションスタッフを含む多職種連携

の推進にも貢献していた。 
 修了者の配置活用の導入から普及に至る全

てのプロセスにおいて、修了者の活動を周知

することが必要である。看護管理者は、患者家

族への説明や執行部や他の看護管理者、病院

全体に向けた説明や説明の機会を設けていた。

医師は担当の患者や家族に修了者の活動を説

明したり、他の医師に説明を行っていた。特に

医師は実際に修了者と実際に協働的に活動す

ることを通して、修了者の役割理解につなが

っていた。修了者は自身の活動を看護師や医

師、多職種のステークホルダーに対して自己

の役割を説明しており、特定研修受講中から

配属予定の部署で説明会を開催していた。そ

のほか特定行為実践時に患者家族に自ら自分

の役割を説明していた。周知方法では、ユニフ

ォームやバッチの作成、院内ポスターやニュ

ースレターでの周知も行われていた。 
 
E. 結論 
特定行為研修修了者を複数配置し、活用し

ている組織の看護管理者、修了者、医師を対象

に対象にインタビュー調査を実施し、修了者

の導入から配置、活用、普及に至るプロセスに

おけるそれぞれの具体的な活動を明らかにす

るこができた。これらは、修了者を導入する際

の効果的な配置活用する際に活用可能な資料

となる。 
本研究で看護管理者、医師、修了者それぞれ

の活動を明らかにすることで、組織で複数修

了者を活用するには、修了者だけの活動では

十分ではなく、看護管理者と医師が参画し、修

了者の活動を構想する段階から継続的に支援

する必要性が示された。複数の修了者が計画

的に研修を受講でき、修了後に最大限能力発

揮することが求められる。 
 
F. 健康危機情報 
なし 
G. 研究発表 
なし 
H. 知的財産権の出願・登録状況 
なし 
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表 1-1. 自部署の修了者数 (n=20) 
修了者数 人数 
1 名 7 
2 名 8 
3 名 1 
4 名 1 
5 名以上 6 

 

表 1-2. 管理者としての経験年
数 (n=20) 
経験年数 人数 
5 年未満 5 
5 年以上 10 年未満 5 
10 年以上 15 年未満 5 
15 年以上 20 年未満 2 
20 年以上 25 年未満 3 

 

表 1-3. 研究協力者の属性 (n=14) 
医師としての経験年数 人数 

5〜9年 1 
10〜14年 1 
15〜19年 2 
20〜24年 3 
25〜29年 5 
30〜34年 1 
35年以上 1 
修了者の指導経験年数 

1年以上 2年未満 4 
1年未満 2 
2年以上 3年未満 2 
3年以上 4年未満 2 
5年以上 4 
修了者育成・指導の種類 
講義 4 
演習 7 
実習指導 8 
修了者の実地指導

（OJT） 14 
一緒に働く修了者の所属  
診療科 4 
看護部 10 
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表 1-4. 修了者の保有資格 (n = 23) 
資格種類 人数 

看護師 23 
助産師 1 
保健師 6 
認定看護師 8 
専門看護師 0 
診療看護師 
（NP; Nurse Practitioner） 2 
その他※ 3 

複数回答可 
※臨床検査技師、日本DMAT隊員、日本糖尿病
療養指導士 

 

表 1-5. 修了者の修了した区分数 (n = 23) 
特定区分数 人数 

2 区分 1 
3 区分 4 
4 区分 2 
5 区分 1 
6 区分 3 
13 区分 1 
17 区分 1 
21 区分 10 
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表 1-6. 研究協力者の修了者が修了した特定行為区分 (n = 23) 
特定行為区分 特定行為 人数 

呼吸器（気道確保に係るもの）

関連 
経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位
置の調整 15 

呼吸器（人工呼吸療法に係る

もの）関連 
侵襲的陽圧換気の設定の変更・非侵襲的陽圧換気の
設定の変更・人工呼吸管理がなされている者に対す

る鎮静薬の投与量の調整・人工呼吸器からの離脱 
16 

呼吸器（長期呼吸療法に係る

もの）関連 気管カニューレの交換 16 
循環器関連 一時的ペースメーカの操作及び管理・一時的ペース

メーカリードの抜去・経皮的心肺補助装置の操作及

び管理・大動脈内バルーンパンピングからの離脱を
行うときの補助の頻度の調整 

13 

心のうドレーン管理関連 心のうドレーンの抜去 13 
胸腔ドレーン管理関連 低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及びその変

更・胸腔ドレーンの抜去 11 
腹腔ドレーン管理関連 腹腔ドレーンの抜去（腹腔内に留置された 穿刺針

の抜針を含む。） 11 
ろう孔管理関連 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は

胃ろうボタンの交換・膀胱ろうカテーテルの交換 13 
栄養に係るカテーテル管理

（中心静脈カテーテル管理）

関連 
中心静脈カテーテルの抜去 14 

栄養に係るカテーテル管理

（末梢留置型中心静脈注射用

カテーテル管理）関連 
末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入 13 

創傷管理関連 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死
組織の除去・創傷に対する陰圧閉鎖療法 13 

創部ドレーン管理関連 創部ドレーンの抜去 14 
動脈血液ガス分析関連 直接動脈 穿 刺法による採血・橈骨動脈ラインの確

保 16 
透析管理関連 急性血液浄化療法における血液透析器又は血液透

析 濾 過器の操作及び管理 14 
栄養及び水分管理に係る薬剤

投与関連 
持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整・脱水
症状に対する輸液による補正 17 

感染に係る薬剤投与関連 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与 15 
血糖コントロールに係る薬剤

投与関連 インスリンの投与量の調整 12 
術後疼痛管理関連 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量

の調整 12 
循環動態に係る薬剤投与関連 持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整・持続点

滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量
の調整・持続点滴中の降圧剤の投与量の調整・持続
点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整・
持続点滴中の利尿剤の投与量の調整 

15 

精神及び神経症状に係る薬剤

投与関連 
抗けいれん剤の臨時の投与・抗精神病薬の臨時の投
与・抗不安薬の臨時の投与 11 

皮膚損傷に係る薬剤投与関連 抗癌剤その他の薬剤が血管外に漏出したときのス
テロイド薬の局所注射及び投与量の調整 11 
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表 2-1. 「構想」を構成するカテゴリーと各職種のアクション 
看護管理者  

医師  修了者 
（特定行為研修受講予定の看護師） 

カテゴリー アクション  カテゴリー アクション  カテゴリー アクション 
制度理解 �上司の制度理解 

�幹部と医師の制度理解 
 制度理解 �幹部の制度理解 

�指導者講習会参加による制度理解 
�他施設の修了者の活動事例を聴取 
�⼿順書の作成責任の理解 
�法⼈からの特定⾏為研修の説明 
�特定⾏為の法的整理の説明 
�特定⾏為研修を看護師のキャリアパスの

ひとつと位置付けて説明 

 役割活動モデルか
らの受講動機の自
覚 

�同僚看護師の制度への関⼼ 
�良い影響のある役割モデルの提⽰ 
�⾃施設での修了者の活動 
�⾃施設での診療看護師の活動 
�診療看護師の活動のシャドーイン

グ 

導入目的の
明確化 

�病院の将来ビジョンによる修了者
の必要性の明確化 

�医師からの要望の実現 
�医師の働き⽅改⾰への効果提⽰ 
�医師の不在時に患者に対応できる

ように複数配置 
�魅⼒ある看護部を⽬指した修了者

導⼊ 
�地域に根差した看護部の構築 
�⾼度医療を在宅で実践できる看護

師を育成 
�急性期病棟のケアの質の向上 
�看護師のキャリアの積み上げ 
�看護師のスキルアップを意図 
�看護師の能⼒の向上 
�現場のスタッフからの要望の実現 

  

  組織内活動ビジョ
ンの明確化 

�認定看護師としての活動がベース 
�専⾨看護師としての活動がベース 
�病棟管理者としての活動がベース  導入目的の明

確化 
�修了者の導⼊が患者に還元されるかを議

論 
�働き⽅改⾰への対応としての修了者導⼊ 

 
  組織の活用ビジョ

ンの合意 
�研修受講希望者の⽬的が組織の使

命と⼀致 
�教育スキルの向上  活用ビジョン

の合意 
�研修受講希望者の⽬的と医師の合意 
�修了者導⼊のロールモデルとなる部署の

選定 
�修了者の活⽤について医師と看護部で合

意 
�受講する特定⾏為によって活⽤範囲を想

定 

 
  受講目的の明確化 �アセスメント⼒の向上 

�実践能⼒の向上 
�知識と技術の獲得 
�新しいことへのチャレンジ 
�キャリアの選択肢 
�特定⾏為研修の受講希望 
�根拠に基づく看護実践  配置ビジョン

の合意 
�医師が減っている診療科への配置 
�修了者が機能するために各勤務帯に 1

名以上いる配置を構想 
�少なくとも⽇勤帯に常に修了者がいるよ

うに配置 
�特定⾏為に含まれる診療の補助⾏為の実

施数が多い病棟に配置 
�病院の意向で配属 
�看護師全体の半数を修了者にする 
�各勤務帯に修了者が 1 名以上いるよう

に配置を構想 
�修了者が常に部署にいるように配置 
�修了者を導⼊する領域の優先順位を考え

た配置 

 
活用ビジョ
ンの策定 

�師⻑として活動に専念する⽇を修
了者に提供 

  

活用ビジョ
ンの合意 

�修了者の活動スタイルを医師と合
意 

�修了者の責任を医師と合意 
�⾃部署の弱点を補強する配置 
�受講前と同じ病棟に配置 

  
  組織の育成ビジョ

ンと受講目的の一
致 

�研修受講希望者の⽬的が組織の使
命と⼀致 

  配置ビジョンの合
意 

�医師と修了後の活動を検討 
�各病棟に修了者を 1 名配置の検討 
�上司と修了後の配属先を共有 

配置ビジョ
ンの策定 

�修了者の特定⾏為実践に合わせて
病床構成を変更 

�フリーで動ける診療看護師の導⼊ 
�平⽇に部署に修了者が⼀⼈以上い

るように配置を構想 
�本⼈の意向を尊重して配属 

  

  受講者選定基準へ
の合意 

�修了者⾃⾝が部署のニーズを考え
て受講 

 制度導入の受
け入れ 

�医師の制度への関⼼  
 

育成ビジョ
ンの策定 

�看護師のライフイベントに配慮し
複数名育成 

�看護師のキャリア⽀援としての研
修派遣 

�計画的な⼈材育成が必要 
�受講中の代替スタッフの確保 

 役割期待の明
確化 

�修了者の教育背景によって役割を検討 
�⽴場や経験年数に応じた修了後の活動ビ

ジョン 
�実習指導により修了者の活動を理解 

 

 実施条件の合
意 

�医師と修了者の協働⽅法を検討 
�最初の修了者とともに院内ルールを整備 
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�認定看護師は特定⾏為研修を受講
すべき 

�組織のビジョンに応じた育成 
�病院のビジョンに応じた育成 
�地域の⽣活を理解できる修了者 
�計画的育成に向けた修了者の管理

ポジションの確保 
�受講者選定要件の明確化 
�部署配置の場合の修了者必要⼈数

の明確化 

�⼿順書の運⽤⽅法の合意 
 実践範囲の明

確化 
�他施設を参考にした⼿順書作成 
�医療安全に配慮した⼿順書作成 
�看護部や各分野の医師と話し合いながら

⼿順書を作成 

 
 

 実践範囲の合
意 

�医療安全に配慮した修了者の活動範囲の
決定 

�修了者と共に⼿順書を作成 
�修了者の活動範囲を医師と看護部で合意 
�⼿順書を院内承認プロセスに登録 
�修了者による処⽅の代⾏⼊⼒ 

 

受講者選定
基準の明確
化 

�看護実践能⼒があり周囲からの信
頼のある⼈を選定 

�看護実践能⼒が⾼く⾔語化でき院
内外で貢献ができ受講の意思
がある⼈を選定 

�研修受講者の選定理由の明確化 
�受講希望者の明確な活動ビジョン

がある⼈を選定 
�部署の経験があり⾃⽴した活動が

できる⼈を選定 
�組織で勤務継続する⼈の受講 
�本⼈の興味と研修区分の確認 
�本⼈の⾃主性と病院への貢献 

  
 育成ビジョン

形成 
�指定研修機関となって研修を提供 
�院内全体での修了者数を検討 
�研修受講希望を調査 
�施設の⻑期計画に合わせて修了者を増員 

 

 受講者選定基
準の明確化 

�モチベーションのある⼈を選定 
�ある程度時間の融通がきく⼈を選定 
�看護師の中で認められ、頼られ、指導が

できる⼈を選定 
�向上⼼があり、⼼⾝ともに健康で、打た

れ強い⼈を選定 
�チームワークを守れて、積極的で勉強熱

⼼な⼈を選定 
�研修受講の⽬的があり患者に還元する意

欲とそれが可能な職場環境にいる⼈
を選定 

�研修受講希望者の⽬的が組織の使命と⼀
致する⼈を選定 

�仕事と研修を両⽴するモチベーションと
職場環境の⽀援がある⼈を選定 

�受講希望者が研修をやり遂げることへの
信頼 

�看護実践能⼒がある⼈を選定 
�看護部の⼈員配置を考えて研修派遣の⼈

数を決定 
�メンタルが強く謙虚である⼈を選定 
�前向きで向上⼼がある⼈を選定 

 

役割期待の
説明 

�修了者が不安にならないように役
割を伝達 

�修了者に教育と実践の役割を伝達 
�修了者への期待を伝達 
�組織が期待する役割の説明 

  

役割モデル
の提示 

�スタッフがあこがれる役割モデル
の構築 

�知識や技術をもち⼈間⼒のある修
了者を役割モデルとして提⽰ 

  

活動ニーズ
把握 

�⾃施設での特定⾏為のニーズ 
�⾃部署での特定⾏為のニーズ 
�修了者と特定⾏為のニーズ共有 
�将来の社会的な特定⾏為のニーズ 
�特定⾏為を組み込んだ看護の対象

となる患者像 

  

実践範囲の
合意 

�安全な特定⾏為実践の⽅法の合意 
�実践範囲の明確化 
�実践範囲の明確化と医師との合意 

  

組織的な活
動準備 

�研修受講中に⼿順書を準備 
�研修に出す前に修了者の活⽤⽅法

を決定 
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表 2-2. 「育成」を構成するカテゴリーと各職種のアクション 

看護管理者  医師  
修了者 

（特定行為研修受講中の看護師） 
カテゴリー アクション  カテゴリー アクション  カテゴリー アクション 
学習環境整

備 

�学習室とインターネットの確保 
�学習に必要な PCの⼿配 
�受講者への経済的サポート 
�受講者への経済的サポートと勤務条

件の明確化 

 学 習 環 境
整備 

�受講者への経済的サポートの明確化  他施設の情報収集 �他施設での実践の学び 
�他施設の医師による指導 

学 習 者 の

理解 

�各研修⽣の理解度や研修環境への適
応に合わせた指導 

�研修⽣のこれまでの経験を理論的・
知識的に裏付け 

�医師の⽬線を学ぶために医師に同⾏
する機会の提供 

�侵襲性のある⼿技を研修⽣が不安な
くできる配慮 

�看護師に配慮した実習運営 

自施設での情報収

集 

�⾃施設が特定⾏為研修を開催 

自施設からの支援

獲得 

�⾃施設の医師の協⼒を獲得 

E-learning
の受講環境 

�E-learning期間は委員会活動の免除 
�E-learningのための研修⽇確保 組織内活動ビジョ

ンの明確化 

�活動ビジョンの検討 
�⾃⼰の活動に応じた特定⾏為区

分の選択 
学修継続が

可能な勤務

体制づくり 

�e ラーニング以外は研修時間として
確保 

�e ラーニング中の学習時間の確保 
�勤務時間内の学習時間の確保 
�研修優先のシフトづくり 
�受講中は勤務に⼊れない体制づくり 
�部署から外し看護部配属 
�夜勤の回数の調整 

学 習 機 会

の提供 

�医師が開催する勉強会への参加機会
の提供 

�医師の回診への参加機会の提供 
�学会や勉強会への参加機会を提供 
�診療科のカンファレンスへの参加機

会の提供 
�診療への参画機会の提供 
�特定⾏為に関連する最新の知⾒の共

有 
�学会や講習会に関する情報提供 
�カンファレンス時の研修⽣の提案に

対するフィードバック 
�倫理的な視点を含んだ症例検討の機

会を確保 
�診療への参加機会を提供 

学修継続のための

情報収集 

�先輩修了者からの学習⽀援 
�先輩修了者による研修フォロー 
�他の研修⽣との意⾒交換 

E-learning の受講
環境整備 

�勤務時間内の E-learning受講 

研修受講継続のた

めの環境整備 

�勤務扱いによる実習参加 
�研修期間中の給与保証 
�実習中の病棟業務調整 
�実習予定を事前に師⻑と共有 

研修受講継

続できる環

境 

�研修施設スタッフの研修⽣受け⼊れ 
�研修受講継続できる勤務シフト⽀援 

研修受講料の支援

の獲得 

�受講料を病院が負担 
�奨学⾦制度を利⽤ 

育成中の看

護管理者の

役割の明確

化 

�管理者の受講⽣への⾒守りとフィー
ドバック 

�管理者の特定⾏為研修の理解 
�師⻑の仕事は⼼理的サポートと研修

時間の調整 
�受講⽣と他のスタッフとの公平性の

確保 
�受講⽣の困りごとを医師に伝達 
�修了者は看護師であることを伝える 

研 修 指 導

医 師 の 確

保 

�指導者の負担を考えた役割分担の調
整 

�研修指導を様々な診療科の医師で分
担 

特定行為研修での

学びの振り返りと

蓄積 

�医師に伝わる報告内容の学び 
�医師の思考過程の学び 
�医師の診断プロセスの学び 
�医療安全の考え⽅の学び 
�裁判事例の学び 
�臨床推論の学び 修 了 者 と �修了者による看護師⽬線での教育機

会の提供 
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医 師 が 協

働で指導 

�特定⾏為研修の指導者として修了者
を活⽤ 

医 療 安 全

に 配 慮 し

た指導 

�医療安全に配慮した実践の⾒守り 
�医療安全上配慮すべき点を伝達 
�実技試験の合格基準を厳しく設定 
�実習症例を典型的な症例から選定 
�医療安全に配慮した指導 
�特定⾏為実施条件と安全性のバラン

スの説明 

指導医師の

役割の明確

化 

�⾃施設医師からの指導 
�⾃施設指導医師の役割の明確化 

手順書の試用と改

善 

�実習期間中に⼿順書を使⽤した 

医師の協力

体制の確立 

�医師からの協⼒の獲得 
�⾃施設医師の要望の聴取 
�実習による医師の理解の浸透 

本人の学習

意欲の維持

支援 

�休息環境の整備と役割期待の伝達 
�研修受講継続相談 
�受講者の学習意欲向上のためのフィ

ードバック 

学 修 継 続

を 可 能 に

する支援 

�医師による受講⽣のバックグラウン
ドに合わせた指導 

�相談できる⾝近な医師の存在 
�慣れるまで特定⾏為を実践する症例

を相談 
本人の活動

ビジョンの

明確化支援 

�受講中の本⼈の活動ビジョンの変化
の把握 

�本⼈の活動ビジョンと組織導⼊⽬的
の⼀致の確認 

�本⼈の活動ビジョンに関する話し合
い 

研 修 後 の

活 動 を 見

据 え た 指

導 

�患者アセスメントの考察を⾔語化す
る機会の提供 

�実習期間中に⼿順書を作成 
�特定⾏為の実施条件を相談する必要

性の説明 
�研修後の活動を⾒据えた知識と経験

機会の提供 
�職場環境に合致した活動を模索する

必要性の説明 
�実習期間中に⼿順書に関する課題を

解決 
研修管理 �管理委員会による特定⾏為研修の管

理 
�修了者が所属する施設に研修受け⼊

れを依頼 
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表 2-3. 「配置」を構成するカテゴリーと各職種のアクション 
看護管理者  医師  修了者 

カテゴリー アクション  カテゴリー アクション  カテゴリー アクション 
配置の目的の明
確化 

�横断的活動のため看護
部付け 

�実践能⼒の⾼い特定認
定看護師はフリー
で活動 

�スタッフ教育⽬的で横
断配置 

�医師との連携強化のた
めの配置 

�外科系病棟に内科的サ
ポートとして配置 

�信頼関係構築のため病
棟配置 

 配属決定の責任者
の明確化 

�修了者の派遣先は委員会が決定 
�修了者全体の配属と将来の⽅針を

会議で決定 
�配置決定は病院の裁量 

 配置ビジョンと自部署の
配置の見通し 

�修了者の配置⼈数の検討 
�部署に複数の修了者を配置 
�修了者が増えるまでの横断

配置 

配属決定の準備 �修了者の派遣先に関する情報収集 配置の目的理解 �横断的活動のため看護部付
け 

�看護部の構想に応じた活動 
配置決定方法 �診療科の医師⼈数により配置 

�本⼈の希望と病院の⽅針で配置 
�医師不⾜の診療科に優先して配置 
�研修前の部署に配置 
�組織内のニーズに応じた配置 
�医師や研修医が少ない診療科に配

属 
�特定⾏為を実施する機会がある部

署に配置 
�看護部と医局で配置を検討 
�本⼈の希望と病院側の意向で配属

を決定 
�研修指導医がいる診療科に配属 
�⼈員が少ない勤務帯に修了者がい

るように配属 
�働き⽅に多様性のある診療科に配

置 
�⼈⼿不⾜の病棟に配置 

部署からの役割期待の理
解 

�認定看護師の活動を継続 
�希望部署への配置 
�受講前と同じ病棟に配置 

修了者管理の一
環として配置 

�看護部の裁量で配置 
�配置決定は看護部⻑の

裁量 
配置の優先順位
ルール決定 

�研修受講状況により診
療部か看護部か決
定 

�指導医のいる病棟に配
置 

�⼈員不⾜の病棟に配置 
�診療科の医師⼈数によ

り配置 
�受講前と同じ病棟に配

置 

配置希望の表明 �特定⾏為を活⽤するための
配置希望 

修了者の希望を
尊重して配置 

�本⼈の希望で病棟配属 
配置後のフォロー
アップ体制構築 

�インターンシップ期間を設けて現
場での実施課題を抽出 

�修了後 3カ⽉程の実習期間を設定 
�修了後の研修期間を設定 
�初期研修医と似た構成の院内研修

体制 
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表 2-4 「活用」の構成するカテゴリーと各職種のアクション 
看護管理者  医師  修了者 

カテゴリー アクション  カテゴリー アクション  カテゴリー アクション 

修了者のマ
ネジメント 

�病棟看護師への業務委譲に
より修了者の活動時間
を確保 

�修了者が多様な看護師とペ
アを組めるシフト 

�修了者と研修候補者をペア
にする業務調整 

�修了者連絡会での課題と活
動計画の共有 

�勤怠管理は看護部 
�修了者の夜勤パートナーの

選定 
�所属は診療科管理は看護部 
�病棟配属だが活動⽇の設定 
�修了者を病棟配置から外す 

 

修了者の理解 

�修了者のスキルや⼈物像の理解 
�修了者のスキルレベルの確認 
�修了者のスキルレベルの理解 
�看護師による修了者のスキルや⼈物像の

理解 

 
自発的な役割開
発 

�業務内容の構築 
�実践を重ねることによる業務範囲の拡

⼤ 
役割の明確化 �病棟管理と特定⾏為実践の両⽴ 

修了者の役割拡
大 

�医師不⾜の領域でカルテ記載や情報収
集 

�医師の業務を修了者が補完 
�患者マネジメントや他科からのコンサ

ルテーションなどの医師業務を代
⾏ 

�救急外来での修了者による病歴の聴取 
�急変対応時の医師の役割代⾏ 

看護実践の理
解 

�修了者の活動から看護師の視点を理解 
�修了者による看護の視点での退院調整を

知る 
修了者の理解
に基づいた支
援 

�修了者の背景を考慮した⽀援 
�修了者のモチベーション維持を⽀援 

修了者の実践
能力の評価 

�カンファレンスで修了者の臨床判断能⼒
を評価 

�修了者のスキルレベルの理解 
�修了者の知識や技術に対する理解 
�特定⾏為実践が可能かどうかの修了者の

能⼒評価 
�医師からの活動評価 
�修了者の⼿技の確認 
�医師による修了者のスキル確認 
�修了者の特定⾏為実践を把握して治療を

進める 
�修了者の背景を考慮した特定⾏為の指⽰ 
�修了者間の能⼒差は医師がサポート 

活動範囲の明確
化 

�修了者の実施可能な特定⾏為⼀覧を作
成 

�看護師からのファーストコールは修了
者 

�修了者の役割は病棟での患者管理と救
急外来の初期対応 

手順書活用
方法開発 

�共有パソコンのトップに⼿
順書搭載 

�⼿順書の発⾏⽅法を医師に
周知 

修了者への
キャリア支
援 

�病棟管理を特定⾏為実践の
両⽴ 

特定行為実践の
対象となる患者
把握 

�医師の回診に参加 
�医師のカンファレンスに参加 
�回診で特定⾏為の対象となる患者の把

握 
�看護師の申し送りに参加 
�特定⾏為の対象となる患者のピックア

ップ 
�病棟看護師からの情報共有により患者

を把握 

修了者のキ
ャリア支援 

�修了者が師⻑になるよう⽀
援 

役割開発 

�看護師への診療推論研修の
企画運営 

�修了者としての活動⽇の設
定 

�特定⾏為研修センターの運
営 

  

患者家族への病
状説明 

�家族への病状の病状説明 
�患者家族への病状説明 
�患者への病状説明 

修了者との信
頼関係構築 

�診療科の医師が修了者を活動できる資源
として認識 

�研修受講前からの信頼関係 
�⽇頃からのコミュニケーション 

患者家族への病
状説明ルール作
成 

�患者家族への特定⾏為の説明⽅法の確
⽴ 

医師の責任の
明確化 

�修了者の活動の結果は医師の責任 
�主だった診察や患者への説明は主治医が

実施 

住民への講義 �住⺠への講習会の実施 
特定行為実践の �医師看護師との⼀⽇の業務調整 
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�医師が⼿術・外来中の⼊院患者マネジメ
ント 

ための業務調整 �特定⾏為実践のための条件設定 
�医師と看護師の 1 ⽇の業務調整 
�医師に⼿順書発⾏依頼 

修了者の責任
の明確化 

�修了者の提案について医師が実施可否を
判断 

�状態が安定している患者の外来診察を修
了者に委譲 

�外科病棟における内科的な患者マネジメ
ント 

特定行為実施の
可否判断 

�⾃⼰の実践能⼒に基づく特定⾏為実践
の判断 

修了者の役割
の明確化 

�修了者には医師と同じだけの患者情報を
扱うことを求める 

�患者への説明を依頼 
�初期研修医と似た構成の院内研修体制 
�⼿術介助の依頼 
�モニタリング業務を修了者に委譲 
�院内研修期間に部署での活動⽅法を検討 
�修了者とともに活動内容を決定 
�関係部署と共同したマニュアル作成 
�診療科内で⼀貫した修了者への依頼⽅法 
�⼿順書や業務について相談を受ける 
�医療処置を研修医と修了者で実施 
�修了者の活動について⼿探りで形成 

包括指示実施の
可否判断 �包括指⽰の対象となる患者の実施判断 
診断指示エラー
防止 

�患者の緊急性の判断 
�医師のオーダー内容確認 

直接指示による
診療の補助 

�直接指⽰による診療の補助 
�修了者は医⾏為を⾏う 
�⼿術介助 

手順書に沿った
特定行為実践 

�⼿順書の範囲内で特定⾏為を実施 
�夜間帯の特定⾏為実践 
�修了者による⼿順書に従った特定⾏為

実践 
�⼀般的な経過の患者への特定⾏為実践 
�特定⾏為実践 
�修了者による薬剤処⽅の代⾏⼊⼒ 
�医師からの依頼による実践 
�夜間勤務帯での特定⾏為実践 
�医師からの依頼により特定⾏為実践 
�院外からの依頼により特定⾏為実践 
�呼吸療法⼠としての活動 
�直接指⽰による特定⾏為実践 
�⼿順書による特定⾏為実践 
�特定⾏為実践後の評価 
�認定看護師としての活動 

修了者業務環
境調整 

�勤務時間への配慮 
�修了者との業務予定の共有 
�修了者の業務の管理 

手順書発動の
ルール化 

�修了者の依頼に応えて⼿順書発⾏ 
�特定⾏為を予測した⼿順書発⾏ 
�電⼦カルテから⼿順書を発⾏ 
�他科医師からのコンサルテーション 
�特定⾏為実践の依頼 
�修了者と特定⾏為実施のタイミングを検

討 
�患者⼀⼈⼀⼈に⼿順書を発⾏するのでは

なく、すべての患者に適⽤する 
�電⼦カルテシステムから⼿順書を発⾏ 
�⼿順書を電⼦カルテシステムから発⾏ 

特定行為の実施
の記録 �特定⾏為の実践をカルテに記載 
包括指示による
実践 �医師不在時の包括指⽰実践 

医師への提案 

�患者の観察と臨床判断 
�修了者は退院調整等を医師の視点から

情報収集 
�修了者による臨床推論に基づいた処⽅

の提案 
�修了者からの処置の提案 
�修了者からの他科コンサルテーション

の提案 
�患者の全⾝状態を評価して医師に報告 

医師の指示の
ルール化 

�医師不在の間の医療処置実施を依頼 
�直接指⽰による特定⾏為実践 
�定期的に実施する処置の 2回⽬以降を修

了者に委譲 
継続的な指導
機会の確保 

�カンファレンスの場で教育 
�診療科カンファレンスへの参加機会を提

供 
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�特定⾏為実践に対するフィードバック 
�修了者への初期研修医と同じ程度のサポ

ート 
�カンファレンス等で修了者の発⾔機会を

提供 
�カンファレンスへの参加機会を提供 
�⼿技に関するフィードバック 
�症例検討の機会を確保 

�急変の予兆に気づき医師に連絡 
�患者の全⾝状態を評価した医師への相

談 
�医師への治療の提案 

研修医への指導 �修了者による研修医指導 

自律的な実践 �病棟へのアウトリーチ介⼊ 
�訪問看護の医師との調整 

特定行為実践
の OJT 

�医療⼿技を修了者とともに実施 
�患者に関する臨床推論の説明 
�直接指⽰による特定⾏為実践 
�特定⾏為実践の機会を提供 
�研修修了直後は修了者とともに⼿技を実

施 
�修了者の不安に対する配慮 
�修了者から医師への連絡体制の確保 
�修了者のバックアップ体制を調整 
�特定⾏為実践時のバックアップ 
�特定⾏為が⼿順書通りに実施されたか確

認 

特定行為実施に
関する医師から
のサポート獲得 

�特定⾏為実施に関する医師からのサポ
ート獲得 

医師間のコーデ
イネーション �診療科間の橋渡し 
医師へのコンサ
ルテーション �他科医師へのコンサルテーション 
医師との協働 �患者の治療⽅針を医師と共有 

看護師への治療
意図の説明 

�修了者が医師の指⽰の意図を看護師に
説明 

�看護師への診療の根拠の説明 
�看護師への診療の根拠説明 

看護師への病状
説明 

�修了者による看護師への病態・治療の
説明 

�修了者による看護師教育 
�訪問看護師からの依頼による臨床判断 
�訪問看護師からの依頼への情報提供 
�医師の説明をわかりやすく看護師に解

説 
�看護師への病態説明 
�看護師への観察ポイント説明 修了者と医師

の連携 

�業務予定の共有 
�修了者が参加できるように回診時間を調

整 
�修了者との業務予定の共有 
�修了者の活動に関する情報共有の時間を

設定 
�専⾨医と研修医と修了者が連携して診察 
�治療計画を修了者と検討 
�修了者が医師の対応が必要な患者をピッ

クアップ 
�修了者と患者管理について相談 
�離島医療での医師との協働 
�修了者からの相談を受ける 

看護師からのコ
ンサルテーショ
ン 

�認定看護師からのコンサルテーション 
�病棟看護師からのコンサルテーション 
�RRTとして病棟からのコンサルテーシ

ョン 
�病棟看護師へのコンサルテーション 
�訪問看護師から修了者へのコンサルテ

ーション 

修了者の役割
拡大 

�他科からの依頼を修了者に委譲 
�他科医師からのコンサルテーション 
�他科医師へのコンサルテーション 

看護師への OJT 
�看護師への OJT 
�スタッフへの教育的かかわり 
�看護師への看護計画助⾔ 

看護師への教育 
�患者理解に関する修了者による看護師

教育 
�修了者による看護師教育 修了者導入の
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効果 �修了者がいると救急外来が落ち着くので
安⼼ 

�修了者がいることの安⼼感 
�修了者と医師の切磋琢磨 
�修了者とは同じ⽬線で話ができ、同じレ

ベルで医療を提供できる 
�修了者による患者のスケジュールに合わ

せた処置 
�研修医は修了者に質問しやすい 
�修了者が学んだ他科の治療⽅針を教えて

もらう 
�修了者が認定看護師であることによる安

⼼感 
�医師と看護師間の意⾒調整 

看護師への研修
会開催 �病棟看護師に勉強会開催 

院内研修企画 
�教育委員会のメンバーとして活動 
�勉強会のサポート 
�勉強会の実施 

院内研修講師 
�医療機器の取り扱についての研修実施 
�看護観・患者安全に関する教育担当 
�看護師への研修 

研修生への教育 �研修⽣への教育 

 � 

看護学生への講
義 �看護学⽣への教育 

看護師との協働 

�病棟看護師の業務代⾏ 
�修了者から看護師への情報提供 
�RRS後のフォロー 
�看護師との特定⾏為実施後の観察ポイ

ント共有 
�医師の臨床推論を理解し早めの看護提

供 

修了者間の連携 

�修了者同⼠で特定⾏為実践を調整 
�修了者間で治療のディスカッション 
�修了者間での業務調整 
�修了者間の患者情報共有 
�症例検討会の開催 
�修了者による修了者への OJT 
�互いに観察ポイントを共有し継続観察 
�互いの区分別特定⾏為の補完 
�ひとりの判断に偏らないように意⾒交

換 

多職種連携 

�修了者に対する他科からのコンサルテ
ーション 

�訪問診療の往診の⼀部を補助 
�多職種カンファレンスへの参加 
�多職種コミュニケーションの円滑化 
�多職種との情報共有 

医師業務の代行 

�医師の役割の代⾏ 
�医師不在の状況を埋める実践 
�医師が⾏っている処置の代⾏ 
�医師の外来の⼀部を担当 
�医師の⼿技の介助 
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表 2-5 「普及」を構成するカテゴリーと各職種のアクション 
看護管理者  医師  修了者 

カテゴリー アクション  カテゴリー アクション  カテゴリー アクション 

師長の役割
の追加 

�医師にアピールするように修
了者にアドバイス 

�看護師の修了者活⽤に関する
理解更新 

�修了者は看護師であることを
伝える 

�師⻑の承認 
�修了者のモチベーションの向

上 
�部署からの要望を修了者に伝

える役割 
�部署の患者の情報・理解のす

り合わせ 

 修了者の実践
能力の継続的
評価 

�医師の全体的サポート能⼒の向上 
 

活動環境の改善 �修了者による代⾏⼊⼒システムを整備 

実施範囲の再
検討 

�修了者と働きながら業務範囲を調
整 

�修了者の能⼒によって異なる実践
範囲 

修了者としての成長
実感 

�医学的側⾯と看護的側⾯の両⽅で思考 
�看護師からの相談が増加 
�⾃分のアセスメント⼒の向上を感じる 
�⾃分のアセスメントを含めて医師に報

告できる 
�治療⽅針をスタッフに説明できる 
�他職種とのディスカッション能⼒の向

上 
�アセスメントを短時間で実施できる 

実践範囲の再
検討 �修了者による実践が可能かの判断 

実践範囲の拡
大 

�修了者の所属部署以外での活動 
�⼿順書の作成によって修了者の活

動を理解 
�修了者の成⻑に合わせた⼿順書の

適応範囲の拡⼤ 

修了者の活
動環境の整
備 

�研修医のカルテシステムを修
了者に運⽤ 

�修了者が能⼒発揮できる業務
内容の整備 

�修了者が働きやすい環境整備 
�⼿順書を紙媒体から電⼦カル

テの運⽤に移⾏ 

修了者の役割
拡大 

�⼀般的な患者マネジメントを修了
者に委譲 

�医師から修了者の活動相談 
�医師からセラピストへの看護技術

教育依頼 
活動範囲の拡大 

�関連施設への往診に同⾏ 
�関連施設での活動 
�訪問診療に同⾏ 
�修了者の活動の場が広がり院内での認

知が上昇 
手順書ルール
の改定 

�特定⾏為に関する患者の承諾書を
簡略化 

修了者のマ
ネジメント 

�組織と修了者の能⼒向上のた
めの異動 

�アウトリーチに伴う報告体制
確⽴ 

�修了者の活動ビジョンを確認
する会議開催 

�特定⾏為研修修了者委員会設
置と運営 

�配置部署の再検討 

手順書の改定 
�修了者の意⾒を取り⼊れて⼿順書

を改定 
�⼿順書の改訂 
�⼿順書の⾒直しの必要性を理解 

修了者の役割拡大 

�修了者の活動の場を開発 
�退院調整への参画 
�⼿順書を⽤いた特定⾏為の推進 
�認定看護師としての役割拡⼤ 
�夜勤での特定⾏為の活動を模索 

配置ビジョン
の再検討 

�修了者としての活躍ができる部署
に異動 

�診療体制構築段階の修了者の流動
的な活動 

特定行為実
践のマネジ
メント 

�定期的な⼿順書の修正 
�⼿順書の検討委員会の運営 
�特定⾏為実施システムの⽅法

の確⽴ 
�特定⾏為実践の実績の集積 
�特定⾏為に関する情報共有の

会議体の設置運営 

修了者キャリ
ア支援 

�修了者が新たなキャリアパスを切
り開くことを応援 

修了者のモチ
ベーション支
援 

�修了者のモチベーション維持を⽀
援 

手順書の改定 

�安全な特定⾏為実践のための⼿順書の
改訂 

�運営会議での⼿順書の改定 
�修了者の増加を⾒据えた⼿順書の改定 
�処⽅の範囲を含めた⼿順書の改定 
�定期的な⼿順書の改定 

活動ビジョ
ンの更新 

�活動に関する裁量の委譲 
�フォローアップ・サポート会

議体の拡⼤ 修了者同士の情報交
換 

�事例報告会での修了者同⼠の情報交換 
�修了者間の研究会開催 
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�複数配置の活⽤ビジョン構築 
�配置部署の再検討 

修了者と医師の連携 
�医師が⼿薄な状況を修了者が補完 
�修了者が研修医業務を補完 
�修了者による⾃信を持った治療の提案 実践範囲の

拡大 
�修了者の業務の拡⼤ 
�修了者の権限の拡⼤ 

  

修了者による修了者
への教育 �修了者による修了者の教育 
修了者による修了者
マネジメント �修了者による修了者の統括 

医師と看護師の連携
支援 

�医師の意図を修了者が看護師に説明 
�医師と看護師間の意⾒調整 
�医師と看護師間の業務調整 

多職種連携への貢献 �医療チーム内での活発な議論 
他の職種への教育・
指導 �セラピストへの指導⼒ 

医師と看護師の協働
拡大 

�ディスカッションを通して医師との信
頼関係 

�病棟看護師からのファーストコールが
修了者 

�医師と看護師の互いの考えを繋ぐ 

医師との協働拡大 
�医師の不在時に⼿順書を元に特定⾏為

実践 
�医師不在時に業務の⼀部をシェア 
�修了者の活動範囲の拡⼤ 

活用ビジョンの再構
築 

�医師の要望によりフリーでの活動拡⼤ 
�特定⾏為区分と活動領域の再調整 
�複数配置の活⽤ビジョン構築 
�修了者による外来待ち時間を利⽤した

患者対応 
�修了者の⾃律的な役割拡⼤ 
�修了者の専⾨性を考慮した活動 
�組織横断型の活動 
�背景によって異なる修了者役割 

修了者間の連携強化 
�院内の修了者間で連携 
�修了者間の未修了区分を補い合う 
�修了者同⼠の連携でプラットフォーム

を活⽤ 

多職種連携の推進 
�多職種との患者情報の共有 
�多職種による術後リハビリ介⼊ 
�多職種へのせん妄に関する教育 

リソースナースとの
連携推進 

�認定看護師との連携 
�認定看護師や専⾨看護師との連携推進 

他職種への教育・指
導 

�リハビリテーションスタッフへの教育 
�リハビリテーションスタッフや介護福

祉⼠への教育 
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表 2-6 「周知」を構成するカテゴリーと各職種のアクション 

看護管理者  医師  修了者 
カテゴリー アクション 

 
カテゴリー アクション 

 
カテゴリー アクション 

患者家族への説明 �⼊院時処置時の患者家族への
説明 

 

医師から患者家族に説明 

�医師から患者に説明 
�修了者の実践内容を医師が

患者に説明 
�医師が患者に研修受講した

看護師であることを説
明 

 

修了者から患者に説
明 

�修了者が患者に説明 
�特定⾏為実施時に修了者

が患者に説明 
執行部会議での説
明 

�執⾏部に患者および経営への
貢献の説明 

�修了者が施⾏部に説明する機
会の提供 

 

 
修了者から患者家族
に説明 

�患者家族に修了者である
ことを直接説明 

�患者の意識状態に応じて
特定⾏為の説明 病院全体に活動内

容説明 
�病院全体に修了者の業務内容

を提⽰ 
 指導者講習会参加 �指導者講習会参加による制

度理解 
看護管理者への説
明 

�師⻑と看護部⻑が病棟と師⻑
会で特定⾏為について説
明 

 

医師から医師に説明 

�修了者役割に関する医師か
ら医師への説明 

�医師から他診療科医師への
説明 

�医師から外部の医師に周知 
�カンファレンスで医師から

医師に説明 
�指導医から他の医師への説

明 
�修了者が何をできるのか医

局員に説明 
�修了者導⼊の⽬的を説明 
�診療科の医師に説明 
�研修担当の医師が医師に説

明 

修了者から医師に活
動説明 

�修了者が医局会で⾃⾝の
活動を説明 

�医師個⼈に修了者の活動
を説明 

�看護部診療部への活動周
知 

�修了者から医師に説明 師長から医師への
説明 

�書⾯により医師への⼿順書の
説明 

�医師を助ける存在であること
を医師に説明 

�師⻑から医局会での特定⾏為
の周知 

�師⻑から医師への修了者活動
の説明 

  

 

 

修了者本人から部署
看護師に説明 

�修了者による部署への活
動説明 

�病棟カンファレンスでの
事例を⽤いた修了者
活動の説明 

�修了者の活動説明 

看護管理者から多
職種間への説明 

�修了者の働き⽅を多職種に伝
える 

 

看護管理者から同
僚への説明 

�師⻑が医師と看護師に特定⾏
為の説明 

 

修了者活動発表 

�院内外での修了者の活動発表 
�看護師への活動説明 
�執⾏部会での修了者の活動報

告 
�師⻑会での修了者の活動内容

周知 
�修了者の活動発表 
�修了者の活動ビジョンを発表 
�定期的な活動発表 
�看護協会での修了者の講演 

 

修了者から医師と看
護師への説明 

�研修期間中と修了後に各
病棟で修了者の活動
を説明 

�研修中に各部署で特定⾏
為を説明 

�医局会と各部署で特定⾏
為研修について説明 

�医局会や病院朝礼での説
明 

�医局の医師に特定⾏為を
説明 

�院内の看護部や各部⾨で
の研修の学びを説明 

�全職員向けの活動報告会
で特定⾏為を説明 

  

研修指導経験による周知 

�研修指導者に任命されるこ
とで制度を理解 

�研修⽣から医師に説明 
�研修実施による修了者の理

解 

 

 

 

医師と修了者の協働実践に
よる周知 

�救急外来での修了者の活動 
�実践可能な範囲の⾔語化 
�修了者の実践により認知 
�診療科での研修によるスキ

ルと役割の理解 

 

 
配属部署の医師と看
護師への説明 

入院パンフレット
掲載 

�⼊院パンフレットへの修了者
活動の掲載 
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ポスター掲示 

�掲⽰による患者家族への周知  

医師への活動評価アンケー
ト 

�研修担当の医師が医師に修
了者の活動評価アンケ
ート 

�医師からの活動評価 

�研修中から配属先の医師
に特定⾏為研修の説
明 

�配属前に医師や看護師に
説明 

�配属部署で医師に対して
修了者の活動を説明 

�配属部署で修了者の活動
を説明 

�修了者の活動ポスター掲⽰ 
�各病棟への修了者活動ポスタ

ー掲⽰ 
 

 

学会発表 
�医師が学会で修了者の活動

を紹介 
�医師による修了者実践効果

の学会発表 

 

看護師に個別の説明 

�看護師からの特定⾏為に
関する質問に回答 

�看護師に特定⾏為研修受
講でできるようにな
ったことを説明 

�特定⾏為研修でできるよ
うになることを看護
師に説明 

ユニフォーム作成 �修了者⽤のユニフォームを作
成 

 

院内ニュースレタ
ー掲載 

�院内の広報誌で修了者の活動
を掲載 

�院内ニュースレターへの掲載 

 病院長から全職員への周知 �病院⻑による特定⾏為のア
ピール 

 職員への周知 �医療従事者に対する周知が
重要 

新入職員への活動周
知 

�新⼊職員への修了者活動
周知 

   ポスター掲示 �ポスター掲⽰による患者へ
の周知 新人看護師への説明 

�新⼈看護師研修で認定看
護師の説明とともに
特定⾏為を説明 

   修了者からの活動発信 �他施設の修了者が活動内容
を説明 

修了者の活動に関す
る文書配布 

�修了者の紹介⽂を紙⾯に
まとめて各病棟に配
布 

�修了者の紹介をまとめた
⽂書をラミネートし
て医師に配布 

   修了者の活動発信 �修了者の活⽤事例の情報発
信 

   講演会で周知 �修了者が県内の講演会で活
動を説明 

 

入院パンフレット掲
載 

�⼊院パンフレットへの修
了者活動の掲載 

   県内ネットワークの構築 �県内ネットワークの構築 病院ホームページで
の掲載 �病院ホームページで掲載 

     修了者の活動を看護
師に配信 

�修了者の活動を紹介する
動画を医師と看護師
に発信 

     ポスター掲示 �修了者のポスター掲⽰ 
     ユニフォーム着用 �修了者のユニフォームを

着⽤ 
     バッジ着用 �修了者バッチの着⽤ 
     修了証を病棟に掲示 �研修修了証を病棟に掲⽰ 

 



95 
 

研究成果の刊行に関する一覧表 
                                                                                               
                                                                                                
   書籍                                                                                     

 著者氏名  論文タイトル名 書籍全体の 
 編集者名 

 書 籍 名 出版社名  出版地 出版年  ページ 

該当なし        

        

        

 
   雑誌                                                                                      

発表者氏名 論文タイトル名 発表誌名 巻号 ページ 出版年 

酒井郁子,佐伯
昌俊,西宮岳 

特定行為研修修了者活用のため
のビジョン構築と看護管理者の
役割――急性期病院における活
動モデルの検討から 

看護管理 32(3) 184-190 2022 

酒井郁子,佐伯
昌俊,西宮岳 

特定行為研修修了者の活用と支
援に関するQ&A――看護管理者
からの疑問や困り事に答えて 

看護管理 32(3) 191-195 2022 

酒井郁子,伊藤
彰一,箭内博子,
大島拓,新井加
代子,竹内純子 

【座談会】特定行為研修修了者
の活躍を支える構想・育成・配
置・活用と看護管理者の役割―
―千葉大学医学部附属病院にお
ける組織的支援 

看護管理 32(3) 218-226 2022 

酒井郁子 特定行為研修修了看護師,特集 
多職種連携のためのタスクシフ
ティングを考える─効率的な医
療提供のために 

月刊カレント
テラピー 

40(4) 42-47 2022 

 
 
 

 



令和４年 3月 3日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）   
 
                              機関名  国立大学法人千葉大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学長 
                                                                                      
                              氏 名   中山 俊憲     
 

   次の職員の令和 3 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名   地域医療基盤開発推進研究事業                         

２．研究課題名   特定行為研修修了者の複数配置に関する実態把握及び有効活用に影響する要因の調査                                        

３．研究者名  （所属部署・職名）  千葉大学大学院看護学研究科院・教授                               

    （氏名・フリガナ）   酒井 郁子（サカイ イクコ）                               

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 





令和４年４月１９日 
厚生労働大臣 殿 

 
 
                              機関名  国立大学法人東京大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学長 
                                                                                      
                              氏 名  藤井 輝夫          
 

   次の職員の令和 3 年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。 

１．研究事業名   地域医療基盤開発推進研究事業                         

２．研究課題名   特定行為研修修了者の複数配置に関する実態把握及び有効活用に影響する要因の調査                                 

３．研究者名  （所属部署・職名）   大学院医学系研究科・教授                              

    （氏名・フリガナ）   山本 則子・ヤマモト ノリコ                          

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 千葉大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 





2022年 2月16日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）   
 
                             機関名  地域医療振興協会 

JADECOMアカデミーセンター 
NP・NDC研修センター 

 
                     所属研究機関長 職 名  研修センター長 
 
                             氏 名   藤谷 茂樹        
 

   次の職員の令和 3 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名   地域医療基盤開発推進研究事業                         

２．研究課題名   特定行為研修修了者の複数配置に関する実態把握及び有効活用に影響する要因の調査                                        

３．研究者名  （所属部署・職名） 地域医療振興協会JADECOMアカデミーセンター 
NP・NDC研修センター・研修センター長           

                                 

    （氏名・フリガナ） 藤谷 茂樹・フジタニ シゲキ                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ☑ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 ☑ 無 □（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

              ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 




